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新潟大学
○ 大学の概要

附属学校
（１）現況 教育人間科学部附属新潟小学校

① 大学名 教育人間科学部附属長岡小学校
国立大学法人新潟大学 教育人間科学部附属新潟中学校

教育人間科学部附属長岡中学校
② 所在地 教育人間科学部附属養護学校

本部，五十嵐地区，旭町・西大畑地区 新潟県新潟市 教育人間科学部附属幼稚園

③ 役員の状況
学長名 長谷川 彰（平成１６年４月１日～平成１８年１月３１日） ⑤ 学生数及び教職員数

（平成１８年２月１日～平成２０年１月３１日) 学生数
理事数 ６人 学部学生 １０，６２８ 人（留学生内数 ６４人）
監事数 ２人 大学院学生 ２，４８６ 人（留学生内数２２９人）

養護教諭特別別科 ４０ 人
④ 学部等の構成 附属学校園児・児童・生徒 １，７８２ 人

教育研究院
人文社会・教育科学系 教職員数
自然科学系 教員 １，２６１ 人
医歯学系 職員 １，１５５ 人

学 部 （２）大学の基本的な目標等
人文学部 新潟大学は，高志の大地に育まれた敬虔質実の伝統と世界に開かれた海港都
教育人間科学部 市の進取の精神に基づいて，自律と創生を全学の理念とし，教育と研究を通じ
法学部 て地域や世界の着実な発展に貢献することを全学の目的とする。
経済学部 この理念の実現と目的の達成のために，
理学部 １．教育の基本的目標を，精選された教育課程を通じて，豊かな教養と高い専
医学部 門知識を修得して時代の課題に的確に対応し，広範に活躍する人材を育成す
歯学部 ることに置く，
工学部 ２．研究の基本的目標を，伝統的な学問分野の知的資産を継承しながら，総合
農学部 大学の特性を活かした分野横断型の研究や世界に価値ある創造的研究を推進

することに置く，
大学院 ３．社会貢献の基本的目標を，環日本海地域における教育研究の中心的存在と

教育学研究科 して，産官学連携活動や医療活動等を通じ，地域社会や国際社会の発展を支
保健学研究科 援することに置く，
現代社会文化研究科 ４．管理運営の基本的目標を，国民に支えられる大学としての正統性を保持す
自然科学研究科 るために，最適な運営を目指した不断の改革を図ることに置く。
医歯学総合研究科
技術経営研究科 （３）大学の機構図
実務法学研究科

別紙のとおり
附置研究所

脳研究所

附属病院
医歯学総合病院
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新潟大学

　　　　　　　　　　　　　 　役　　員　　会　（７人）
　　 　　　（運営等の重要事項の審議）

    経 営 協 議 会
　　　 　(16人)
（主に経営面を審議）

　　　企画戦略本部
　学長，理事，評価センター長，
　　東京事務所長，専任教員，

　　学長指名の職員

　　　  大学運営会議

　　　 学長，理事，副学長，
　　　　事務局各部長

　　　　　　　　　　　　　学系，学部，研究科，センター等

　　　　　全　　学　　委　　員　　会

　　教育研究評議会
 　　　　(　43人　)
 （主に教学面を審議）

　理　事
 (副学長)
総務担当

　理　事
 (副学長)
教育担当

　理　事
 (副学長)
研究担当

　理　事
 (副学長）
社会連
携・財務
担当

　理　事

事務総括
担当

　理　事

訟務担当
 (非常勤)

施
策
等
の
提
示
・
実
施
指
示

教育研究に関する方針案等の提案

審議結果

監事室
（監事：常勤・非常勤各１人）

 （監事室補助者：総務部長，業務改善推進
課長，総務課長，企画課長，財務企画課長）

 　　　　 国立大学法人新潟大学における基本的運営体制図

　学 　　長

経営方針，計画案等の提案

審議結果

　　学内委員
・学長
・学長指名の
　理事　６人
・学長指名の
　職員(病院長）

　 学外委員

　　　８人

・学長　　　　　     ・ 病院長(副学長）
・学長指名の　    ・ 附属図書館長
　理事    ５人      ・ 副学長　　４人
・学系長 ３人　　  ・ 副学系長 ３人
・学部長 ９人　 　 ・ 副学部長 ９人
・研究科長 ５人　 ・ 副病院長 １人
・脳研究所長

文部科学大臣

意見提出

意
見
提
出

　副 学 長
 　( ５人)

　　学長選考会議
　　　　（１３人）

　経営協議会　　　５人
　教育研究評議会　５人
　理事　　　　　　３人

　　事 務 局

学長が諮問する事項並びに経
営協議会及び教育研究評議会
の運営等について協議

戦略策定，情報収集・
分析，対外折衝　など
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究
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・
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超
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研
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機
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企
画
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本
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機
管
理
室

入
学
セ
ン
タ
ー

大
学
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開
発
研
究
セ
ン
タ
ー

国
際
セ
ン
タ
ー

広
報
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町
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研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
群

教
育
・
学
生
支
援
セ
ン
タ
ー
群

学
術
情
報
基
盤
機
構

社
会
連
携
推
進
機
構

医歯学系
（５系列）

自然科学系
（５系列）

人文社会・教育科学系
（６系列）

教 育 研 究 院

学部・大学院研究科を担当する教員が所属する組織として教育研究院を設置

東
京
事
務
所

評
価
セ
ン
タ
ー

東
京
事
務
所

評
価
セ
ン
タ
ー

は新規組織
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新潟大学の事務組織再編（平成18年4月）

は新設・再編部課

総務部

研究支援部

財務部

学務部

施設管理部

総務課

企画課

人事課

研究支援第一課

研究支援第二課

国際課

財務企画課

経理課

契約課

教務課

学生生活支援課

入試課

就職課

施設管理課

その他の理事

理事
（事務総括担当）

附属図書館事務部

医歯学系事務部

医歯学総合病院事務部

情報管理課

情報サービス課

医学課

歯学課

総務課

管理課

医事課

病院経営戦略課

平成17年度

人文社会科学系事務部（事務長）

教育人間科学部事務部（事務長）

自然科学系事務部
（事務長４名）

教育研究院に対応した事務
組織のブロック化の試行

総務部

研究支援部

財務部

学務部

施設管理部

総務課

企画課

人事課

産学連携課

研究助成課

国際課

財務企画課

経理課

契約課

学生支援課

教務課

入試課

就職課

施設管理課

施設整備課

環境整備課

その他の理事

理事
（事務総括担当）

医歯学系事務部

医歯学総合病院事務部

総務課

学務課

総務課

管理課

医事課

病院経営戦略課

平成18年度

学術情報部

学術情報管理課

学術情報サービス課

情報企画課

人文社会・教育科学系事務部
総務課

学務課

自然科学系事務部
総務課

学務課

教育研究院に対応した事務組織のブロック化の完成

業務改善推進課

施設整備課

環境整備課
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○ 全体的な状況

平成18年度の業務の実施状況（総括） ②「教育研究院」制度の効果的活用
・学系長を中心とした機動的・戦略的な運営

本学では，学長がリーダーシップを発揮し，戦略的・効果的な大学運営を行え ・従来の学部・研究科の枠を越えた，学系レベルの将来計画に基づく予算
るよう，企画戦略本部の設置，教育研究院制度の発足，教員定員の全学一元化， 配分（重点研究プロジェクトへの支援等）や教員配置
組織評価による予算配分など，新たな制度の導入等を行っている。平成18年度に
は，これらの取組を継続するとともに，教育面では，「全学教育機構」（平成17 ③資源配分の機動的な見直し
年度設置）を中心として，主専攻プログラムの高度化，大学院教育の実質化を図 ・流動定員の配置実績を検証し，当初予定の配置先を見直し，平成18年度
る取組を開始し，研究面では「超域研究機構」を中心として，学際研究拠点化を に新たに「評価センター」「危機管理室」に配置
進めている。さらに，事務組織については，従来の学部事務部を学系事務部に再 ・配分効果の検証や他大学との比較等の財務分析により，基盤教育経費を
編するとともに，業務改善推進課を時限で設置し，合理化・効率化を図った。 効率化の対象外とするなどの見直し

これらの取組を支える資源配分の仕組みは次のとおりである。
④社会のニーズ等に対応した教育研究組織の柔軟な見直し

〔人的資源〕 ・「災害復興科学センター」の新設（中山間地における自然災害への学術
○第Ⅰ期中期目標期間中に，教員定員90人を流動化し，計画的に重点配置 面からの支援，復興支援策の提言等）

流動定員を以下の３つの区分に各30人を配置予定 ・「大学院技術経営研究科（MOT）」の新設（地域の産業育成と国際競争力
・基盤運営部門（入学センター，評価センター，危機管理室等） の向上を担える人材を養成）
・超域研究機構（学際的プロジェクトに配置）
・新規組織等 （学系長裁量ポストとして配置する仕組みを導入） ⑤事務組織の再編及び業務の合理化・効率化

平成18年度に流動定員11人を任期制で配置（累計33人） ・学系中心の運営を推進するため，すべての「学部事務部」を「学系事務
○従来の定員枠に捉われない教員採用を行うため，外部資金による年俸制の 部」に再編統合，業務改善推進課の新設（３年間の時限設置）

「特任教員」制度を導入。平成18年度には，全学教育機構，医歯学総合病 ・「業務の合理化・効率化，サービス向上に向けた課題と改善方策」（141
院，災害復興科学センター等に36人を配置 項目）を策定し，関係部署における取組の進捗状況をフォローアップ

・「事務の外注化実施計画」の策定・実施
〔予算配分〕

○平成18年度に学長裁量経費約７億1,000万円を措置 ⑥医歯学総合病院における経営改善の取組
○トップダウンによる「戦略的教育・研究プロジェクト経費」を創設 ・病床稼働率向上，医療材料費削減，７対１看護体制への移行等の取組
○ボトムアップによる「プロジェクト推進経費」（１億4,000万円）を配分 ・年間平均の病床稼働率が全国42の国立大学法人病院で第１位
○組織評価に基づく「インセンティブ経費」（１億円）を学系等に傾斜配分
○医歯学総合病院への重点的・戦略的な予算配分（病院機能の充実を図るた 【(2) 財務内容の改善】

め３億円を配分） ①「戦略的教育・研究プロジェクト経費」の創設
・執行部主導により，発展性や独自性の観点から，重点プロジェクトを選

さらに，平成18年度には，法人化による各種制度の弾力化のメリットを活かし 定・支援する新たな制度
て，新たな制度を導入するなど，中期計画全体の遂行を見据えて，年度計画を着 ・平成18年度に７件のプロジェクトへの重点支援を開始（３年間で２億円）
実に実行した。（上記の資源配分のほか，平成18年度に重点的に取り組んだ事項
は以下のとおりである。） ②人件費削減の取組

・人件費の執行状況を定期的に役員会に報告。執行状況を踏まえて，所要
Ⅰ 業務運営等における平成18年度の重点的取組 額シミュレーション（平成17～22年度）をブラッシュアップ

・本学独自の教員定員削減計画を実施 （平成21年度までに60人）
【(1) 業務運営の改善及び効率化】 ・事務の外注化による人件費の削減 （平成18～22年度：37人分の業務を外

①学長のリーダーシップによる戦略的施策の企画立案 注化予定）
・企画戦略本部（学長，理事等で構成）を中心に，「戦略的教育・研究プロ
ジェクト経費」，流動定員配置方針の見直し，「大型設備等特別整備制度」 ③経費の節減
等の新たな戦略的施策を企画立案 ・省エネ計画の実施や役務契約の見直し等による経費縮減（約4,800万円）
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・医歯学総合病院における医療材料費の縮減（約3,400万円） Ⅱ 教育研究等における平成18年度の重点的取組

④自己収入増加の取組 【教育】
・部局の自助努力で収入を得られる経費について，前年度の収入実績額を翌 (1) 新学士課程教育システムの推進

年度の支出予算に反映 ・全学教育機構を中心とした授業科目の体系化の推進（「分野・水準表示
・「外部資金獲得推進経費」を新たに措置 法における分野・水準コードの調整）と新学務情報システムの稼働
・平成18年度の外部資金（科学研究費補助金，受託研究，共同研究，奨学寄 ・主専攻プログラム高度化の検討

附金等）の獲得額は，合計約28億1,800万円。 （対前年度 約２億6,600万 ・副専攻プログラムに「地域学」を加え，20プログラムに充実（平成18年
円，10.4％の増） 度卒業生のうち39人の学生に副専攻認定証書を授与）

⑤「大型設備等特別整備制度」の創設 (2) 学生支援の充実
・大型設備の迅速な整備を目的として創設した学内融資制度 ①新たな奨学金制度の創設
・平成18年度に医歯学総合病院「総合臨床検査システム」に資金交付を決定 ・学業等成績優秀者に対する給付型の奨学金制度を創設（132人に給付）

②「キャリアセンター」を中心とした就職支援の充実
⑥「新潟大学ファイナンシャルレポート2006」の作成 ・各種支援事業を実施（49事業，延9,334人参加），インターンシップ受入

・本学の活動を財務の視点から分かりやすく解説し，本学Webサイトで公開 企業の拡大，キャリア意識形成合宿（新入生対象）を新規実施

【(3) 自己点検・評価及び情報提供】 【研究】
①大学情報の積極的な公開 (1) 学際的プロジェクト振興と研究拠点形成の促進

・報道機関との定期的な懇談会，Webサイトの充実，「新潟大学WEEK」の開 ①超域研究機構による研究の高度化・活性化
催，「新潟大学ファイナンシャルレポート2006」の作成等 ・平成18年度に公募により８プロジェクトを採択（計32プロジェクト）

・東京事務所を活用した情報発信（研究シーズ発表会の開催等） ・平成18年度に専任教員６人の配置を決定（計14人配置）
②21世紀COEプログラムの推進

②組織評価に基づく予算「インセンティブ経費」の配分 ・「脳神経病理学研究教育拠点形成」の推進
・学系長裁量経費として戦略的に活用（学生の教育研究環境の向上，重点研

究プロジェクトの推進，入学志願者の確保方策等） (2)プロジェクト研究への支援の充実等
①「戦略的教育・研究プロジェクト経費」の創設（再掲）

③個人評価システム構築に向けた取組 ・７プロジェクトへの重点支援を開始（３年間で総額２億円）
・教員及び事務職員の評価基準等の案を策定し，学内にフィードバック ②プロジェクト推進経費による研究支援
・「人文社会・教育科学系」で教員168人（すべての教授141人，希望する助 ・総額１億4,000万円を「助成研究」「若手研究者奨励研究」に配分
教授27人）を対象として，外部評価による個人評価を実施 ・若手研究者奨励研究について，特別研究生まで対象を拡大，女性研究者

の年齢条件を緩和
【(4) その他重要事項】

①施設マネジメント及び施設・設備の有効活用 【その他】
・全学共用スペースの確保，運用（計91室，4,836㎡） (1) 災害復興科学センター（平成18年度設置）における社会貢献
・省エネルギー対策の推進，環境保全対策の取組（環境報告書が第10回環境 ・産業，農業，医療，生活等多角的視野からの調査研究を推進

コミュニケーション大賞「環境報告書部門」で優秀賞を受賞） ・地域カウンセリングの月例実施，中山間地重点型災害時アドホックネッ
トワークシステムの構築・運用等を実施

②危機管理への対応
・「危機管理室」を中心とする危機管理体制の確立，専任教員の配置 (2) 産学連携の推進
・危機対応マニュアル（携帯版）の作成，学生・教職員全員に18,000部配布 ・国立大学法人として初めて技術移転機関（(株)新潟ティーエルオー）に
・緊急電話，AED（自動体外式除細動器）の設置 対して出資

③同窓会による組織的支援 (3) 地域連携の強化
・法人化後２年間の準備を経て，「全学同窓会」の発足 ・包括連携協定を締結している第四銀行，新潟市，日本政策投資銀行に加
・同窓会との連携による学生の就職支援への強化 え，新たに中小企業金融公庫，刈羽村とも連携協定を締結
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

中 ・学長のリーダーシップが十全に発揮され，機動的な大学運営が遂行される体制を整備する。
期 ・学内資源は，学長のリーダーシップのもとに，業務態様に応じた評価結果を勘案し，適切に配分する。
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

１ 運営体制の改善に関する目標を達成 １ 運営体制の改善に関する目標を達成
するための措置 するための措置

○全学的な経営戦略の確立に関する具体 ○全学的な経営戦略の確立に関する具体
的方策 的方策

【1】 【1】
・大学全体の運営・企画戦略を策定する ・大学全体の運営・企画戦略を策定する Ⅳ ・学長主導による戦略的施策・方針の企画立案を目的として設置した「企

ため，学長の直属組織として企画戦略 ため，学長の直属組織として設置した 画戦略本部」（学長，理事等で構成）において，平成18年度には，①
本部を設置する。 企画戦略本部の活用を図る。 トップダウンによる「戦略的教育・研究プロジェクト経費」の創設，

②流動定員配置計画の見直し及び新たな配置の仕組みの導入，③大型
設備の迅速な整備を目的とした学内融資制度「大型設備等特別整備制
度」の創設，等について企画・立案し，すべて実行に移した。

○運営組織の効果的・機動的な運営に関 ○運営組織の効果的・機動的な運営に関
する具体的方策 する具体的方策

【2】 【2】
・学長の執行機能を強化するため，理事 ・学長の執行機能を強化するため，理事 Ⅲ ・大学運営会議（学長，理事，副学長及び事務局各部長で構成）におい

が大学の重要事項を適切に分掌すると が大学の重要事項を適切に分掌すると て，大学運営全般にわたる事項について，定期的（月２回）に協議を
ともに，役員と教職員の密接な連携を ともに，役員と教職員の密接な連携を 行った。平成18年度には，教育・学生支援センター群（キャリアセン
図って，学長を補佐する体制を強化す 図り，学長を補佐する体制を強化する ター，保健管理センター）の在り方，中小企業金融公庫，刈羽村との
るため，大学運営会議を設ける。 ために設置した，大学運営会議の活用 連携協定，点検・評価に関する基本方針，公益通報体制の整備等の重

を図る。 要事項について幅広く協議を行った。

【3】 【3】
・役員会，経営協議会，教育研究評議会 ・役員会，経営協議会，教育研究評議会 Ⅲ ・役員会，経営協議会，教育研究評議会は，それぞれの審議事項を相互

が連携し，円滑な運営を行う。 が連携し，円滑な運営を図る。 に情報提供するなど，密接な連携を図り，円滑な大学運営を行った。

【4】 【4】
・全学的委員会の役割，位置付け，構成 ・役割，位置付け，構成等を再検討して， Ⅲ ・全学委員会については，平成16年度に役割，位置付け，委員構成の在

等を再検討し，整理・統合する。 整理，統合を行い設置した全学委員会 り方を含め，見直しを行った。
の活用を図る。 ・これら全学委員会の開催は，教員の委員会負担の軽減，出席者の確保

の観点から，月２回のあらかじめ定めた日に集中して行い，円滑な委
員会開催を確保し，活用した。
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進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【5】 【5】
・広報，国際交流，知的財産管理及び危 ・学長のリーダーシップの発揮を図る補 Ⅳ ・学長・理事直属組織として整備したセンター等は，学長のリーダーシ

機管理の分野で，学長のリーダーシッ 佐体制として設置した広報センター， ップの下，それぞれ以下のとおり機能している。
プの発揮を図る補佐体制を整備・充実 国際センター，知的財産本部，危機管 ・「広報センター」では，「県内報道機関との懇談会」を４回開催するな
する。 理室の活用を図る。 ど，社会に対する説明責任の確保に努めた。

・「国際センター」では，全学規模や部局規模の国際研究交流を支援す
るとともに，国際学術サポートオフィスにおいて，国際的ＧＩＳ（地
理情報システム）研究教育拠点の形成など，国際学術研究を推進した。

・「知的財産本部」では，発明審査，特許管理等を専門的観点から行う
とともに，大学の知的財産創出に向けたセミナーを開催するなど周知
を図った。

・「危機管理室」では，携帯版の危機対応マニュアルを作成し，学生・
教職員全員（18,000部）へ配布するほか，講演会・シンポジウムを開
催し，危機管理対応の啓蒙等に努めた。また，医歯学総合病院への危
機管理室教授の配置，緊急電話の各キャンパスへの設置，ＡＥＤ（自
動体外式除細動器）の設置等を行った。

○学系長等を中心とした機動的・戦略的 ○学系長等を中心とした機動的・戦略的
な組織運営に関する具体的方策 な組織運営に関する具体的方策

【6】 【6】
・学系長，学部長，研究科長等の役割分 ・学系長，学部長，研究科長等が，定め Ⅲ ・教員の所属組織である教育研究院の各学系に学系長等を，教育組織で

担を明確にするとともに，学系長等の られたそれぞれの役割分担の下で，学 ある学部，研究科に学部長等を置き，定められたそれぞれの役割に基
権限強化や副学系長等による補佐体制 系等の機動的・戦略的な運営を図る。 づき，各組織の機動的，戦略的な運営を行った。
の整備により，学系等の機動的・戦略 ・特に，各学系では，教育研究院制度の定着により意思決定が迅速化す
的な運営を図る。 るとともに，学系長を中心とした機動的・戦略的な運営が可能となり，

従来の学部・研究科の枠を越えて，学系レベルでの将来計画を踏まえ
た予算配分（重点研究プロジェクトへの支援等）や教員配置が促進さ
れた。

【7】 【7】
・学部等の教授会は，教育研究評議会， ・学部等の教授会は，教育研究評議会， Ⅲ ・「学部等教授会」は，カリキュラム・入試等の教育に関する重要事項

教育研究院の学系教授会議との役割分 教育研究院の学系教授会議との役割分 を，「学系教授会議」（代議員制）は，教員人事・研究・予算に関する
担を明確にし，審議事項を学部等の教 担の下，審議事項を学部等の教育に関 重要事項を，それぞれ審議することとしており，この趣旨の定着によ
育に関する重要事項に精選し，意思決 する重要事項に精選し，意思決定の迅 り，意思決定が迅速化した。さらに，一部組織では代議員会を設置し，
定の迅速化を図る。 速化を図る。 意思決定の迅速化を図った。

○教員・事務職員等による一体的な運営 ○教員・事務職員等による一体的な運営
に関する具体的方策 に関する具体的方策

【8】 【8】
・企画戦略本部や広報センター，全学委 ・企画戦略本部や広報センター，全学委 Ⅲ ・企画戦略本部，大学運営会議には事務局各部長を，資金管理委員会，

員会等に事務職員等を加えることによ 員会等に事務職員等を加えることによ 入学試験委員会，情報セキュリティ・個人情報保護委員会，大学研究
り，組織運営上の効率性や機動性を高 り，組織運営上の効率性や機動性を高 委員会，大学教育委員会及び環境整備委員会等の全学委員会にはそれ
める。 める。 ぞれ関係部長を加えることにより，実務機能の強化を図り，組織運営

の効率性や機動性を高めた。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

○全学的視点からの戦略的な学内資源配 ○全学的視点からの戦略的な学内資源配
分に関する具体的方策 分に関する具体的方策

【9】 【9】
・学内公募型プロジェクト推進経費（複 ・学内公募型プロジェクト推進経費（複 Ⅲ ・「プロジェクト推進経費」による研究活動への支援を引き続き実施し，

合的な学問領域研究，若手研究者奨励 合的な学問領域研究，若手研究者奨励 その活性化を図った。総額１億４千万円の枠で，助成研究の継続分と
研究等）の充実を図る。 研究等）の充実を図る。 して５件に優先配分を行うとともに，新たに継続研究課題４件，単年

度助成課題４件を採択した。若手研究者奨励研究においては，対象者
を特別研究生レベルまで拡大するとともに，女性研究者の年齢条件を
緩和することを決定した。

【10】 【10】
・教員定員の流動化や全学的な共通スペ ・教員定員の流動化や全学的な共通スペ Ⅳ ・第Ⅰ期中期計画期間中に教員定員90人を流動化することとしており，

ースの確保により，教育・研究・社会 ースの確保により，教育・研究・社会 平成18年度には11人の流動定員を配置した。また，配置先について見
貢献の将来計画に基づく重点分野・領 貢献の将来計画に基づく重点分野・領 直しを行い，新たに評価センター，危機管理室を加えるほか，保健管
域を中心に，効果的な資源配分を行う。 域を中心に，効果的な資源配分を行う。 理センター，超域研究機構等に配置し，教育研究の高度化・活性化，

基盤運営部門の強化を図った。
・「全学共用スペース」の確保・運用に引き続き努め，平成18年度には，

新たに34室2,188㎡（前年度38室,1,584㎡）の拡大を図り，合計91室，
4,836㎡を進展が期待される研究プロジェクト等に運用した。

・トップダウンによる「戦略的教育・研究プロジェクト経費」を新たに
創設した。この経費は，競争的資金獲得へのステップアップが見込ま
れるプロジェクト，本学の独自性をアピールできるプロジェクトを執
行部主導で選定・支援する制度であり，７件のプロジェクトに対して
支援を開始した。

【11】 【11】
・教育研究院での専門分野別研究はその ・教育研究院での専門分野別研究はその Ⅲ ・学内の学際的な研究を支援する「プロジェクト推進経費」の選考にあ

基盤性・独創性等を，超域研究機構で 基盤性・独創性等を，超域研究機構で たっては，「助成研究」「若手研究者奨励研究」の区分に応じて，評価
の分野横断型研究はさらに先端性・学 の分野横断型研究はさらに先端性・学 指標となる採択基準（独創性，発展性等の観点）を明確にしている。
際性・社会的要請等をそれぞれ指標と 際性・社会的要請等をそれぞれ指標と ・超域研究機構のプロジェクト採択にあたっては，同機構の設置目的を
して評価し，資源を配分する。 して評価出来るような評価指標を検討 踏まえ，新分野の開拓，社会的ニーズへの対応等の観点からなる審査

する。 基準を明確にしている。
・これらの評価指標は，学問の動向や社会の要請等を踏まえ，必要に応

じて見直しを行うこととしている。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

○学外有識者・専門家の登用に関する具 ○学外有識者・専門家の登用に関する具
体的方策 体的方策

【12】 【12】
・各種委員会等において学外有識者，専 ・各種委員会等において学外有識者，専 Ⅲ ・知的財産本部会議に学外専門家を，超域研究機構運営委員会に学外有

門家の知見を活用できる体制の整備を 門家の知見を活用できる体制の整備を 識者を加えることにより，知的財産の取扱いに関する多面的な審議や，
図る。 図る。 社会的な要請を反映させることが可能となった。

・高大接続について連携するため，『新潟県高等学校長協会と新潟大学
の「高大接続」に関する協議会』を設置しており，模擬授業等の実施
について協議結果を反映した。

・各組織においては，教育人間科学部では教育委員会や小中学校の校長
等を委員とする教育実習委員会を，工学部，歯学部では学識経験者等
を委員とする学部運営諮問会議等をそれぞれ設置し，学外有識者から
の意見の活用に努めた。

○内部監査機能の充実に関する具体的方 ○内部監査機能の充実に関する具体的方
策 策

【13】 【13】
・監事のもとに監事室を設置し，内部監 ・監事のもとに設置した監事室を活用す Ⅲ ・監事の下に設置した「監事室」において，監事監査を円滑に遂行する

査体制の充実を図る。 るとともに，内部監査体制の整備を図 ため，監事とともに学内各組織における業務の実施状況等について調
る。 査を行い，併せて監事の業務監査報告による指摘事項についての検討

状況の把握に努めた。また，内部監査規程等に基づき，会計面におけ
る内部監査を実施した。

・監査機能の連携を図るために設置した「四者協議会（監事，理事，会
計監査人，内部監査部署）」を開催し，業務の実状や問題点等につい
ての意見交換を行った。

○国立大学間の自主的な連携・協力体制 ○国立大学間の自主的な連携・協力体制
に関する具体的方策 に関する具体的方策

【14】 【14】
・近隣地域の学長会議等により，教学・ ・近隣地域の学長会議等により，教学・ Ⅲ ・県内の高等教育機関（24機関：大学，短期大学，高等専門学校等）で

運営両面での連携を強化する。 運営両面での連携を強化する。 組織する「新潟県内高等教育機関懇談会」において，本学が中心的役
割を果たし，県内における高等教育機関の相互理解・協力を推進して
いる。平成18年度には，本学が幹事校を務め，「効果的な広報方策に
ついて」「学生の自主的活動に対する支援について」をテーマとして
意見交換を行い，各機関の連携強化・交流を図った。

【15】 【15】
・生涯学習・人材養成・産官学連携・国 ・生涯学習・人材養成・産官学連携・国 Ⅲ ・県内５大学で設置された「新潟県大学連合知的財産本部」の主催によ

際交流等の地域貢献事業について，県 際交流等の地域貢献事業について，県 り，「環日本海知的財産セミナー」を開催し，大学シーズの国際的な
内の国立大学法人が連携・協力して取 内の国立大学法人が連携・協力して取 産官学連携及び知的財産化の促進に努めた。また，内部人材養成を図
り組む。 り組む。 るため，弁理士講座や企業における知的財産活動，産官学連携活動に

ついてのセミナーを開催した。
・昨年度に引き続き，県内各大学の外国人留学生を対象とした「留学生

のための就職相談：国際人材フェア2006」の開催にあたり，本学が事
務局を務めている「新潟地域留学生等交流推進会議」の協力の下，留
学生の就職支援及び県内企業等の海外ビジネスの活性化等に寄与した。
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新潟大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 ・業務態様に応じた業績評価や社会的要請に対応して組織の見直しを行う。
期 ・研究の新分野創生と教育需要の変化に対応できるよう，定員の流動化を進める。
目 ・地域特性を生かして，類似の教育研究分野を有する機関との協力体制を確立し，再編を目指す。
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標
を達成するための措置 を達成するための措置

○教育研究組織の編成・見直しのシステ ○教育研究組織の編成・見直しのシステ
ムに関する具体的方策 ムに関する具体的方策

【16】 【16】
・新しい教育研究システムを試行する組 ・新しい教育研究システムを試行する組 Ⅳ ・新学士課程教育システムの推進を図る「全学教育機構」（平成17年度

織に対して重点的資源配分を行う。 織に対する重点的資源配分について検 設置）に対して，平成17年度に配置した専任教員２人に加え，全学教
討を行う。 育企画部門と授業科目開設部門に特任教員を各１人，合計２人を新た

に配置した。
・先端的研究分野における横断型研究等を推進する「超域研究機構」（平

成15年度設置）に対して，流動定員を用いて，専任教員６人を配置し
た（累計14人）。

・中山間地における自然災害について，学術面から支援するとともに，
復興支援策等を提言することを目的として平成18年度に設置した「災
害復興科学センター」に対して，特任教員４人を配置した。

【17】 【17】
・教育研究組織間の流動性を高めるた ・企画戦略本部，評価センターを整備す Ⅲ ・企画戦略本部の下に置かれる評価センターに，流動定員を用いて，初

め，教員の実績・業務提案の先進性等 る。 めて専任教員（助教授）１人を配置した。また，同センターにおいて，
を評価する体制を整備する。 ・教員の実績・業務提案の先進性等の評 大学情報データベースシステムの再構築を進め，分析・収集体制を整

価について検討する。 備した。
・役員会の下に置かれた「人事制度検討専門委員会」において，教員の

個人評価システム構築に向けた検討を行い，評価基準等の案を策定し，
学内にフィードバックを行った。

【18】 【18】
・教員定員の９０名の流動化を図る。 ・教員定員の流動化を計画的に行う。 Ⅳ ・平成17年度までに22人の流動定員を配置しており，平成18年度には，

計画に沿って各人事単位（学系）から流動定員の拠出を得て，評価セ
ンター，危機管理室等に11人の配置を行った。

（配置先は，年度計画【29】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）
・平成19年度以降の流動定員の拠出について，学内合意を得て，各人事

単位の拠出数を決定するとともに，平成19年度に東京事務所，知的財
産関係組織等に配置することを決定した。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

○教育研究組織の見直しの方向性 ○教育研究組織の見直しの方向性
【19】 【19】
・企画戦略本部は，業務態様に応じた業 ・企画戦略本部は，業務態様に応じた業 Ⅳ ・社会の要請等を踏まえ，「積雪地域災害研究センター」を発展的に改

績評価を行うとともに，社会需要・要 績評価を行うとともに，社会需要・要 組し，中山間地における自然災害についての学術面からの支援や，復
請を分析し，学長のリーダーシップに 請を分析し，学長のリーダーシップに 興支援策等の提言を目的とする「災害復興科学センター」を新たに設
より教育研究組織の見直しを行う。 より教育研究組織の見直しを行う。 置した。

・地域企業の持続的発展に資するため，社会人を対象とした文理融合型
の専門職大学院「大学院技術経営研究科」を新たに設置した。

・共通基盤組織の一つである教育・学生支援センター群の「保健管理セ
ンター」「キャリアセンター」について，両センターの役割の拡大等
を踏まえて，平成19年度から学長・理事直属組織に移行することを決
定し，執行部がこれまで以上にその運営に関与し，機能を発揮できる
ようにした。

【20】 【20】
・教育研究の進展を踏まえ，既存の組織 ・教育研究の進展を踏まえ，既存の組織 Ⅲ ・研究拠点形成支援のために平成16年度に導入した「コア・ステーショ

に附属する教育研究組織を整備する。 の整備について，必要に応じて検討す ン」制度を積極的に活用し，平成18年度は「環境材料ナノ化学教育研
る。 究センター」「環境・防災ＧＩＳセンター」「ヒューマン・ヘルスＧＩ

Ｓセンター」「人間支援科学教育研究センター」「可視化情報研究セン
ター」「Institute for the Study of the 19th Century Scholarship」
の６つの事業体を学長が認定（３年時限，合計12事業体）し，その活
動に対して学系長裁量経費等により支援を行った。これらのコア・ス
テーションは，外部資金獲得の推進母体となるなど，多彩な教育研究
活動を展開している。

【21】 【21】
・教員養成機能を飛躍的に高めるため ・教員養成機能を高めるため，上越教育 Ⅲ ・教員養成機能を高めるため，教育現場におけるインターンシップの単

に，教育研究院に教育学系を新設する。 大学との連携協議会等を活用し積極的 位化を行うとともに，教育人間科学部，大学院教育学研究科の改組等
に検討する。 について検討を進めた。

【22】 【22】
・自然科学系分野において，大学を超え ・自然科学系分野において，大学を超え Ⅲ ・特色ＧＰ事業として採択された工学力教育に関する連携事業（新潟大

た連携を積極的に進める。 た連携を積極的に進める。 学，長崎大学，富山大学）をさらに推進し，各大学で，４回目の「も
のづくりアイディア展」を開催（本学開催時参加学生数：新潟大17人，
長崎大7人，富山大23人）するほか，第4～7回企業ＷＥＥＫ等で連携を
深め，工学教育の高度化を図った。

・長岡技術科学大学とＳＣＳを活用し，単位互換を行った。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【23】 【23】
・教育研究院の整備・充実と運営の強化 ・教育研究院の整備・充実と運営の強化 Ⅲ ・教育研究院制度の整備・充実により，各学系では，意思決定が迅速化

により，研究水準の向上と教育体制の により，研究水準の向上と教育体制の するとともに，学系長を中心とした機動的・戦略的な運営が可能とな
強化を図る。 強化を図る。 り，従来の学部・研究科の枠を越えて，学系レベルでの将来計画を踏

まえた予算配分や教員配置が促進された。特に，組織評価に基づき配
分される「インセンティブ経費」を学系長裁量経費として，学生の教
育研究環境の向上，重点研究プロジェクトの推進，若手研究者への支
援，入学者の確保方策等に配分し，研究水準の向上と教育体制の強化
を図った。

・教育研究院の学系を中心とした運営を円滑に行うため，従来の学部事
務長制を廃止し，すべての「学部事務部」を「学系事務部」に再編統
合し，総務課・学務課の２課体制とした。

【24】 【24】
・総合大学の特性を活かした分野横断型 ・総合大学の特性を生かした分野横断型 Ⅳ ・第１，２期採択を含めたプロジェクト32課題に対し，人的支援として，

の研究や，世界的視点から価値ある優 の研究や，世界的視点から価値ある優 ６人の専任教員の配置を決定した（累計14人）。また，３プロジェク
れた創生的研究を推進するため，超域 れた創生的研究を推進するため，超域 トに３人の特別研究員の配置を決定した。これらに加えて３プロジェ
研究機構の整備・充実を図る。 研究機構の整備・充実を図る。 クトに対してプロジェクト推進経費を交付するなど，重点支援を行っ

た。
・第３期のプロジェクトを公募し，創生研究部門として５件，社会貢献

研究部門として３件，合計８件のプロジェクトを新規採択した。
・第１期プロジェクトについては，３年間の成果報告の提出を求め，こ

れを基として継続の可否について審査を行い，結果12課題について，
さらに３年間の更新を認めた。

【25】 【25】
・社会的要請や科学の進展に対応した学 ・自然科学研究科，現代社会文化研究科 Ⅲ ・大学院自然科学研究科，現代社会文化研究科の入学定員を見直し，文

部・研究科等の新設・再編や，高度専 を再編する。 理融合型の高度専門職業人の養成を行う「大学院技術経営研究科」（専
門職業人の養成を行うための研究科等 ・歯学部口腔生命福祉学科，実務法学研 門職学位課程）を設置した。
の整備を進める。 究科を整備する。 ・歯学部口腔生命福祉学科の年次整備として，教員４人を配置した。

・技術経営研究科を設置する。 ・大学院実務法学研究科の教育研究支援システム，大学院生向け設備の
・その他の学部・研究科等の新設・再編 充実を図った。

等を必要に応じて検討する。 ・平成19年度に大学院保健学研究科に博士後期課程を設置することを決
定した。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【26】 【26】
・学内の教育研究のため共用する施設等 ・基盤的組織として再編した，社会連携 Ⅲ ・社会連携推進機構においては，まちづくりと産業振興をテーマに２回

を，社会連携業務，情報ネットワーク 推進機構，学術情報基盤機構，教育・ の社会連携フォーラム（計206人参加）を開催した。
・学術情報発信業務，教育・学生支援 学生支援センター群及び研究支援セン ・学術情報基盤機構においては，学術リポジトリの公開に向けての準備
業務及び研究支援業務を担う基盤的組 ター群の活用を図る。 を進めるほか，電子ジャーナルについては，国立大学法人中トップク
織へと再編し，機能強化を図る。 ラスのタイトル数を維持した。また，コンピュータシステムの更新に

際し，部局メールサーバ，Webサーバを集中化し，サーバ類の管理体制
を強化した。

・教育・学生支援センター群においては，低学年次学生を対象としたキ
ャリア意識形成のための科目開設や，合宿研修を実施するなど，学生
の進学・就職相談，キャリア形成支援の強化を図った。また，保健管
理センターに産業医１人を増員し，長時間労働者に対する面接指導の
実施体制を構築した。

・研究支援センター群においては，学内の研究活動を活性化するため，
学内共同研究プロジェクトを推進した。

【27】 【27】
・特に学士課程教育について，教養教育 ・特に学士課程教育について，教養教育 Ⅳ ・「全学教育機構」に４つの部門（全学教育企画部門，授業科目開設部

と専門教育との有機的な連携を全学的 と専門教育との有機的な連携を全学的 門，学務情報部門，教育支援部門）を置き，兼務教員による部門長４
な視点から充実するための組織の整備 な視点から充実させるため，全学教育 人と２人の専任教員に加え，新たに特任教員２人を配置した。
を進める。 機構を中心とした組織の充実を図る。 ・学生の入学から卒業後までの総合情報を提供する「学生カルテ」を含

めた「新学務情報システム」を構築し，運用を開始した。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

中 ・教職員の人事制度に関する一元的な管理・運営体制を構築する。
期 ・教育・研究の将来計画に基づいて，重点領域・分野を中心に人材を効果的に配置する。
目 ・教職員の処遇管理を行うため，公正・透明・適正な評価に基づく人事制度の確立を図る。
標 ・教職員の能力開発を図るため，多角的な研修制度を構築する。

・業務の効率化・合理化を進めるとともに，人件費の適正な管理を図る。
・「行政改革の重要方針」（平成17年12年24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取り組みを行う。

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

３ 教職員の人事の適正化に関する目標 ３ 教職員の人事の適正化に関する目標
を達成するための措置 を達成するための措置

○人事評価システムの整備・活用に関す ○人事評価システムの整備・活用に関す
る具体的方策 る具体的方策

【28】 【28】
・人事制度に関する基本方針を策定し， ・人事制度に関する基本方針を策定し， Ⅳ ・人事に関する基本方針に基づき，全学教員定員調整委員会（委員長：

学長の下に一元的な人事管理・運営体 学長の下に一元的な人事管理・運営体 学長）において教員定員を一元的に管理しており，これにより第Ⅰ期
制を構築する。 制を構築する。 中期計画期間中に教員定員90人を流動化することとしている。平成18

年度には，「評価センター」「危機管理室」「保健管理センター」「超域
研究機構」等に11人を戦略的に配置した。

・法人化に伴う人事制度の弾力化のメリットを活かして，高度の専門的
知識等を必要とする特定のプロジェクトに従事する教員を年俸制で雇
用(有期雇用）できる「特任教員」制度を新たに導入した。この制度に
より，全学教育機構２人，災害復興科学センター４人，大学院技術経
営研究科５人，大学院医歯学総合研究科４人，医歯学総合病院に15人
など，36人（うちフルタイム勤務28人）の特任教員を採用した。

・若手研究者の採用を促進するため，人件費管理に留意しつつ，教授定
員１人を用いて助手２人（任期制）を採用できる教員配置の仕組みを
新たに導入した。この制度により，平成18年度には，教授定員２人を
用いた助手４人の配置を決定した。

【29】 【29】
・学内の流動化定員について，教育・研 ・学内の流動化定員について，教育・研 Ⅳ ・平成18年度の流動定員については，超域研究機構のプロジェクト研究

究・社会貢献の将来計画に基づく重点 究・社会貢献の将来計画に基づく重点 に６人，医歯学総合病院における高度のリスクマネジメントを統括す
分野・領域を中心に，人材を効果的に 分野・領域を中心に，人材を効果的に るため危機管理室に１人，全学的な点検・評価活動を行うため評価セ
配置する。 配置する。 ンターに１人，安全管理部門強化のため保健管理センターに１人及び

管理部門に２人の計11人を戦略的に配置し，教育研究の高度化・活性
化，基盤運営部門の強化を図った。

・このうち，評価センター，危機管理室については，配置の必要性・緊
急性を踏まえ，当初計画を見直して，新たに配置することとしたもの
である。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【30】 【30】
・職務に対するインセンティブ付与のた ・職務に対するインセンティブ付与のた Ⅲ ・個人評価システムを構築するため，教員については役員会の下に置か

め，業務態様に応じた業績評価を，公 め，業務態様に応じた業績評価を，公 れた「人事制度検討専門委員会」において，事務職員については事務
正・透明・適正に反映させる人事処遇 正・透明・適正に反映させる人事処遇 協議会の下に置かれた「事務職員評価制度検討ＷＧ」において，評価
・報酬システムを構築する。 ・報酬システムを構築するための検討 基準等の案を策定し，学内にフィードバックを行った。

を行う。 ・教員の研究業績を含めた大学情報データベースの再構築を進めた。

○柔軟で多様な人事制度の構築に関する ○柔軟で多様な人事制度の構築に関する
具体的方策 具体的方策

【31】 【31】
・業務態様に応じて，高度専門分野への ・業務態様に応じて，高度専門分野への Ⅳ ・法人化に伴う人事制度の弾力化のメリットを活かして，高度の専門的

学外からの人材登用を柔軟に進める制 学外からの人材登用を柔軟に進める制 知識等を必要とする特定のプロジェクトに従事する教員を年俸制で雇
度を検討する。 度を検討する。 用(有期雇用）できる「特任教員」制度を新たに導入した。この制度に

より，全学教育機構２人，災害復興科学センター４人，大学院技術経
営研究科５人，大学院医歯学総合研究科４人，医歯学総合病院に15人
など，36人の特任教員を採用し，学外からの人材登用を積極的に進め
た。

【32】 【32】
・教職員の適切な処遇のためのキャリア ・教職員の適切な処遇のためのキャリア Ⅲ ・キャリアパスの在り方については，人事制度検討専門委員会において，

パスの在り方について検討を進める。 パスの在り方について検討を進める。 職種の専門性，業績評価等を踏まえた人事システムを検討した。
・全学教員定員調整委員会の下に置かれたＷＧにおいて，テニュア制等

について検討した。

【33】 【33】
・産学連携等社会貢献事業を推進する上 ・産学連携等社会貢献事業を推進する上 Ⅲ ・教員が積極的に社会貢献及び地域貢献に携われることに配慮した「新

で，国立大学法人と教員個人の利益相 で，国立大学法人と教員個人の利益相 潟大学職員兼業規程」，利益相反や責任相反の問題に対する本学の姿
反を考慮しつつ，兼業・兼職等に関す 反を考慮しつつ，兼業・兼職等に関す 勢を示す「新潟大学利益相反ポリシー」を整備した。これに基づき，
る適切な制度を整備する。 る適切な制度を整備する。 「新潟大学利益相反管理委員会規程」を制定し，利益相反に関する審

査の仕組みを整え，運用した。

○任期制・公募制の導入等の教員の流動 ○任期制・公募制の導入等の教員の流動
性向上に関する具体的方策 性向上に関する具体的方策

【34】 【34】
・教員の業務態様を考慮しつつ，任期制 ・教員の業務態様を考慮しつつ，任期制 Ⅳ ・平成18年度から新たに医学部保健学科教員へ任期制を導入した。また，

の導入の拡大を図る。 の導入の拡大を図る。 流動定員により配置したポスト，外部資金により配置したポスト等を
任期制とし，教員の流動性の向上を図った。この結果，平成17年度に
比べ任期制ポストが82ポスト増加し，任期制教員の在職者に占める割
合が37.8％（前年度32.2％）となった。

【35】 【35】
・教員の募集・採用の公平性・透明性を ・教員の募集・採用の公平性・透明性を Ⅲ ・全学教員定員調整委員会において，教員募集・採用の全体計画を一元

高めるため，公募制を進める。 高めるため，公募制を進める。 的に調整するシステムを確立し，公募制を基本としている。必要に応
じ学外の専門家に審査を依頼するなど，各学系等で公平性・透明性の
高い教員選考を行い，平成18年度には公募採用者数は58人，公募採用
率は89.2％（前年度：86.1％）となった。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

○外国人・女性の教員採用の促進に関す ○外国人・女性の教員採用の促進に関す
る具体的方策 る具体的方策

【36】 【36】
・国際レベルの教育・研究を推進するた ・国際レベルの教育・研究を推進するた Ⅲ ・教員採用においては，国際レベルの教育研究を推進するため，外国人

め，外国人教員の募集・採用を進める。 め，外国人教員の募集・採用を進める。 の採用も視野に入れて広く公募を行っており，（独）科学技術振興機
構の研究者人材データベースの活用，インターネットの利用等により，
外国人教員の採用機会の増大を図った。平成18年度には，20人（前年
度：18人）の外国人教員を配置した。

【37】 【37】
・男女共同参画を推進するため，女性の ・男女共同参画を推進するため，女性の Ⅲ ・教員採用の公平性，透明性を確保する観点から公募制を進めており，

教員の採用及び管理的職種への登用を 教員の採用及び管理的職種への登用を 特に男女共同参画を推進するため，女性教員の任用に努めた。この結
進める。 進める。 果，平成18年度には，新規採用教員の26.5％（前年度：23.4％）に当

たる18人（前年度：15人）を女性から採用した。
・医歯学総合病院では，男女共同参画の推進策及び県内で深刻化する医

師不足対策として，出産や育児で現場をいったん離れた女性医師の復
帰への勤務環境を整備するため，短時間勤務の雇用制度を導入し，15
人を採用した。

○事務職員等の採用・養成・人事交流に ○事務職員等の採用・養成・人事交流に
関する具体的方策 関する具体的方策

【38】 【38】
・事務職員等の募集・採用には，関東甲 ・事務職員等の募集・採用には，関東甲 Ⅲ ・特に高度な専門的知識を必要とする業務（企画立案又は渉外等の業務）

信越地区（東京を含む）のブロックで 信越地区（東京を含む）のブロックで への人材確保を図るため，新たに有期雇用（年俸制）による雇用制度
実施される統一採用試験を課すととも 実施される統一採用試験を課すととも （特任専門員，特任専門職員）を平成18年度から導入し，事務職種へ
に，専門知識・能力を必要とする事務 に，専門知識・能力を必要とする事務 の人材確保体制を整備した。
職種への人材確保のため，公募制を前 職種への人材確保のため，公募制を前 ・関東甲信越地区の国立大学法人等が合同で実施する「関東甲信越地区
提とした柔軟な制度を構築する。 提とした柔軟な制度を検討する。 国立大学法人等職員採用試験」に参加し，平成18年度には，本試験に

基づき10人の職員を採用した。

【39】 【39】
・事務職員等の職務能力開発・向上を図 ・事務職員等の職務能力開発・向上を図 Ⅲ ・事務職員等を対象として，新採用職員研修プログラムや県内大学等５

るため，学内における研修のみならず るため，学内における研修のみならず 機関合同による中堅職員研修，係長研修，キャリアアップ・スキルア
大学間や民間企業等との連携による研 大学間や民間企業等との連携による研 ップセミナー等を実施し，職員の資質向上を図った（10事業，181人）。
修を多角的に推進する。 修を多角的に推進する。 中でも，本学独自の「民間派遣研修」は，約１ヶ月の民間企業での業

務体験を通じて業務運営の手法やサービス向上への意識を高め，修了
後は，職務や事務職員意見交換会等を通じて，職員の意識改革の先導
的役割を果たしている。

・このほか，関係省庁（文部科学省，人事院，総務省等）が実施する研
修にも積極的に職員を派遣（61事業，163人）し，職務能力の開発や向
上を図った。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【40】 【40】
・大学運営の活性化及び地域連携の推進 ・大学運営の活性化及び地域連携の推進 Ⅲ ・県内文部科学省関係機関で組織する「人事交流推進委員会」を開催し，

のため，県内の国立大学法人等を中心 のため，県内の国立大学法人等を中心 大学運営の活性化及び地域連携の推進のため，引き続き，積極的な人
に，法人化後の円滑かつ効果的な人事 に，法人化後の円滑かつ効果的な人事 事交流を推進していくことを確認した。具体的には，長岡技術科学大
交流を引き続き進める。 交流を引き続き進める。 学，上越教育大学，長岡工業高等専門学校及び妙高青少年自然の家と

の人事交流のほか，文部科学省，日本学術振興会，大学評価・学位授
与機構，放送大学学園，国立青少年教育振興機構との間で出向職員21
人の人事交流を行った。

○快適な教育環境・職場環境の確保に関 ○快適な教育環境・職場環境の確保に関
する具体的方策 する具体的方策

【41】 【41】
・セクシュアル・ハラスメント等人権侵 ・セクシュアル・ハラスメント等人権侵 Ⅲ ・セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程及び人権問題委員

害に関する相談体制を整備し，防止策 害に関する相談体制を整備し，防止策 会規程を整備するとともに，学生向けに「学生なんでも相談窓口」を
を充実する。 を充実する。 開設し，相談しやすい環境と迅速かつ適切に対応できる体制の整備に

努めた。
・人権侵害の防止策として，学生便覧への掲載，リーフレットの作成配

布，本学Webサイトでの相談窓口案内等の充実を図った。
・アカデミック・ハラスメントについては，学生指導特別研究協議会に

おいて，各組織の学生指導担当教員及び学務事務担当職員を対象に，
アカデミック・ハラスメントの防止に関する講演や協議を行った。

○中長期的な観点に立った適切な人員 ○中長期的な観点に立った適切な人員
（人件費）管理に関する具体的方策 （人件費）管理に関する具体的方策

【42】 【42】
・常に適切な人員管理を行うため，業務 ・常に適切な人員管理を行うため，業務 Ⅳ ・「業務改善推進課」を新設し，141項目からなる「業務の効率化・合理

を不断に見直すとともに，外部委託等 を不断に見直すとともに，外部委託等 化，サービスの向上に向けた改善の課題と改善方策」を取りまとめた。
の導入により組織の効率化・合理化を の導入により組織の効率化・合理化を また，外注化を含めた合理化・効率化について検討し，平成18年度か
推進する。 推進する。 ら平成22年度までの５年間で37人分の業務を外注化する「事務の外注

化実施計画」を策定した。この計画に基づき，毎年度見直しを行いな
がら実施することとしている。

・平成18年度には，医歯学総合病院の医事課業務の一部を外注化（医事
課職員を２人削減）するとともに，年度途中から宿舎管理業務の外注
化を実施した。

・このほか，各種外部委託契約において複数年契約を行い，業務の効率
化を図るとともに，約1,700万円の経費縮減を実現した。

【43】 【43】
・教育研究の実施体制を改善するため， ・教育研究の実施体制を改善するため， Ⅳ ・教員の所属組織については，従来の「学部，研究科」から教育研究院

教員組織の見直しや事務組織のブロッ 教員組織の見直しを行うとともに，事 に置かれる「人文社会・教育科学系」「自然科学系」及び「医歯学系」
ク化等を図る。 務組織のブロック化等を図るための検 の３学系としている。「医歯学系事務部」「病院事務部」の再編，「自

討を行う。 然科学系事務部」の改編・試行に続き，平成18年度には，従来の学部
事務部を教員の所属組織に対応した「人文社会・教育科学系事務部」
「自然科学系事務部」及び「医歯学系事務部」に再編統合し，学系の
円滑な運営を図った。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【44】 【44】
・組織の活性化や効率化を進めるととも ・組織の活性化や効率化を進めるととも Ⅲ ・「行政改革の重要方針」に示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，

に，人件費を適正に管理する。 に，人件費を適正に管理する。 平成17年度に決定した平成22年度までの総人件費縮減に係る基本的な
方針に基づき，現状分析，中長期的予測を踏まえた視点で検討・管理
を行った。

【45】 【45】
・「行政改革の重要方針」（平成17年12 ・「行政改革の重要方針」（平成17年12 Ⅳ ・「行政改革の重要方針」に示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，

月24日閣議決定）において示された総 月24日閣議決定）において示された総 平成17年度に決定した平成22年度までの総人件費縮減に係る基本的な
人件費改革の実行計画を踏まえ，平成 人件費改革の実行計画を踏まえ，概ね 方針に基づき，計画を上回る人件費の削減行った。
２１年度までに概ね４％の人件費の削 １％の人件費の削減を図る。
減を図る。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 ・各種事務の集中化・情報化等により，事務処理の簡素化・効率化を図り，事務組織・職員配置の再編合理化を進める。
期
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

４ 事務等の効率化・合理化に関する目 ４ 事務等の効率化・合理化に関する目
標を達成するための措置 標を達成するための措置

○事務組織の機能・編成の見直しに関す ○事務組織の機能・編成の見直しに関す
る具体的方策 る具体的方策

【46】 【46】
・事務組織全体の再編・集中化を実施 ・事務組織全体の再編・集中化を実施 Ⅳ ・「医歯学系事務部」「病院事務部」の再編，「自然科学系事務部」の改

し，職員の効果的な配置を進める。 し，職員の効果的な配置を進める。 編・試行に続き，平成18年度には，従来の学部事務部を教員の所属組
織に対応した「人文社会・教育科学系事務部」「自然科学系事務部」
及び「医歯学系事務部」に再編統合し，学系の円滑な運営を図った。

・平成17年度の改編・試行の結果を受け，業務改善推進課の新設（３年
時限），学術情報部（事務情報化推進室と附属図書館事務部の再編統
合）の新設等，事務組織全体の抜本的な見直しを行った。

・団塊の世代退職後の事務組織の在り方について検討を行い，役職者数
の削減等を含む今後の改善計画を取りまとめた。

【47】 【47】
・本部と部局等の事務の見直しを図り， ・本部と部局等の事務の見直しを図り， Ⅳ ・「業務改善推進課」を新設し，同課が中心となり，全事務組織からヒ

重複事務の解消，業務のスリム化・機 重複事務の解消，業務のスリム化・機 アリングを行い，141項目からなる「業務の効率化・合理化，サービス
動化を図る。 動化を図る。 の向上に向けた改善の課題と改善方策」を取りまとめた。特に，重複

事務の解消として，共同研究関係事務を見直し，産学連携課への一元
化を実施するほか，各種調書等におけるデータ管理や部局等への照会
に係る重複作業を解消するため，学内共通基礎データの構築等の検討
を進めた。

・重複業務の解消及び人事異動時の円滑な業務遂行を目的として，事務
職員が行う各業務について「業務手順書」の作成を進めた。

【48】 【48】
・業務の標準化・マニュアル化を図り， ・業務の標準化・マニュアル化を検討す Ⅳ ・「業務改善推進課」が中心となり，①事務の効率化・合理化及びサー

業務の効率化・合理化を進める。 る等，業務の効率化・合理化を進める。 ビス向上に向けた業務の見直し，②組織内における業務内容の明確化
・共有化，③人事異動時の円滑な業務遂行を推進することを目的とし
た「業務手順書」の作成等を進めた。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【49】 【49】
・各学部等の情報機器やデータを有効活 ・各学部等の情報機器やデータと学務情 Ⅲ ・新しい学士課程教育の円滑な実施を図るため，新たな学務情報システ

用し，学生の履修手続き・成績処理・ 報システムとを有機的に活用し，学生 ムを導入し，平成18年８月から運用を開始した。
成績証明書等の各種申請等を含めて電 の履修手続き・成績処理・成績証明書 ・また，就職希望状況，進路内定状況及び企業等からの求人情報等を包
子システム化を図る。 発行等の各種申請等を含めて電子シス 含する就職支援システムも導入し，学生ポータルなど学生支援の充実

テム化を図る。 を図った。

○複数大学による共同業務処理に関する ○複数大学による共同業務処理に関する
具体的方策 具体的方策

【50】 【50】
・職員研修等について共同で行う体制を ・職員研修等について共同で行う体制を Ⅲ ・職員研修については，県内５機関（長岡技術科学大学，上越教育大学，

整える。 整える。 長岡工業高等専門学校，妙高青少年自然の家及び新潟大学）が共同で
行う体制を敷いており，平成18年度には，①新規採用職員研修（14人），
②中堅職員研修（12人），③係長研修（14人），④キャリアアップセミ
ナー（20人），⑤スキルアップセミナー（35人）を共同で実施した。

・平成17年度から関東・甲信越地区及び東京地区の26大学が共同で行う
体制となった「実践セミナー」において，平成18年度には「情報の部」
を本学で開催し，20人が参加した。

【51】 【51】
・事務職員についての新規採用資格試験 ・事務職員についての新規採用資格試験 Ⅲ ・関東甲信越地区の国立大学法人等が合同で実施する「関東甲信越地区

の実施は，他大学と共同して行う。 の実施は，他大学と共同して行う。 国立大学法人等職員採用試験」に参加し，平成18年度には，本試験に
基づき10人の職員を採用した。

【52】 【52】
・事務情報化において，他大学と連携・ ・事務情報化において，他大学と連携・ Ⅲ ・「国立大学法人等情報化推進協議会」における「関東Ｃ地区国立大学

協力を推進する体制を整備する。 協力を推進する体制を整備する。 等情報化推進協議会」に所属して活動を行い，汎用システムの利用及
び全府省共済組合システム等について協議を行った。

・ソフトウェア資産の管理体制を構築した。

○業務の外部委託等に関する具体的方策 ○業務の外部委託等に関する具体的方策
【53】 【53】
・業務見直しの一環として，間接部門の ・業務見直しの一環として，間接部門の Ⅳ （年度計画【42】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）

外注化を検討する。 外注化を検討する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

該当なし
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新潟大学

（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 「保健管理センター」については，法人化後の安全衛生関係の業務への対
応等，従来の学生支援の枠を超えた役割が求められていること，「キャリア

(1) 教育研究院制度の発足に伴う教員定員の全学一元化 センター」については，学生への就職支援及びキャリア形成支援の重要性が
本学では，教育研究院制度の発足に伴い，教員定員を全学一元化して運用して ますます増してきていることを踏まえて，従来の共通基盤組織（教育・学生

いる。具体的には，退職や転出で教員ポストに空席が生じ，当該ポストを用いよ 支援センター群）としての位置付けから，新たに学長・理事直属組織に移行
うとする場合，各組織（人事単位）は必ず全学教員定員調整委員会（委員長:学 することを決定し，両センターの運営に執行部がこれまで以上に関与し，そ
長）に定員配置を要求し，その承認を得なければならないこととしている。平成 の機能がより発揮できるようにした。
18年度には，この運用を引き続き実施し，全学的視点から人的資源を戦略的かつ
柔軟に配分するとともに，教員定員の運用に関し，次のような新たな取組を行っ (3) 新たな人事制度の導入等
た。 ①「特任教員」制度
① 「教員定員運用の原則」を全面改正し，教員の人事案件すべてを教育研究の 法人化に伴う人事制度の弾力化のメリットを活かして，高度の専門的知識，

高度化・活性化の機会と捉え，戦略的・計画的な教員配置を推進することを明 経験等を必要とする特定のプロジェクト（教育・研究・診療等）に従事する
確にするとともに，教員を採用できる事由を具体的にルール化し，これに基づ 教員等を年俸制で雇用（有期雇用）できる「特任教員」制度を平成18年度に
いて定員配置要求を行うこととした。 新たに導入した。

この制度により，競争的資金等を財源とした学外からの人材登用を柔軟に
② 平成19年度以降の流動定員及び定員削減に関して，学内合意を得て，各人事 行うことが可能となり，平成18年度には，全学教育機構（２人），災害復興

単位の拠出数を決定した。また，流動定員の配置先について検証，見直しを行 科学センター（４人），大学院技術経営研究科（５人），大学院医歯学総合研
い，平成18,19年度の配置先を決定するとともに，平成19年度から新たに「学 究科（４人），医歯学総合病院（15人）など，36人の特任教員を採用し，教
系長等裁量ポスト」を設け，学系長等の裁量による運用を可能とすることを決 育研究の高度化・活性化を図った。
定した。

②新たな教員採用の仕組み
(2) 教育研究組織の柔軟な見直し 若手研究者の採用を促進し，教育研究の活性化を図るため，人件費管理に

①教育研究組織の新設 留意しつつ，一定の条件の下，教授定員１人を用いて助手２人（任期制）を
平成18年度には，社会の要請等に対応し，次の教育研究組織を新設した。 採用できる仕組みを新たに導入した。この制度により，平成18年度には，教

ア．「災害復興科学センター」 授定員２人を用いた助手４人の配置を決定した。
「積雪地域災害研究センター」を発展的に改組し，中山間地における自然
災害についての学術面からの支援や，復興支援策等の提言を目的とする「災 ③個人評価システムの構築に向けた進捗状況
害復興科学センター」を設置した。 個人評価システムを構築するため，教員については役員会の下に置かれた

イ．「大学院技術経営研究科（MOT）」（専門職学位課程） 「人事制度検討専門委員会」において，事務職員については事務協議会の下
地域企業の持続的発展に貢献するため，社会人を対象とした文理融合型 に置かれた「事務職員評価制度検討WG」において，評価基準等の案を策定し，

の専門職大学院を設置した。 学内にフィードバックを行った。

②「コア・ステーション制度」の活用 (4) 事務職員の意識改革のための取組
学内の自主的な学際的研究グループを研究拠点形成に発展させるために設け ① 「事務職員の使命」「事務職員に求められる人材像」を策定し，事務職員

た「コア・ステーション制度」に基づき，平成18年度には，６つのコア・ステ が専門性と能力を最大限に発揮し，教育職員等と連携して大学運営に積極的
ーション（「環境材料ナノ化学教育研究センター」「環境・防災GISセンター」 に参画することを明確にした。
「ヒューマン・ヘルスGISセンター」「人間支援科学教育研究センター」「可視
化情報研究センター」「Institute for the Study of the 19th Century Scho ② 法人化後に求められる事務職員の果たすべき役割等について認識を共有し，
larship」）をいずれも時限（３年）で設置した。既設分と合わせ，現在，12 組織力の強化，目的意識の向上を図ることを目的として，「第１回新潟大学
のコア・ステーションがそれぞれ多彩な教育研究活動を行うとともに，特別教 事務職員意見交換会－明日の新潟大学を担う事務職員の在り方について－」
育研究経費や大型の競争的資金等を獲得している。 を開催した。若手職員を中心に約180人が参加し，意見交換が行われた。

この結果を踏まえて，さらに，「第２回意見交換会」を開催（少人数に分
③既存組織の位置付けの見直し けて計４回開催，延べ約190人が参加）し，「職場におけるコミュニケーショ
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ン」「学生，患者，企業等との対応や心地よい接遇」などをテーマとして，意 ②戦略的・効果的な予算配分
見交換が行われた。これらの取組を今後も継続的に実施して，事務職員の意識 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な予算配分を行うため，平
改革を進め，業務運営の改善・効率化に繋げることを目指している。 成18年度には，学長裁量経費として約７億１千万円を措置した。特に，ボト

ムアップによる公募型の「プロジェクト推進経費（１億４千万円）」に加え，
２．共通事項に係る取組状況 トップダウンによる「戦略的教育・研究プロジェクト経費」を創設し，より

重点的な予算配分を可能とした（前記(1)の①のア．に記載のとおり）。また，
(1) 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用 評価に基づく予算の傾斜配分として，「インセンティブ経費」を引き続き配

①「企画戦略本部」の活用による戦略的な法人運営 分し，各組織において学系長等のリーダーシップにより，学生の教育研究環
学長の主導により戦略的施策・方針を企画立案することを目的として設置し 境の向上，高大接続の推進，重点研究プロジェクトの推進，若手研究者への

た「企画戦略本部」（学長，理事等で構成）において，平成18年度には，次の 支援，入学志願者の確保方策等に活用した。このほか医歯学総合病院の機能
ような施策・方針を企画立案し，すべて実行に移した。 の充実を図るため，重点的に予算を配分（３億円）した。

ア．戦略的教育・研究プロジェクト経費の創設 ③助教制度の活用に向けた検討状況
トップダウンによる「戦略的教育・研究プロジェクト経費」を創設した。 助教制度を適切に運用するため，役員会の下に置かれた「人事制度検討専

本経費は，競争的資金獲得が見込まれるプロジェクト，本学の独自性をア 門委員会」において，助教の活用の在り方や処遇等について検討した。この
ピールできるプロジェクトを，執行部主導で選定・支援する制度であり， 結果，助教の教育面における役割の重要性等を踏まえて，大学院担当手当の
７件の支援を開始した。（平成20年度までの３年間で総額２億円） 支給額を見直し，助教が新たに大学院授業科目の担当責任者となる場合には，

イ．流動定員配置方針の見直し，新たな配置の仕組みの導入 手当額を増額することとした。
平成18年度の流動定員の配置について，当初予定の配置先を見直し，必

要性・緊急性の高い「危機管理室」「評価センター」に新たに配置した。 (3) 資源配分に対する中間評価・事後評価等
また，流動定員の配置先として，新たに「学系長等裁量ポスト」を設け， ①流動定員の配置先の見直し
各組織が将来ビジョンを踏まえて機動的な教員配置を行える仕組みを設け 流動定員については，機動的な配置を行うため，任期制で配置することと
た。 している。平成18年度には，全学教員定員調整委員会の下に設置した「流動

ウ．大型設備等特別整備制度の創設 定員等WG」において，これまでの配置実績を検証するとともに，今後の配置
大型設備の導入を推進するため，寄附金の余裕資金を財源とした学内融 計画の見直しを行った。このWGは，流動定員を配置する側の執行部（各理事）

資制度「大型設備等特別整備制度」を創設し，迅速な大型設備の整備を可 と拠出する側の各人事単位の長（各学系長，脳研究所長）で構成しており，
能とした。（平成18年度には，この制度により，医歯学総合病院における 見直しの結果，当初計画を変更して，平成18年度に新たに「評価センター」
「総合臨床検査システム」（約４億円）の整備に資金交付を決定） と「危機管理室」に配置することとした。また，平成19年度には，東京事務

所，知的財産関係組織，超域研究機構等に配置することを決定した。
②「大学運営会議」の活用による円滑な法人運営

執行部内で大学運営全般について協議することを目的として設置した「大学 ②予算配分の見直し
運営会議」（学長，理事，副学長，事務局各部長で構成）において，平成18年 決算結果を予算に反映（授業料収入，附属病院収入の計上方法の見直し）
度には，教育・学生支援センター群（キャリアセンター，保健管理センター） するとともに，配分効果の検証や他大学との比較等の財務分析を行い，主と
の在り方，中小企業金融公庫，刈羽村との連携協定，点検・評価に関する基本 して次のとおり予算配分を見直すこととした。
方針，公益通報体制の整備等の重要事項について協議を行い，円滑な法人運営 ア．質の高い教育を提供するため，基盤教育経費を効率化対象外とすること
に努めた。 イ．特に大学院博士課程については，教育研究環境の充実等のため，基盤教

育経費を10％増額すること。また，大学院生の国際会議等参加支援経費を
(2) 戦略的・効果的な資源配分 拡充すること

①流動定員による戦略的・効果的な教員配置 ウ．学生からの強い要望を踏まえて，講義室の空調機整備を当初計画の前倒
教育研究の高度化・活性化，基盤運営部門の強化を図るため，第Ⅰ期中期目 しで実施すること

標期間中に90人の教員定員を流動化することとしており，計画に沿って，各人 エ．競争的資金等間接経費を用いて，研究設備維持運営費，営繕関係経費を
事単位(学系）が教員定員を拠出した。これを用いて，平成18年度には，全学 拡充すること
的な視点から，「評価センター（１人）」「危機管理室（１人）」「超域研究機構
（６人）」「保健管理センター（１人）」「管理部門（２人）」に計11人の流動定 (4) 業務運営の効率化
員を配置した。（平成18年度までの流動定員の配置実績は33人） ①業務の合理化・効率化

業務改善を推進するため，理事（事務総括担当）直属の事務組織として，



- 24 -

新潟大学

「業務改善推進課」を新設（３年間の時限設置）した。業務改善推進課を中心 立大学法人病院で第１位となるなど，大きな成果を上げた。なお，同時に医
として，次の取組を行った。 療の質の確保について意見をいただき，危機管理室に医歯学総合病院のリス
ア．141項目からなる「業務の合理化・効率化，サービス向上に向けた課題と クマネジメントを担当する専任教授を配置し，医療安全のための体制整備を
改善方策」を策定。関係部署における取組の進捗状況をフォローアップ 図った。

イ．外注化可能業務の洗い出しを行い，平成18年度から平成22年度までの５年
間で37人分の業務を外注化する「事務の外注化実施計画」を策定。毎年度見 (7) 監査機能の充実
直しを行いながら，計画的に外注化を実施することを決定 監事の下に設置した「監事室」において，監事監査を円滑に遂行するため，

ウ．重複事務の解消や，人事異動時の業務引継の円滑化を図るため，事務職員 監事とともに学内各組織における業務の実施状況等について調査を行い，併
が行う各業務について「業務手順書」の作成を推進 せて監事の業務監査報告による指摘事項についての取組状況の把握に努めた。

また，内部監査規程等に基づき，会計面における内部監査を実施した。さら
②事務組織の再編 に，監査機能の連携を図るために設置した「四者協議会（監事，理事，会計

法人化後の事務組織の運営状況を点検し，合理化・強化すべき業務等を把握 監査人，内部監査部署）」を開催し，業務の実状や問題点等についての意見
した上で，平成18年度から以下のとおり事務組織を再編した。 交換を行った。
ア．「業務改善推進課」の新設 監査結果を踏まえて，効率的な事務処理を推進するための全学的な協力体
イ．教育研究院制度に基づく学系を中心とした運営を円滑に行うとともに，効 制の整備，財務分析に基づく財務運営の効率化，医歯学総合病院における経

率化を図るため，従来の学部事務長制を廃止し，すべての「学部事務部」を 営改善，危機管理計画策定の取組等，改善が図られた。
「学系事務部」に再編統合

ウ．外部資金獲得等の機能を強化するため，研究支援部の組織を充実（増員） (8) 評価結果の大学運営への活用
エ．全学の情報化推進・企画調整機能を強化するため，従来の図書館事務部と 平成17年度の国立大学法人評価委員会の評価結果において，役員に対する

総務課情報化推進室を再編統合し，新たに「学術情報部」を設置 報酬及び退職手当の支給基準について，改正方針は経営協議会において事前
オ．全学教育機構の事務体制の充実，学務に関する企画立案機能を強化するた に審議されているが，改正規則案自体は報告にとどまっていることから改善

め，学務関係部門を「学生支援課」と「教務課（全学教育機構事務室）」に を求められた。これを受けて，平成18年度には，規則案を事前審議とし，改
再編 善を図った。

(5) 収容定員の充足状況
本学の課程毎の収容定員の充足状況は，学士課程111.5％，修士課程112.5％，

博士課程107.4％，専門職学位課程92.0％であり，収容定員を適切に充足した ※ 医歯学総合病院における経営改善の取組については，「Ⅱ教育研究等の質
教育活動を行っている。 の向上の状況に関する特記事項」（87ページ）に記載した。

(6) 外部有識者の積極的活用
経営協議会における学外委員の意見を次のとおり大学運営に反映した。

①18歳人口減少への対策
18歳人口の減少に伴う入学志願者数の確保，産学連携の活性化等について意

見をいただき，県内の高大接続事業，理科離れ対策事業，東京及び県外での大
学説明会などに，さらに積極的に取り組むこととした。

②地域医療への貢献
地域の医師不足に対して大学として積極的に対応すべきとの意見をいただ

き，新たに医学部医学科の入学定員に地域枠を設けることを決定した。また，
新潟県魚沼地域における県の基幹病院設置計画に対し，県と連携し，地域医療
について人材養成，医師の供給等の地域医療支援を行うことを目的として，平
成19年３月に覚書を締結した。

③医歯学総合病院の経営改善
医歯学総合病院の経営改善について種々の意見をいただき，これを踏まえて，

積極的に経営改善に取り組んだ。この結果，年間平均の病床稼働率が全国の国
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ・外部研究資金を大学における教育研究の活性化及び大学評価の重要なファクターの一つとして捉え，その導入等を積極的に進める。また，積極的な広報活動を
期 通して社会との連携強化を図り，公開講座等の自己収入の増加に努める。
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

１ 外部研究資金その他の自己収入の増 １ 外部研究資金その他の自己収入の増
加に関する目標を達成するための措置 加に関する目標を達成するための措置

○科学研究費補助金，受託研究，奨学寄 ○科学研究費補助金，受託研究，奨学寄
附金等外部資金増加に関する具体的方 附金等外部資金増加に関する具体的方
策 策

【54】 【54】
・企画戦略本部において，科学研究費補 ・企画戦略本部において，科学研究費補 Ⅳ ・「自己収入の増加に関する目標を達成するための行動計画」に基づき，

助金等の競争的資金や共同研究，受託 助金等の競争的資金や共同研究，受託 学内外に対する各種情報の発信，ガイダンスの充実等を図った。この
研究，寄附金等の外部資金の獲得，寄 研究，寄附金等の外部資金の獲得，寄 結果，受託研究は144件，５億674万円（前年度比28件増，１億6,631万
附講座・寄附研究部門の設置，公開講 附講座・寄附研究部門の設置，公開講 円増），共同研究は157件，１億8,685万円（前年度比21件増，1,284万
座等の社会貢献活動の推進，技術移転 座等の社会貢献活動の推進，技術移転 円減）となり，受託研究は大幅に増加した。また，受託件数，共同研
の推進や研究成果・教材の出版等，自 の推進や研究成果・教材の出版等，自 究の件数は，行動計画目標を達成した。
己収入の増加に係る諸事業について， 己収入の増加に係る諸事業について， ・平成19年度予算においては，収入見合経費である「公開講座実施経費(講
明確な数値目標を掲げた行動計画を策 明確な数値目標を掲げた行動計画を策 習料)，図書館経費，農場経費，演習林経費，寄宿舎経費」に加え，新
定し，大学全体として戦略的・具体的 定し，大学全体として戦略的・具体的 たに「建物一時貸付経費」についても，収入実績に応じたインセンテ
取組を推進する。 取組を推進する。 ィブを付与することとした。

・大学院医歯学総合研究科に寄附講座を新たに設置した。（腎医学医療
センター）。

・外部資金の獲得をさらに促進するため，平成18年度に「外部資金獲得
経費」を新設した。

・これらの取組の結果，平成18年度の外部資金（科学研究費補助金，受
託研究，共同研究，奨学寄附金等）の獲得額は，合計約28億1,800万円
となった。（対前年度 約２億6,600万円，10.4％の増）



- 26 -

新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

○財務内容の改善を図る環境整備に関す ○財務内容の改善を図る環境整備に関す
る具体的方策 る具体的方策

【55】 【55】
・外部資金の受入状況やロイヤリティー ・外部資金の受入状況やロイヤリティー Ⅳ ・平成19年度予算においては，収入見合経費である「公開講座実施経費(講

収入を学内の予算配分等に反映させ， 収入を学内の予算配分等に反映させ， 習料)，図書館経費，農場経費，演習林経費，寄宿舎経費」に加え，新
自己収入の増加を図る競争的環境の活 自己収入の増加を図る競争的環境の活 たに「建物一時貸付経費」についても，収入実績に応じたインセンテ
性化に資する。 性化に資する。 ィブを付与することとした。

・競争的環境の醸成を図り，学内組織の活性化を促す目的で創設した「イ
ンセンティブ経費」において，外部資金に係る評価指標として，科学
研究費補助金の申請率，採択率，採択金額，間接経費採択金額，受託
研究費・共同研究費・寄附金の受入金額を採用して，外部資金の増加
を図っている。

・平成18年度の外部資金の獲得額は，合計約28億1,800万円となった。（対
前年度 約２億6,600万円，10.4％の増）

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

② 経費の抑制に関する目標

中 ・大学運営における財務の効率化，質的改善及び行政コストの削減に向け，人件費，管理的経費等の抑制を図るシステム及び組織の整備を進める。
期
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

２ 経費の抑制に関する目標を達成する ２ 経費の抑制に関する目標を達成する
ための措置 ための措置

○管理的経費の抑制に関する具体的方策 ○管理的経費の抑制に関する具体的方策
【56】 【56】
・任期制や業績評価等，新たな人事制度 ・任期制や業績評価等，新たな人事制度 Ⅳ ・人件費削減への対応として定員削減を計画的に実施する一方，教育研

の検討結果を反映して，人件費の適正 について検討する。 究の質の維持・向上のため，法人化に伴う人事制度の弾力化のメリッ
化を図るとともに，コスト分析を踏ま トを活かして，高度の専門的知識等を必要とする特定のプロジェクト
えた業務の外部委託等の効果的活用を に従事する教員等を年俸制で雇用(有期雇用）できる「特任教員」制度
進める。 を新たに導入した。

・この制度に基づき，外部資金等を用いて，36人の特任教員を採用した。
・個人評価システムを構築するため，教員については役員会の下に置か

れた「人事制度検討専門委員会」において，事務職員については事務
協議会の下に置かれた「事務職員評価制度検討ＷＧ」において，評価
基準等の案を策定し，学内にフィードバックを行った。

【57】 【57】
・各種業務の効率化・合理化を進めると ・各種業務の効率化・合理化を検討す Ⅳ ・「業務改善推進課」を新設し，全事務組織へのヒアリングを基に，「業

ともに，施設・設備の効率的利活用を る。 務の効率化・合理化，サービスの向上に向けた改善の課題と改善方策」
図ることなどにより，管理的経費の全 ・施設・設備の効率的利活用を図る。 を策定し，関係部署における取組の進捗状況をフォローアップした。
学的な抑制に努める。 また，平成18年度から平成22年度までの５年間で37人分の業務を外注

化する「事務の外注化実施計画」を策定した。平成18年度には，この
計画に基づき，３人の外注化（医事課関係業務，宿舎管理業務）を実
施した。

・管理経費の縮減方策について検討を行い，「省エネ行動計画」の策定
・実施による光熱水料の縮減，役務契約の複数年契約導入等により，
約4,800万円の経費を縮減した。

・学内共同利用施設である「機器分析センター」において，同センター
所属の全ての設備について，設備名称，使用目的，性能等を大学Webサ
イトで学内外に公開し，効率的な設備の運用を図った。さらに，本学
が10年以内に取得した500万円以上の設備（約400件）のリストを作成
・公開し，現有設備の有効活用を図った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 ・施設設備は全学共通の貴重な資源であり，かつ，国民共有の資産であることから，既存施設設備の点検・評価を行い，施設設備の使用に関する長期的戦略に立
期 って，その一元的・効率的管理を進め，有効活用を促進する。
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標
を達成するための措置 を達成するための措置

○資産の効率的・効果的運用を図るため ○資産の効率的・効果的運用を図るため
の具体的方策 の具体的方策

【58】 【58】
・施設設備の整備・利用状況について継 ・施設設備の整備・利用状況について継 Ⅲ ・施設の点検・評価及び有効活用を図るための体制として，「施設の点

続的に点検・評価を実施し，明確なル 続的に点検・評価を実施し，明確なル 検・評価及び有効活用に関する規則」及び「施設の点検・評価及び有
ールに基づく施設有効活用の徹底（ス ールに基づく施設有効活用の徹底（ス 効活用の実施に関する要項」を制定しており，これに基づき点検・評
ペースマネジメント）が図られる体制 ペースマネジメント）が図られる体制 価を実施するとともに，施設設備の長期利用を図るために作成した維
を整備するとともに，施設設備の長期 を整備するとともに，施設設備の長期 持管理計画書に基づき，施設設備の維持保全，修繕を行った。
使用を図るため，計画的な維持保全， 使用を図るため，計画的な維持保全，
修繕を実施する。 修繕を実施する。

【59】 【59】
・施設管理の財源確保のため，全学共用 ・施設管理の財源確保のため，全学共用 Ⅳ ・教育研究等の積極的な推進を図るために「全学共用スペース」を確保

スペースの使用者から，施設使用料を スペースの使用者から，施設使用料を し，施設管理の財源確保のため，使用者から施設使用料を徴収するシ
徴収するシステムを整備する。 徴収するシステムを整備する。 ステムを運用している。これに基づき，全学共用スペースの使用者か

ら五十嵐地区では3,000円／㎡，旭町地区では5,000円／㎡を徴収して
いる。（平成18年度の徴収額は，約960万円）

・進展が期待される研究プロジェクト等に一定期間使用させることを目
的とした「全学共用スペース」を確保運用し（計91室，4,836㎡），平
成18年度には，使用料（施設管理維持費）について当該共用スペース
のみならず，新たな共用スペースの整備費や全学施設の老朽改善費と
して充てる方向で検討を開始した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

該当なし
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（２）財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項 を明らかにした。このレポートを本学Webサイトで公開し，社会からの期待
に応えられる大学であることを広くアピールした。

(1) 予算執行体制の確立
平成16年度に発足した「教育研究院」制度により，教育及び研究に係る予算 (4) 資金管理，資金運用

管理責任者を「人文社会・教育科学系」「自然科学系」及び「医歯学系」の３ 資金管理については，「新潟大学における資金管理に関するガイドライン」
学系長と脳研究所長，医歯学総合病院長等とし，学部，研究科を超えた学系レ に基づき，四半期毎に資金管理委員会（財務担当理事を委員長とし，金融・
ベルでの戦略的・効果的な予算執行体制を確立し，運用している。 財政及び経済分野を専門とする教員等で構成）で審議し，適切な資金管理を

行っており，寄附金を財源として，長期運用により年間約900万円の運用利息
(2) 特色ある予算配分 を得るとともに，自己収入等を財源として，短期運用により年間約800万円の

中期目標・中期計画を踏まえた計画的・戦略的に事業を遂行するため，学長 運用利息を得た。
のリーダーシップの下，評価に基づく資源配分の充実を図るとともに，全学的
視野に立ったダイナミックで機動的な財務運営が可能な予算配分を行った。 (5) 戦略的教育・研究プロジェクト経費の創設

トップダウンによる「戦略的教育・研究プロジェクト経費」を新たに創設
①平成18年度予算においては， した。（「(1)業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等」の２の(1)の①

ア．教育関係経費の充実を図ることとし，学業等が優秀な学生を確保するため， のア．（23ページ）に記載のとおり）
寄附金の長期運用利息等を財源として，給付型の「学業等成績優秀者奨学金
制度」を創設し，132人の学生に給付を行った。 (6) 大型設備等特別整備制度の創設

イ．学生の自主的なボランティア活動等を支援するための「ボランティアセン 大型先端研究設備等の迅速な整備充実を目的とした学内融資制度「大型設
ター経費」，魅力ある大学をアピールし優秀な学生を確保するための学生募 備等特別整備制度」を創設した。（「(1)業務運営の改善及び効率化に関する
集や高大接続事業の充実を図った。また，科学研究費補助金等が支給される 特記事項等」の２の(1)の①のウ．（23ページ）に記載のとおり）
までの間の学内立替制度を活用し，研究の早期開始や効率的執行を図った。

ウ．学長裁量経費の中で客観的指標による評価に基づき配分を行う「インセン (7) 医歯学総合病院への重点的・戦略的な予算配分
ティブ経費」を引き続き予算配分し，競争的環境の醸成やより一層の学内組 医歯学総合病院では，平成18年度の診療報酬改訂により経営面への影響が
織の活性化を図った。 少なからず生じているが，経営改善に向けた取組を実施し，年間平均の病床

稼働率が全国42の国立大学法人病院で第１位となるなど，大きな実績をあげ
②平成19年度予算の編成においては， た。さらに，平成19年度から，「７対１看護体制」への移行や，厚生労働省

予算編成基本方針において，過去の決算結果を反映し，授業料収入，附属 の「第３次がん10か年総合戦略」に基づき，がん診療連携拠点病院の指定を
病院収入の計上方法を見直し，より実態に則した収入見込額を計上すること 受け「腫瘍センター」を設置するなど，新たな取組を実施することとしてい
とし，以下の方針で予算編成を行った。 る。このような状況の中，大学として医歯学総合病院の機能の充実を図るた

ア．教育環境の整備・充実 め，目的積立金３億円を重点的・戦略的に配分した。
質の高い教育を提供するため，基盤教育経費（一般分）については，効

率化の対象外とすることとし，特に，大学院博士課程については，教育・ (8) 財務運営の中期的展望
研究環境の充実及び適正な入学者の確保のため，学生１人当り積算単価を これまでの決算及び平成18年度決算見込をベースにセグメント別の第Ⅰ期
対前年度10％増額とした。また，大学院生の国際会議等参加支援経費の拡 中期計画期間中の決算見込を策定し，現状分析及び課題の把握に努め，今後
充や学生の要望の強い講義室空調機整備を推進した。 の財務運営に必要となる方策を検討した。

イ．研究環境の整備・充実
競争的資金等間接経費を活用して，研究設備維持運営費及び営繕関係経 (9) 第四銀行との連携

費を拡充した。 包括連携協定を結んでいる第四銀行と財政面で連携・協力し，新たな手法
による建物の整備の可能性について定期的に意見交換を行った。

(3) 財務運営状況の公表（「新潟大学ファイナンシャルレポート2006」の作成）
本学の活動を財務の視点からわかりやすく解説した「新潟大学ファイナンシ ２．共通事項に係る取組状況

ャルレポート2006」を新たに作成し，教育・研究・社会貢献・診療活動のため
に本学がどのような資産を整備し，どのような費用や収益が発生しているか (1) 財務内容の改善・充実
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①経費の節減状況 ア．平成17年度に行った中期的な人件費所要額のシミュレーション（平成17
ア．平成17年度に引き続き，業務見直しの一環として，間接部門（事務部門等） ～22年度）を，最新のデータに基づきブラッシュアップした。

の外注化を促進した。平成18年度には，医歯学総合病院の医事課業務の一部 イ．人件費の執行状況を定期的に役員会に報告し，適正な人件費管理を図っ
を外注化（医事課職員を２人削減）するとともに，年度途中から宿舎管理業 た。
務の外注化を実施した。

イ．「省エネ行動計画」を策定・実施し，光熱水料約2,300万円を縮減した。 ②教員の人件費削減のための方策
ウ．役務契約等の複数年契約を導入し，契約金額の見直しを行い，約1,700万 ア．本学独自の教員定員削減計画に基づいて，平成18年度には７人の教員定
円を縮減した。 員を削減した（平成15～18年度で30人削減済）。さらに，同計画に基づき，

エ．医歯学総合病院において，医療材料の契約にあたり，外部のコンサルタン 平成19年度から平成21年度までの３年間で30人の教員定員を削減すること
トを活用し，病院経費約3,400万円を縮減した。 としている。

オ．業務改善を組織的・継続的に推進するため，事務総括担当理事の下，平成 イ．教員採用については，全学教員定員調整委員会において，その必要性に
18年度に「業務改善推進課」を新設（３年時限）し，141項目の「業務の合 ついて慎重に検討し，人件費の抑制計画との整合性を図りつつ，採用の可
理化・効率化，サービス向上に向けた課題と改善方策」の策定等を行った。 否，採用時期を決定している。
これに基づき，管理的経費の削減を行うため，消耗品類の一部について，規
格及び価格の統一化を図った。 ③事務系職員の人件費削減のための方策

外注化可能業務の洗い出しを行い，平成18年度から平成22年度までの５年
②自己収入の増加に向けた取組状況 間で37人分の業務を外注化する「事務の外注化実施計画」を策定した。同計

ア．「新潟大学における自己収入の増加に関する目標を達成するための行動計 画について，毎年度見直しを行いながら，計画的に外注化を実施することを
画」に基づき，学内外に対する各種情報の発信，ガイダンスの充実等を行い， 決定した。
受託研究及び共同研究の件数について，第Ⅰ期中期計画期間中の目標件数を
達成した。

イ．平成18年度新規予算で「外部資金獲得推進経費」を措置し，大学案内を作
成するなど，さらなる外部資金獲得を推進した。

ウ．平成19年度予算編成において，部局の自助努力で収入が得られる「公開講
座経費」「農場経費」等について，前年の収入実績額の全額を支出予算に反
映させ，一層の自己収入確保を図った。

エ．これらの取組の結果，平成18年度の外部資金（科学研究費補助金，受託研
究，共同研究，奨学寄附金等）の獲得額は，合計約28億1,800万円となった。
（対前年度 約２億6,600万円，10.4％の増）

③財務情報に基づく取組実績の分析
ア．平成18年度には，平成19年度予算案の策定に当たり，各組織の活動状況等

に応じて戦略的かつ効果的，効率的な予算執行を行うため，業務の取組状況
や計画について，財務担当理事，財務部による学内ヒアリングを実施の上，
学長，理事主導による予算編成基本方針及び予算配分を作成した。

イ．平成19年度予算編成基本方針，予算配分については，前年度に引き続き，
財務担当理事による部局説明を実施した。その際，平成18年度決算見込を含
めた本学の財政状況，平成17年度財務実績の他大学と比較した財務分析を活
用し，予算編成の方針について，広く学内への周知を図り，共通理解の増進
に努めた。

ウ．他大学との財務分析を比較した結果，高い教育経費率を維持するため，教
育経費については，基盤教育経費を効率化対象外にするなど，教育面への配
慮を行うとともに，予算の充実を図った。

(2) 人件費削減に向けた取組
①人件費削減の取り組み状況
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新潟大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供

① 評価の充実に関する目標

中 ・教育研究等の事業や運営について自己点検・評価を行い，その結果とともに外部評価，第三者評価による評価結果も活用し，各事業や運営の改善及び恒常的な
期 活性化を進める。また，各事業年度の業務の見直し，事業運営の改善に役立てるとともに，基本理念や長期的な目標の点検にも活用し，次期以降の中期目標・
目 中期計画の内容に反映させる。
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

１ 評価の充実に関する目標を達成する １ 評価の充実に関する目標を達成する
ための措置 ための措置

○点検・評価の改善に関する具体的方策 ○点検・評価の改善に関する具体的方策
【60】 【60】
・企画戦略本部と評価センターを中心と ・企画戦略本部と評価センターを中心と Ⅳ ・評価に基づく資源配分として，平成16年度から「インセンティブ経費」

した企画・評価組織において，適正な した企画・評価組織において，適正な を創設している。この経費は，各学系，各学部等の業務に対する貢献
評価実施や資源配分に関する継続的な 評価実施や資源配分に関する継続的な 度を評価センターにおいて評価し，予算を傾斜配分する制度である。
研究を行うとともに，外部評価（自己 研究を行うとともに，外部評価（自己 平成18年度においては，各組織における配分方針，配分状況，その効
点検・自己評価に対する評価・検証） 点検・自己評価に対する評価・検証） 果等について各学系長とのヒアリングを行い，評価項目の検討を行っ
を基本とする点検・評価を行う。 を基本とする点検・評価について検討 た結果，前年度と同様の基準・指標により配分することとした。

を行う。 ・人文社会・教育科学系において，すべての教授（141人）及び希望する
助教授（27人）の計168人を対象として，外部評価委員による個人評価
を実施した。

【61】 【61】
・国立大学法人評価委員会，大学評価・ ・分野別基準認定団体（ＪＡＢＥＥ等） Ⅲ ・企画戦略本部及び全学教育機構において，ＪＡＢＥＥの審査を受けた

学位授与機構からの評価結果について の評価結果については，関係分野の学 農学部，工学部及び理学部からの評価結果を受けてヒアリングの実施
は，企画戦略本部を中心として学系・ 系・学部等が企画戦略本部と協力して 及び検討を行い，シラバス作成ガイドラインの遵守徹底，改善を図る
学部等で分析し，分野別基準認定団体 分析し，必要に応じ改善策を検討する。 ＦＤの実施等，今後の学士課程の教育改善に生かすこととした。
（ＪＡＢＥＥ等）の評価結果について
は，関係分野の学系・学部等が企画戦
略本部と協力して分析し，必要に応じ
改善策を検討し，その結果をあらたな
事業計画に反映させる。

【62】 【62】
・大学情報の体系的・効率的収集とその ・大学情報の体系的・効率的収集とその Ⅲ ・従来から評価センターにおいて教員個々のデータを試行的に収集して

データベース化を促進する。 データベース化を検討する。 きたが，平成18年度には，教員業績データベースの再構築，組織情報
データベースの新規構築の検討を進め，収集データ項目の見直しを行
い，両者を統合する大学情報データベースシステムの仕様をとりまと
めた。

・大学情報データベースシステムを円滑に運用するため，評価センター
に流動定員を用いて，初めて専任教員（助教授）１人を配置した。
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新潟大学

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

○評価結果を大学運営の改善に活用する ○評価結果を大学運営の改善に活用する
ための具体的方策 ための具体的方策

【63】 【63】
・教育研究等の活動の活性化を図るた ・教育研究等の活動の活性化を図るため Ⅲ ・教育研究等の組織評価については，「インセンティブ経費」により，

め，適切な組織評価と個人評価を導入 の適切な組織評価と個人評価について 各学系，各学部等の業務に対する貢献度を評価センターにおいて評価
する。 検討する。 し，予算を傾斜配分している。平成18年度には，各学系長とのヒアリ

ングを行い，評価項目の検討を行った結果，前年度と同様の基準・指
標により配分することとした。

・役員会の下に置かれた人事制度検討専門委員会において，教員の個人
評価システム構築の検討を行い，評価基準等の案を策定し，学内にフ
ィードバックを行った。

・人文社会・教育科学系において，168人の教員を対象として，外部評価
委員による個人評価を実施した。

【64】 【64】
・評価の活用に際しては，褒賞制度の導 ・評価の活用に際しては，インセンティ Ⅳ ・組織評価については，インセンティブ経費により学内予算配分に反映

入等インセンティブを与える方向を検 ブを与える方向を検討する。 させており，個人評価は人事処遇に反映させる方向で検討を行った。
討する。 ・全学的観点での教員褒賞制度「新潟大学学長教育賞」を制定し，初め

ての受賞者２人を表彰した。
・人文学部においては，人文科学の研究の振興を目的として，寄附金に

より「新潟大学人文科学奨励賞 阿部賞」を設置した。

【65】 【65】
・個人や組織について，評価結果によっ ・個人や組織について，評価結果によっ Ⅲ ・組織評価については，インセンティブ経費の配分を通じて教育，研究，

ては，年度毎に改善を促し，改善が次 ては，年度毎に改善を促し，改善が次 管理運営，社会貢献の活動の改善・活性化に反映させており，学系長
年度以降も見られない場合には，当該 年度以降も見られない場合には，当該 ヒアリングを行い，評価結果を検証した。
構成員の配置転換や給与査定の見直 構成員の配置転換や給与査定の見直 ・個人評価システムを構築するため，教員については役員会の下に置か
し，当該組織の予算削減や改廃につい し，当該組織の予算削減や改廃につい れた「人事制度検討専門委員会」において，事務職員については事務
ても検討する。 ても検討する。 協議会の下に置かれた「事務職員評価制度検討ＷＧ」において，評価

基準等の案を策定し，学内にフィードバックを行った。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供

② 情報公開等の推進に関する目標

中 ・地域や世界に開かれた大学として，納税者や地域社会に対する説明責任を果たすため，大学の活動に関する情報を積極的に公表する。
期
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

２ 情報公開等の推進に関する目標を達 ２ 情報公開等の推進に関する目標を達
成するための措置 成するための措置

○大学情報の積極的な公開・提供及び広 ○大学情報の積極的な公開・提供及び広
報に関する具体的方策 報に関する具体的方策

【66】 【66】
・全学の情報を集約し，報道機関等への ・全学の情報を集約し，報道機関等への Ⅲ ・地元報道機関との定期的な懇談会を４回開催し，本学の最新の研究情

提供や社会への公表に資するための組 提供や社会への公表に資するための組 報，新学士課程教育を支える新学務情報システム等について，積極的
織として広報センターを設置する。 織として設置した広報センターの活用 な情報発信に努めた。

を図る。 ・全学同窓会と連携して講演会・交流会等を実施し，同窓生をはじめ広
く一般市民に対する本学の広報に努めた。

・広報センター協力教員及び広報担当職員が他大学へ訪問し，広報体制，
情報の収集方法及び広報事業等について調査を実施した。

【67】 【67-1】
・大学の事業・運営情報は，適切で効率 ・大学の事業・運営情報は，適切で効率 Ⅳ ・専門業者から他大学との比較分析を含んだアドバイスを受け，Webサイ

的・効果的な方法や手段により公表す 的・効果的な方法や手段により公表す トの改善を図った。平成18年度には，142件の新着情報を提供するなど，
る。 る。 充実を図り，その結果，アクセス件数は，約491万件（前年度：約433

万件）となった。アクセス件数の増加に対応するためサーバ２台を増
設した。

・一般市民の本学に対する理解を深めていただくことを目的とした「新
潟大学ＷＥＥＫ」を１週間にわたり開催し，約5,400人の参加者を得た。
これに合わせて，新潟大学・全学同窓会交流会「記念講演会」（参加
者300人）及び「懇親会」を開催し，相互理解を深めた。

・知的財産本部は，大学の知的財産創出に向けたセミナーを開催するな
ど本学の知的財産活動の周知を図った。

・本学の活動を財務の視点から分かりやすく解説した「新潟大学ファイ
ナンシャルレポート2006」を新たに作成し，本学Webサイトで公開した。
このレポートでは，本学が教育研究等の活動のためにどのような資産
を整備し，どのような費用や収益が生じているかを明らかにした。

【67-2】
・東京事務所を活用した大学の情報提供 Ⅳ ・大学と同窓生が連携して実施する「東京事務所講演会」（３回，参加

を図る。 者114人），本学研究シーズを首都圏企業等へ発信する「新潟大学研究
シーズ発表会」（新規開催，参加者120人）等を開催し，首都圏での積
極的な情報発信及びニーズの収集を行った。

・東京都下に約82,000社の会員を有する東京商工会議所に加入し，同所
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進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

のネットワークを活用した本学情報の効率的な発信を図るとともに，
会員企業との就職担当者情報交換会に参加し，本学認知度の向上及び
企業の採用ニーズの収集等に努めた。

・東京事務所を窓口として，他大学等と共同で「大学説明会」及び「大
学と企業との就職採用セミナー」を開催し，首都圏受験生及び企業等
へ本学情報の積極的な発信を行った。

【68】 【68】
・学部説明会，オープンキャンパス等に ・オープンキャンパス，学部・学科体験 Ⅲ ・「オープンキャンパス」(参加者数：6,143人，前年度比17.8％増)，「学

組織的に取り組む体制を充実する。 等に組織的に取り組む体制を充実す 部学科体験」(参加者数：1,351人，前年度比7.4％増)を行い，これら
る。 の開催を参加者の利便性を考慮して全学同日に行った。

・「新潟大学ＷＥＥＫ」においては，入試会場となる講義室で前年度の
入試問題に挑戦する「ヴァーチャル入試体験」(参加者数:83人)を実施
した。新しい試みとして，希望者に対して「キャンパスツアー」，「広
報用ＤＶＤ放映」，「入試関係資料の展示」及び「相談コーナー」を設
け参加者の質問に応じた。

・学長，理事，教員が参加して，７都県(山形，福島，富山，長野，群馬，
秋田，東京)において，大学説明会等を開催した。説明会においては，
キャリアセンター教職員によるキャリア形成に関する取組についても
説明するなどの充実を図っている。

・高大接続について連携するための『新潟県高等学校長協会と新潟大学
との「高大接続」に関する協議会』を設置して定期的に協議すること
により，模擬授業「キミも新大生!」等の実施に活用している。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

該当なし
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（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１. 特記事項 ロジェクト（21世紀COE，科学研究費補助金特別推進研究の採択課題等）を分
かりやすく説明するほか，平成18年度に導入した新学務情報システムの見学

【点検・評価に関する取組】 会を実施するなど，本学に関するトピックスについて報告を行い，新聞紙上
等での情報発信につなげた。

(1) 評価センターの機能の充実
従来，評価センターには協力教員６人（兼務）を配置してきたが，大学情報 (3)「新潟大学WEEK」の継続開催

データベースシステムを円滑に運用するため，協力教員に加え，初めて専任教 一般市民の方々に本学への理解を深めてもらう機会として，平成16年度か
員（助教授）１人を配置した。 ら学園祭「新大祭」の開催にあわせた１週間を「新潟大学WEEK」として設定

し，体験学習，講演会等学部等の特色をいかした様々な企画を実施している。
(2) 大学情報データベースの構築 平成18年度には，「～芽ばえた....わたしの好奇心。～」をテーマに「公開

従来から評価センターにおいて教員個々のデータを試行的に収集してきた 講演会」，「バーチャル入試」「ミニコンサート」，農産物販売等を実施し，期
が，平成18年度には，教員業績データベースの再構築，組織情報データベース 間中に約5,400人が参加した。
の新規構築の検討を進め，収集データ項目の見直しを行い，両者を統合する大
学情報データベースシステムの仕様をとりまとめた。 (4) 多彩なメディアによる情報発信

一般市民等向けに講演会，シンポジウム，公開講座，テレビ公開講座等に
(3) 評価に基づく予算「インセンティブ経費」の配分 より教育研究情報の発信を行っている。本学の活動を平易に解説したリーフ

組織評価に基づき予算を傾斜配分する「インセンティブ経費」を引き続き実 レット「NIIGATA UNIVERSITY EASY NAVI」及び「新潟大学概要」を増刷し，
施した。配分にあたっては，各組織の長（学系長）からヒアリングを行い，こ 教育研究，学生支援等への取組や「新潟大学の最近の動き」等の最新の内容
れまでの配分効果を検証するとともに，評価項目・評価指標の見直しの参考と を盛り込み，来訪者等への周知に努めた。また，中越地震の復興に対する災
した。 害復興科学センターの取組についての新聞広告や，新潟大学・全学同窓会交

流会記念講演会開催についてのチラシ・ポスター，新聞広告等により，同窓
(4) 個人評価システム構築に向けた取組 生をはじめ広く一般に向けて周知を図るなど，本学の活動の広報に努めた。

個人評価システムを構築するため，教員及び事務職員について，評価基準等
の案を策定し，学内にフィードバックを行った。（「(1)業務運営の改善及び効 (5) 財務運営状況の積極的な公表（「新潟大学ファイナンシャルレポート2006」
率化に関する特記事項等」の１の(3)の③（22ページ）に記載のとおり） の作成）

人文社会・教育科学系において，すべての教授（141人）及び希望する助教 本学の活動を財務の視点からわかりやすく解説した「新潟大学ファイナン
授（27人）の計168人を対象として，外部評価委員による個人評価を実施した。 シャルレポート2006」を新たに作成し，本学Webサイトで公開した。（「(2)財務内

容の改善に関する特記事項等」の１の(3)（29ページ）に記載のとおり）
２．共通事項に係る取組状況

(6) 東京事務所を活用した情報発信
【大学情報の積極的な公開と広報活動】 大学と同窓生との連携による「東京事務所講演会」（３回，参加者114人），

本学研究シーズを首都圏企業等へ発信する「新潟大学研究シーズ発表会」（新
(1) 新潟大学Webサイトの活用 規開催，参加者120人）等を開催し，首都圏での積極的な情報発信及びニーズ

「大学全入時代」を迎え，受験生の志望校選択に大学のWebサイトの役割が の収集を行った。
ますます重要になっていることから，専門業者から他大学との比較分析を含ん また，東京事務所を窓口として，他大学と共同で「大学説明会」及び「大
だアドバイスを受け，ホームページの改善を図った。 学と企業との就職採用セミナー」を開催した。

平成18年度には，本学Webサイトで142件の新着情報を提供するなど，充実を このほか，東京都下に約82,000社の会員を有する東京商工会議所に加入し，
図り，その結果，アクセス件数は，約491万件（前年度：約433万件）となった。 同所のネットワークを活用した本学情報の効率的な発信を図るとともに，会

員企業との就職担当者情報交換会に参加し，本学認知度の向上及び企業の採
(2) 報道機関との懇談会を開催 用ニーズの収集に努めた。

本学の教育研究，社会貢献等の取組について理解いただくとともに，報道関
係者からの意見を聴く場として，平成16年度から地元報道機関との定期的な懇
談会を開催している。平成18年度には懇談会を４回開催し，本学の重点研究プ
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新潟大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営に関する重要事項

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 ・施設設備は全学共通の貴重な資源であり，かつ，国民共有の資産であることから，既存施設設備の点検・評価の結果を踏まえ，既存施設の有効活用システムの
期 構築，全学的視野に立った透明公正な資源配分等を効果的かつ計画的に進める。
目 ・円滑な教育研究活動のために，施設設備の劣化等の状況把握を行い，安全性・信頼性を確保するため計画的な維持保全・修繕を実施し，施設設備の長期使用を
標 図る。

・国の施策を踏まえて平成１３年に策定した「新潟大学施設緊急整備５ヵ年計画」並びにその後の年次計画を着実に実施し，「新潟大学の理念・目標」の達成に
即した，施設の重点的・計画的整備を図る。

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

１ 施設設備の整備等に関する目標を達 １ 施設設備の整備等に関する目標を達
成するための措置 成するための措置

○施設設備の有効活用を図る上で必要と ○施設設備の有効活用を図る上で必要と
なる具体的方策 なる具体的方策

【69】 【69】
・点検調査を継続的に実施し，調査結果 ・点検調査を継続的に実施し，調査結果 Ⅳ ・施設の点検調査については，「施設の点検・評価及び有効活用に関す

を学内に公表するとともに，その評価 を学内に公表するとともに，その評価 る規則」等に基づき実施し，調査結果を学内に公表している。また，
結果に基づいたスペース配分の改善等 結果に基づいたスペース配分の改善等 「全学共用スペース」を確保して運用しており，平成18年度において
を促進し，全学共用スペースの充実を を促進し，全学共用スペースの充実を は新たに34室2,188㎡（前年度38室，1,584㎡）の全学共用スペースの
図る。 図る。 拡大を図り，合計91室，4,836㎡を進展が期待される研究プロジェクト

等に運用した。

【70】 【70】
・講義室は，全学共用スペースとし，そ ・講義室は，全学共用スペースとし，そ Ⅲ ・講義室を効率的に使用するために策定した「授業時間割のガイドライ

の使用状況を学内ＬＡＮで公開する。 の使用状況を学内ＬＡＮで公開するシ ン」の周知を図った。
ステムを整備する。 ・講義室の使用状況の公開システムを，平成18年度に導入した「新学務

情報システム」において構築した。

【71】 【71】
・施設利用の流動化促進のため，全学共 ・施設利用の流動化促進のため，全学共 Ⅳ ・進展が期待されるプロジェクト等に一定期間使用させることを目的と

用スペースの使用者から，施設使用料 用スペースの使用者から，施設使用料 した全学共用スペースの使用に関する要項を整備し，五十嵐地区3,000
を徴収するシステムを整備する。 を徴収するシステムを整備する。 円／㎡，旭町地区5,000円／㎡の使用料を徴収した（平成18年度の徴収

額は，約960万円）。
・平成18年度に新たに34室2,188㎡の全学共用スペースを確保した。

○施設設備の機能保全・維持管理を実施 ○施設設備の機能保全・維持管理を実施
する上で必要となる具体的方策 する上で必要となる具体的方策

【72】 【72】
・定期的な施設の巡回点検及び健全度調 ・定期的な施設の巡回点検及び健全度調 Ⅲ ・教育研究環境の良好な維持を図るため，施設設備の現況調査を行った。

査等を行い，既存施設の劣化状況等現 査等を行い，既存施設の劣化状況等現 学系，学部又は団地毎の光熱水量使用実績等を定期的に点検し，その
状把握に万全を期し，維持管理計画を 状把握に万全を期し，維持管理計画を 結果得られた情報を「施設管理」にまとめ，学内に公表するとともに，
策定する。 策定する。 施設設備の維持管理に活用した。

・定期的な施設の巡回点検及び健全度調査等を行い，既存施設の劣化状
況等現状把握に万全を期し，維持管理計画を策定した。
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進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【73】 【73】
・施設設備の点検・保守・修繕等を的確 ・施設設備の点検・保守・修繕等を的確 Ⅲ ・施設設備の点検・保守・修繕等を的確に実施し，故障等に対する迅速

に実施し，故障等に対する迅速な対応 に実施し，故障等に対する迅速な対応 な対応を図るため，これら業務を施設管理部が一元的に行うとともに，
が実施できる体制を整備する。 が実施できる体制を整備する。 施設の故障等に迅速に対応するためにコールセンターを設置し，平成1

8年度には，五十嵐地区1,392件，旭町地区6,712件の故障対応を行った。
さらに，夜間・休日の「故障対応の連絡先」を作成し，周知を図った。

【74】 【74】
・改修経費，維持管理経費等の確保を図 ・改修経費，維持管理経費等の確保を図 Ⅲ ・巡回点検等を的確に行い，緊急度，必要度の高い修繕等について優先

り，適切な修繕を効果的に行う。 り，適切な修繕を効果的に行う。 的に予算措置を行い，整備した。

【75】 【75】
・ボランティア活動等も活用しつつキャ ・ボランティア活動等も活用しつつキャ Ⅲ ・キャンパス美化を推進するため，平成17年度に環境整備委員会の下に

ンパス美化を推進する。 ンパス美化を推進する。 「五十嵐地区キャンパス美化WG」を設けキャンパス美化に対する当面
の方針を策定しており，この方針に基づきキャンパス美化を推進した。

・「五十嵐キャンパスクリーンデー」を設けて，美化活動を実施した。
８月には学生，周辺住民一体となって，キャンパスクリーンデーを実
施した。

○教育研究等の質の向上に関する目標の ○教育研究等の質の向上に関する目標の
達成に必要となるスペース・機能の確 達成に必要となるスペース・機能の確
保を図るための具体的方策 保を図るための具体的方策

【76】 【76】
・施設整備状況や環境問題への取組状況 ・施設整備状況や環境問題への取組状況 Ⅲ ・新潟大学施設第２次緊急整備５カ年計画に基づき，医歯学総合病院中

等について，他の高等教育機関と本学 等について，他の高等教育機関と本学 央診療棟（軸Ⅰ）に着手し，医歯学総合病院基幹環境整備，五十嵐第
における実情を比較分析し，教育・研 における実情を比較分析した結果に基 １体育館耐震補強改修，及び理学部Ａ・Ｂ棟耐震補強改修を実施した。
究・社会貢献の活性化状況及び整備事 づき，教育・研究・社会貢献の活性化 実施に当たっては，省エネ設備等を導入し，環境への配慮を行った。
業の経済性を考慮し，長期的視点に立 状況及び整備事業の経済性を考慮し， ・吹き付けアスベストについては，平成17年度補正予算で措置されたこ
った年次計画により，施設設備の整備 年次計画により，施設設備の整備を行 とにより，平成17,18年度にすべての処理を完了した。
を行う。 う。

【77】 【77】
・キャンパス全体がコミュニケーション ・キャンパス全体がコミュニケーション Ⅳ ・コミュニケーションスペースの充実を図るため，民間企業による福利

の場として機能し，魅力ある豊かな教 の場として機能し，魅力ある豊かな教 厚生施設の受入を決定した。
育研究環境となるよう計画的に整備す 育研究環境となるよう計画的に整備す ・学生の教育環境改善のため，講義室等の冷暖房設備の設置（講義室８
る。 る。 室，815㎡）及びトイレ改修等（９ヶ所，212㎡）を年次計画で重点的

に整備した。
・魅力ある豊かな教育研究環境となるよう，「五十嵐キャンパスクリー

ンデー」を設け，学生，周辺住民一体となって美化活動を実施した。

【78】 【78】
・地域環境の保護の観点から，環境マネ ・地域環境の保護の観点から，環境マネ Ⅲ ・環境マネジメントの認証取得等の検討を行うとともに，環境配慮促進

ジメント（ＩＳＯ１４００１）の認証 ジメント（ＩＳＯ１４００１）の認証 法に基づく「環境報告書2006－空へ舞え－」を作成し公表した。この
取得等の検討を行う。 取得等の検討を行い，環境報告書を作 報告書は，環境省並びに(財)地球・人間環境フォーラム主催による第1

成する。 0回環境コミュニケーション大賞「環境報告書部門」にて優秀賞（環境
配慮促進法特定事業者賞）を受賞した。
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進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【79】 【79】
・新たな整備手法として，ＰＦＩ（民間 ・新たな整備手法として，ＰＦＩ（民間 Ⅳ ・外部資金を活用した福利厚生施設（延べ床面積約370㎡）の建設を決定

資金等の活用による公共施設等の整 資金等の活用による公共施設等の整 した。
備）の導入や外部資金等による施設整 備）の導入や外部資金等による施設整 ・工学部80周年記念事業の一環として，外部資金（寄附金）で建設され
備等多様な財源の調査を実施する。 備等多様な財源の調査を実施する。 た「新潟大学科学技術交流悠久会館（延べ床面積約520㎡)」の寄附を

受けた。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営に関する重要事項

② 安全管理に関する目標

中 ・教職員や学生等にとって安全で快適なキャンパスを整備・維持するため，安全衛生管理体制を確立するとともに，労災事故等を防止するための措置を整備する。
期
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

２ 安全管理に関する目標を達成するた ２ 安全管理に関する目標を達成するた
めの措置 めの措置

○労働安全衛生法等を踏まえた安全衛生 ○労働安全衛生法等を踏まえた安全衛生
管理・事故防止に関する具体的方策 管理・事故防止に関する具体的方策

【80】 【80】
・労働安全衛生法等の関連法令等を踏ま ・労働安全衛生法等の関連法令等を踏ま Ⅲ ・職員安全衛生管理規程等を制定し，職員の安全衛生及び健康確保に関

えて，安全衛生管理体制の整備・充実 えて，安全衛生管理体制の整備・充実 する体制を整備しており，特に実験室等の災害防止のため機械装置や
を図る。 を図る。 化学物質等の知識を必要とする第一種衛生管理者を確保し，講座，学

科，部門及び施設ごとに安全衛生責任者及び安全衛生主任者を配置し
て，安全衛生管理の万全を期した。

・保健管理センターに産業医１人を増員した。

【81】 【81】
・教職員の業務上の災害防止のため，安 ・教職員の業務上の災害防止のため，安 Ⅲ ・業務全般に係る災害の防止を図る観点から「安全衛生管理マニュアル」

全衛生管理に関するマニュアルを全学 全衛生管理に関するマニュアルについ を事業場ごとの特性に合わせて５種類作成するとともに，「職場巡視
的に整備する。 て検討する。 マニュアル」及び「チェックリスト」を作成しており，これらに基づ

き安全衛生管理に努めた。
・平成17年度には，五十嵐地区向けの「安全衛生管理マニュアル」を，

機械・装置，有害物質を扱う教職員の災害・健康障害防止を含む「安
全衛生の手引き」に見直し，さらに携帯版を配付するなど周知徹底を
図った。平成18年度には，事故発生時等の対応を含んだ全学的なマニ
ュアル作成を推進するため，ＷＧを設置し，検討を進めた。

【82】 【82】
・教職員の健康管理を充実するため，健 ・教職員の健康管理を充実するため，健 Ⅲ ・主要団地毎に産業医を置くとともに，保健管理センター運営委員会と

康診断・健康相談業務等を充実し，健 康診断・健康相談業務等を充実し，健 各事業場の安全衛生委員会が密接に連携し，健康診断の受検率の向上，
康医学教育を推進する。 康医学教育を推進する。 喫煙環境や労働環境の改善等を図った。

・健康セミナー（１回），心の健康セミナー（４回），ＳＤ（５回），健
康教室（４回）等を開催した。

・教職員の健康管理のために，長時間労働者に対する産業医による面接
指導実施の体制を構築した。

・キャンパスの受動喫煙防止対策の見直しとして，教職員に喫煙アンケ
ート調査を実施し，受動喫煙防止のための環境整備を推進した。
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進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

○学生等の安全確保等に関する具体的方 ○学生等の安全確保等に関する具体的方
策 策

【83】 【83】
・学生の実験中の事故防止のため，実験 ・学生の実験中の事故防止のため，実験 Ⅲ ・学生の事故防止については，教職員と同様の対応を行っている。

安全対策に関するマニュアルを整備す 安全対策に関するマニュアルを整備す （年度計画【81】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）
る。 る。

【84】 【84】
・学生が通学中，正課中及び課外活動中 ・学生が通学中，正課中及び課外活動中 Ⅲ ・「学生教育研究災害傷害保険」への加入促進について学生便覧及び入

等に被った種々の災害傷害に対応する 等に被った種々の災害傷害に対応する 学手続案内に記載するとともに，ガイダンスで説明を行い，加入の促
学生教育研究災害傷害保険の周知と加 学生教育研究災害傷害保険の周知と加 進を図った。
入の徹底を図る。 入の徹底を図る。

【85】 【85】
・附属学校の幼児，児童，生徒に対する ・附属学校の幼児，児童，生徒に対する Ⅲ ・附属学校における安全対策として，警備員による常駐警備，監視カメ

事故を予防するため，安全対策の体制 事故を予防するため，安全対策の体制 ラ・インターホンによる機械警備を実施するとともに，学校・警察相
を整備する。 を整備する。 互連絡制度の協定を結び安全対策の強化を図っている。さらに，不審

者対応避難訓練を実施した。
・長岡地区においては，小学校職員玄関及び低学年玄関の施錠をカラー

テレビ付きインターホンと連動した電気錠に取り替えた。さらに，小
学校全児童に防犯ベルを配布した。

○その他の安全管理に関する具体的方策 ○その他の安全管理に関する具体的方策
【86】 【86】
・盗難や事故等の防止対策のため，警備 ・盗難や事故等の防止対策のため，警備 Ⅲ ・主要団地（五十嵐地区，旭町地区等）における警備システムは外部委

システムの整備を行う。 システムの整備を行う。 託により，①防犯センサー設置による警備会社との自動通報システム
による警備，②勤務時間外における建物内外の巡回警備，③勤務時間
外における常駐警備を行った。

【87】 【87】
・学内から排出される廃棄物は，専門業 ・学内から排出される廃棄物は，専門業 Ⅲ ・学内から排出される薬品等の廃棄物の取扱いについてマニュアルに基

者への適切な外部委託を実施し，安全 者への適切な外部委託を実施し，安全 づき，学内に周知するとともに，処理については，専門業者に外部委
の確保を図る。 の確保を図る。 託した。

【88】 【88】
・情報セキュリティの安全水準を高く保 ・情報セキュリティの安全水準を高く保 Ⅳ ・情報セキュリティポリシー（平成14年度制定）を平成19年度の改正を

つ体制を整備する。また，情報セキュ つ体制を整備する。また，情報セキュ 目指し，専門委員会で検討を開始した。
リティポリシーを実態に即したものと リティポリシーを実態に即したものと ・総合情報処理センターコンピュータシステムの更新に際し，部局メー
するため，運用実態等を把握し，評価， するため，運用実態等を把握し，評価， ルサーバ及び部局Webサーバの集中化を実施し，セキュリティの強化を
見直しを行う。 見直しを行う。 図った。

・学生実習用端末（638台）にシンクライアントシステムを採用し，セキ
ュリティ管理を強化した。
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進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【89】 【89】
・事故・災害・訴訟等に対応するための ・事故・災害・訴訟等に対応するための Ⅳ ・危機管理室では，危機管理計画の策定を進め，第一段階として携帯版

体制を整備する。 体制を整備する。 の危機対応マニュアルを作成し，学生・教職員全員（18,000部）へ配
布した。

・外部から講師を迎え，約100人の管理職等を対象とした講演会「大学の
名誉と危機管理」を開催した。また，新潟県と連携して危機管理シン
ポジウムを４回開催した。

・医歯学総合病院に危機管理室専任教授を配置した。
・災害発生時に発信が優先される緊急電話の各キャンパスへの設置，救

命救急の観点からＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置等，危機管理
体制の整備充実に努めた。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営に関する重要事項

③ 後援会（同窓会）の組織化

中 ・大学の運営に不可欠な多方面からの支持・支援を獲得するための組織を整備する。
期
目
標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

３ 後援会（同窓会）の組織化へ向けて ３ 後援会（同窓会）の組織化へ向けて
の措置 の措置

○後援会（同窓会）の組織化に関する具 ○後援会（同窓会）の組織化に関する具
体的措置 体的措置

【90】 【90】
・同窓会組織と連携し，同窓会を中心と ・同窓会組織と連携し，同窓会を中心と Ⅳ ・平成18年度に新たに「新潟大学全学同窓会」が発足した。

して，賛同者からなる後援会の組織化 して，賛同者からなる後援会の組織化 ・本学と全学同窓会との間で，定期的な交流等を通じて，学生のキャリ
を図る。また，支持者・支援者の声が を図る。また，支持者・支援者の声が ア形成の支援，就職支援の在り方等について意見交換を行っている。
大学運営に反映される仕組みを設け 大学運営に反映される仕組みを設け その結果，業界セミナーへのＯＢ・ＯＧ派遣，各種情報提供等の施策
る。 る。 に同窓会が貢献することとなった。

・東京事務所において，大学と同窓生が連携し「東京事務所講演会」（３
回，114人）を開催し，幅広く意見交換を行った。

・平成17年度に発足した東京事務所協力会「新潟大学東京イノベーショ
ンクラブ」（首都圏在住の本学同窓生を中心に組織）が取り組む会員
増強活動を支援し，20代～30代の若手会員が加入するなど，幅広い世
代から意見が寄せられた。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

該当なし
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（４）その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項等

１. 特記事項 平成18年度には，この計画に沿って，医歯学総合病院中央診療棟の整備に
着手し，医歯学総合病院基幹環境整備（西病棟・中央診療棟取り壊し，渡り

(1) 後援会（同窓会）による組織的な後援 廊下取設等）五十嵐第１体育館耐震補強改修，及び理学部A・B棟耐震補強改
① 本学同窓会は従来各学部毎に組織されており，法人化を契機として全学同窓 修等を実施した。

会の設立を目指し活動していたが，平成18年度から本学の支援と同窓生の親睦
を目的に「新潟大学全学同窓会」が発足した。 (3) 施設・設備の有効活用の取組状況

② 本学は，全学同窓会との定期的な交流等（年２回懇談会，年１回の交流会等） 進展が期待されるプロジェクト等に一定期間使用させることを目的とした
を開催しており，交流会では一般市民も参加し，地域との交流も深めている。 「全学共用スペース」の確保・運用に引き続き努め，平成18年度には2,188㎡
懇談会において，大学側から，キャリアセンターへ同窓会から情報が欲しいこ （34室）が増加し，計4,836㎡（91室）が確保された。また，全学共用スペー
と，全学同窓会のメリットを活かして理工系出身者の多い企業の情報を得たい スの使用者から，施設使用料（五十嵐地区3,000円／㎡，旭町地区5,000円／
等の意見があり，同窓会側からは，産学連携を一層推進することにより，学生 ㎡）を徴収するシステムを整備しており，平成18年度からは使用料（施設管
への就職支援の強化に繋げてほしいとの意見があった。今後，同窓会と本学と 理維持費）について当該共用スペースのみならず，新たな共用スペースの整
の連携を一層強化することにより，さらなる就職支援に繋げていくこととして 備費や全学施設の老朽改善費として充てる方向で検討を開始した。
いる。

③ 全学同窓会の事業として，平成19年１月からクレジット機能付き「新潟大学 (4) 施設維持管理の計画的実施状況（施設維持管理計画等の策定状況）
カード」を発行した。カード事業の収益は，本学在学生への支援等に充てられ ①維持管理計画書の策定
る予定である。 定期的に施設の巡回点検及び健全度調査を行い，既存施設の劣化状況等

④ 首都圏同窓生を核として新潟大学東京イノベーションクラブが平成17年度に 現状把握に万全を期し，維持管理計画書を策定した。
結成され，本学東京事務所を拠点として，講演会を共催するとともに，シーズ ②点検パトロールの実施
プレゼンテーション，学生就職活動に協力した。さらに，企業退職者による産 各部局営繕要求事業を基に施設の現地調査を行い，施設の劣化状況等の
学連携活動の組織的取組について，検討を開始した。 現状把握，整備の必要性・緊急性の評価を行っている。また，施設管理部

⑤ 工学部附属工学力教育センターの取組に関し，同窓生を中心とする企業人の 職員が，随時学内の点検パトロールを行い，施設の老朽危険箇所，雨漏り，
参加を得て，実践的視点からの教育を行う「百人力プログラム」を組織した。 道路の破損等の状況確認やその他の問題点などを「点検パトロール報告書」

にまとめ，要修繕箇所の優先度等を把握することで，効率的な維持管理に
２．共通事項に係る取組状況 努めた。

③「新潟大学施設管理」の作成
【施設マネジメント及び施設・設備の有効活用】 施設の適切な維持管理と効率的運用・有効活用により経済的効果を図る
(1) 施設マネジメント実施体制及び活動状況 ため，施設概要，光熱水量，施設管理業務，施設利用案内の４編の形で，

全学施設の点検・評価及び有効活用を審議する「施設委員会」において，「施 その現状をまとめた「新潟大学施設管理」を作成した。
設の点検・ 評価及び有効活用に関する規則」を制定し，学長名での改善勧告，
新営建物等の全学共用スペースを原則20％，使用期間を５年限度とすること等 (5) 省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の取組
を明記した。これを受けて，本規則の具体的運用として施設委員会の下に施設 状況
整備推進専門委員会を設置し，「施設の点検・評価及び有効活用に関する実施 ① 環境配慮促進法に基づき「環境報告書2006－空へ舞え－」を作成した。こ
要項」を制定した。また，各学系ごとの施設の点検・評価及び有効活用に関す の報告書が，環境省並びに(財)地球・人間環境フォーラム主催による第10回
る「各学系建物委員会内規・建物利用内規」を制定し，体制を整備した。 環境コミュニケーション大賞「環境報告書部門」において優秀賞（環境配慮

平成17年度に実施した点検調査の結果，利用効率の低い室が確認されたため， 促進法特定事業者賞）を受賞した。
平成18年度に改修を行い，共用スペースとして利用効率の向上を図った。 ② 平成17年度より「省エネルギー行動計画」を実施しており，平成18年度に

はフォローアップを２回実施し，各部局での取組状況及び実績を公表した。
(2) キャンパスマスタープラン等の策定状況 さらに，冬季の推奨設定温度を，19℃（病院は23℃）にする改正を行い，さ

新潟大学施設長期計画に沿って，平成18年度から平成22年度までの施設整備 らなる協力を呼びかけた。
については，「第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画」を踏まえ，本学の ③ 省エネを促進するため，消灯等の取組の節減効果を金額に換算するなど，
理念・目標に沿った「新潟大学施設第２次緊急整備５か年計画」（平成18年6 省エネへの取組を分かりやすく解説した「省エネルギーマニュアル－地球環
月）を策定した。 境と大学のために－」を発行した。
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④ 環境管理等連絡会を発足させ，地域共生型の環境調和を目指して行動を開始 機管理の重要性について周知・徹底を図っている。
した。具体的には，学生の環境活動（リサイクルリユース市，キャンパス町内
会等）支援，入学生・在学生へ向けてのパンフレットの配布，環境行動カレン (4) 安全管理の取組
ダー等の作成を行った。 ① 医歯学総合病院入退院玄関口から医学部研究棟にかけてビル風が発生

したため，風除アーケードを設置し，患者及び職員の冬季における路面
【危機管理への対応】 凍結による転倒事故を未然に防止した。

本学の学生・生徒，職員及び患者等の生命，身体または本学の施設，財産等に ② 化学物質を一元的に管理する「薬品管理システム」の運用を平成18年
重大な被害の発生するおそれがある緊急事態への対処，及び当該事態の発生防止 度に開始した。
のいわゆる危機管理については，学長を長とする「危機管理室」を設置し，危機 ③ 大学は，第一種衛生管理者の配置を必要とする業種ではないが，多く
管理に関する職員及び学生への伝達・指示が速やかに徹底されるよう危機管理体 の化学物質に加えて，機械・器具を扱っている。これらを安全に管理す
制を整備している。 るため，平成18年度に第一種衛生管理者13人（計29人）を確保した。第

(1) 危機管理の体制等の整備 一種衛生管理者のうち技術職員９名は，主に研究室，実験室や実習室を
① 危機管理室では，平成19年９月までに危機管理計画を完成させるため，危機 中心に定期的に巡回し，危険・有害物質の管理の指導にあたり，事故等

管理に関する研究者を含む危機管理計画策定プロジェクトチーム及びWGを設け を未然に防ぐため万全の体制を取っている。
策定作業を進めている。策定にあたって，過去に発生した災害等への対応に関
する改善点を洗い出すため，職員等を対象としたアンケートを実施した。 (5) 研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況

② また，危機管理計画策定への第一段階として，学生・教職員等の生命を守る ① 「新潟大学の科学者行動規範・科学者の行動指針」を策定し，本学研究者の
観点から，災害発生時等に必要な対応及び救急・救命時の対応をまとめた携帯 研究倫理遵守を明確にした。この行動指針に反し研究不正を行った者に対す
版の危機対応マニュアルを作成し，学生・教職員全員に配布（18,000部）した。 る対応として「新潟大学における研究活動の不正行為に関する取扱規程」を

③ 大学全体の危機管理体制について検討し，高度なリスクマネジメントが求め 制定し，不正行為審査委員会や研究不正に関する告発の受付窓口を設置する
られている医歯学総合病院に危機管理室専任教授を配置し，本学の危機管理体 など，体制を整備した。
制の一層の充実を図った。 ② また，研究費の不正使用防止のため，平成19年４月に「新潟大学の研究費

④ このほか，災害発生時に発信が優先される緊急電話を各キャンパスへ設置し， 等の管理・運営に関する基本方針」及び「新潟大学における研究費等の不正
緊急連絡体制の充実を図るとともに，救急・救命の観点からAED（自動体外式 使用に関する取扱規程」を制定し，教職員の意識向上，研究費等の管理運営
除細動器）を15台設置する等，ハード面での危機管理体制の整備充実にも努め 体制の整備充実を図った。
た。

(6) 評価結果の大学運営への反映
(2) 災害発生等に備えた地域との連携・強化 平成17年度の国立大学法人評価委員会の評価結果において，災害，事件・

① 新潟県及び新潟市，長岡市と協議し，五十嵐キャンパスの体育館，武道場及 事故，薬品管理等に関する全学的なマニュアルが策定されていないことから，
び陸上競技場並びに附属長岡小・中学校が，災害対策基本法及び国民保護法に 早急な対応が求められた。これを受けて，平成18年度には，危機管理室にWG
基づく避難施設の指定を受け，地域住民の安全確保に貢献している。また，医 を設置し，災害，事件・事故等に関する全学的な危機対応マニュアル（携帯
歯学総合病院において備蓄している水・食料等の物資に関し，緊急時に一般市 版）を作成し，学生・教職員全員に配布（18,000部）した。なお，薬品管理
民へ提供することとしており，地域との連携を深めている。 等については，各事業場（理学部，工学部，農学部，医学部，歯学部，医歯

② さらに，新潟県と連携して危機管理シンポジウムを４回開催し，学内外にお 学総合病院等）によって，扱う機械・装置，有害物質の種類が大きく異なる
ける危機管理に関する連携の強化に努めた。 ため，統一的なマニュアル作成について，慎重な検討を行っている。

(3) 危機管理に対する意識の向上の取組
① 外部の専門家を講師に迎え，約100人の管理職等を対象とした講演会「大学
の名誉と危機管理」を開催し，大学に間接的被害をもたらす危機についての認
識を高めた。

② 本学危機管理担当職員に，「『なぜ人は誤りをおかすのか』を知ることから
始めるリスクマネジメントセミナー」を受講させ，担当職員として一層の意識
向上を図った。

③ さらに，災害，事故，事件等の防止のため，各部局長で構成する全学連絡調
整会議等の諸会議において，事件等の事例報告等を行い，防止への共通認識を
高めるとともに，文書等で教職員及び学生等に注意喚起する等，日頃からの危
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

① 教育の成果に関する目標

中 ・教育と研究の相互作用を重視し，研究成果を教育へと還元することによって，実社会で活躍するに足る能力を有した人材を育成し，地域社会と国際社会に送り
期 出すことを目標とする。次の３点を教育目標達成の指針とする。
目 1) 深い教養と広い視野を備え，豊かな人間性と高い倫理性を有する人材の育成
標 2) 基礎的技能と専門知識を身につけ，創意工夫と問題解決能力に富む人材の育成

3) 社会性と国際性を有し，社会や世界で活躍できる人材の育成

ア．学士課程
・現代社会の諸問題への深い理解力を涵養しながら，専門的能力・知見を習得させることを図る。知の論理的側面，方法的側面及び直観的側面を鍛え，社会人

・職業人として有為の人材を育成する。
・各学部は，上記の全学の教育目標に基づき，社会人・職業人として必要な基礎的能力，基礎的素養をも涵養しながら，学部固有の教育目標を達成する。

イ．大学院課程
・修士課程（博士前期課程）においては，主として専門分野を修め，課題発見・探求能力を磨くことにより，高い知見と技能を有する専門職業人を養成する。
・博士課程（博士後期課程）においては，専門分野の修得を前提に，その関連分野の知見や視点を加えた総合的・学際的な分析能力を身につけた上で，課題設

定・解決能力を磨くことにより，研究者を含む高度専門職業人を養成する。
・専門職学位課程においては，深い学識及び卓越した能力を培うことにより，高度の専門性が求められる職業を担う人材を養成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（１）教育の成果に関する目標を達成す （１）教育の成果に関する目標を達成す
ための措置 るための措置

○教育の成果に関する具体的目標の設定 ○教育の成果に関する具体的目標の設定
ア．学士課程 ア．学士課程
【91】 【91】
・教養教育と専門教育とを，連続性・段 ・教養教育と専門教育とを，連続性・段 ・全学で開講される全授業科目に分野・水準コードを付し，各学部が各々の教育課

階性・体系性を有する一貫した教育体 階性・体系性を有する一貫した教育体 程に応じて「教養教育に資する科目」あるいは「専門教育に資する科目」に位置
制に組み換え，学士課程教育を充実す 制に組み換え，学士課程教育を充実す 付ける制度及び副専攻制度について，解説用パンフレットの作成や配付，各学部
る。従来の学位を基礎としながら，副 る。従来の学位を基礎としながら，副 開催のＦＤにおける説明会を実施し，制度のさらなる充実を図った。
専攻制の導入等により，複線型履修を 専攻制の導入等により，複線型履修を ・副専攻制度は，課題別副専攻として，平成17年度までの13プログラムに加えて，
可能とする教育課程を整備する。 可能とする教育課程を整備する。この 新たに「地域学」を追加した。また，分野別副専攻として，６プログラムを引き

ため，１８年度においては，課題別副 続き実施し，副専攻全体では，あわせて20プログラムを実施した。
専攻と分野別副専攻のプログラムを整 ・副専攻制度について，申請可能なプログラム数を定めるなど，認定条件に関する
備する。 制度を整備した。

・平成18年度卒業生のうち，６学部にわたる合計39人の学生に副専攻認定証書を授
与した。

《１》 教養教育 《１》 教養教育
【92】 【92】
・教養教育に資する科目を，専門教育と ・教養教育に資する科目を，専門教育と ・教養教育の在り方を刷新するために，教養教育に資する科目を「全学科目」とし

有機的連携を保ちながら学士課程全般 有機的連携を保ちながら学士課程全般 て位置づけ，制度のパンフレットの作成・配付，各学部が開催するＦＤにおいて
を通じて履修する「全学科目」として を通じて履修する「全学科目」として 説明するなど，さらに充実させた。
位置づけ，教養教育の在り方を刷新す 位置づけ，教養教育の在り方を刷新す
る。 る。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【93】 【93】
・開講実施体制を含めて新たな内実を有 ・開講実施体制を含めて新たな内実を有 ・全学教育機構において，医歯学系の授業科目にも初めて分野・水準コードを付し，

する「全学科目」を設定する。 する「全学科目」を設定する。 全学において5,288科目を「全学科目」として設定した。

【94】 【94】
・専門科目の基礎を準備し，その探求方 ・専門科目の基礎を準備し，その探求方 ・専門分野への知的関心を培う導入科目として「大学学習法（スタディスキルズ）」

法・技能を修得させ，知的関心を培う。 法・技能を修得させ，知的関心を培う。 科目を計72科目を開設し，さらに充実させた。
・自然系専門教育の確固たる基礎を準備するため，「自然系共通専門基礎科目」計

58科目を開設した。また，基礎科目の内容の統一性を図るために，数学分野と化
学分野では共通の教科書を作成した。

【95】 【95】
・専門的な知識を，広い視野や知見の下 ・専門的な知識を，広い視野や知見の下 ・「分野・水準表示法」を手掛かりとして，学生が広い視野や知見を培うために多

で総合的・批判的な視点から意味づけ で総合的・批判的な視点から意味づけ 分野からの授業科目を選択することが可能になるように，学生向け解説パンフレ
る能力を培う。 る能力を培う。 ットの作成，ガイダンスでの配布や，ＦＤによる教員への説明を行い，制度の周

知・徹底を図った。

【96】 【96】
・多様化した高等学校教育から大学教育 ・多様化した高等学校教育から大学教育 ・高等学校との接続を図るリメディアル教育の整備を図った。

への転換・導入教育として，また大学 への転換・導入教育として，また大学 ・平成19年度に開講する科目に対し，分野・水準表示法における水準の内容につい
院教育に接続する学士教育として，自 院教育に接続する学士教育として，自 て精査し，水準の高い科目計222科目を大学院接続水準科目として位置付けた。
ら学ぶ能力を培う。 ら学ぶ能力を培う。

【97】 【97】
・国際化や情報化の進展する現代におい ・国際化や情報化の進展する現代におい ・外国語運用能力を高めるため，初修外国語教育については，少人数化，集中化，

て，外国語運用能力や情報リテラシー て，外国語運用能力や情報リテラシー 多言語化を進めた。また，英語教育については，ＣＡＬＬ（Computer Assisted
（情報を読み解き，運用する能力）に （情報を読み解き，運用する能力）に Language Learning）の試行，リスニングを中心としたe-Learningソフトの一部
ついて，確かな基礎を涵養する。 ついて，確かな基礎を涵養する。 導入を開始した。

・情報リテラシー科目を，計47科目開講した。

《２》 専門教育 《２》 専門教育
【98】 【98】
・全学的な開講体制において実施される ・全学的な開講体制において実施される ・全学教育機構が中心となり，主専攻プログラム・ワーキンググループなどにおい

新たな「全学科目」と有機的に連携す 新たな「全学科目」を基礎として構築 て，主専攻プログラムを核とした専門教育の実施体制について検討を進めた。
るものとして位置づける。 された主専攻プログラムを中心とした

専門教育の実施体制を整備する。

【99】 【99】
・学士号授与の水準に足る確固とした基 ・学士号授与の水準に足る確固とした基 ・従来からの「学習支援ボランティア」の単位化に加え，ＰＢＬ（問題設定解決型

礎学力と，複雑化する現代社会の要請 礎学力と，複雑化する現代社会の要請 学習法）教育の拡大，「新聞活用教育（NIE）」講座の新たな導入など，社会的要
に応えられる実践能力を涵養する。 に応えられる実践能力を涵養する。 請の高い実践能力を培う体制を充実させた。また，ＪＡＢＥＥプログラムの受審

・再審により，社会の要求水準を満たす教育体制の整備を図った。
・インターンシップや寄附講義の充実，あるいは技術者としての専門能力と高い倫

理観を兼ね備えた人材育成を目指した科目の新設などによって，社会的要請に対
応した実践能力の涵養を図った。

・複雑化する社会の要請に応えられる実践能力を培うため，複線型履修を可能にす
る副専攻プログラムとして，20プログラム開設した。



- 47 -

新潟大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【100】 【100】
・修業年限内の学士学位取得率を向上さ ・修業年限内の学士学位取得率を向上さ ・各学部において担任制やアドバイザー制を継続し，ＧＰＡ値やＣＡＰ制に基づく

せるための体制を整える。 せるための体制を整える。 計画的履修についてのきめ細かな個別指導を実施した。また，学期ごとに学年ご
とのガイダンスを実施し，アドバイザー向けＦＤを実施するなど，学生指導体制
をさらに充実させた。

・単位取得状況を保護者へ通知する制度を継続し，保護者と連携した履修指導を実
施した。

イ．大学院課程 イ．大学院課程
【101】 【101】
・いずれの課程においても，伝統的な専 ・いずれの課程においても，伝統的な専 ・大学院の初年次を対象に，各研究科において「共通科目」「総論科目」「課題研

門分野だけでは捉えきれない問題領域 門分野だけでは捉えきれない問題領域 究」「総合演習」及び「基礎プログラム」等の科目を設け，学際的・統合的分野
や学際的・統合的分野にも対応できる や学際的・統合的分野にも対応できる に対応できる能力を涵養するカリキュラムを整備・実施した。
能力を涵養する。 能力を涵養する。

【102】 【102】
・特に博士課程（博士後期課程）におい ・特に博士課程（博士後期課程）におい ・高い知見と技術を有する高度専門職業人の養成に資するために措置した大学院特

ては，創造的な研究の指導によって， ては，創造的な研究の指導によって， 別教育経費により，大学院生の「国際会議研究発表支援事業」「論文投稿支援事
研究者としての能力を涵養する。 研究者としての能力を涵養する。 業」を行い，海外国際会議派遣33件，論文投稿８件に支援を行った。

・医歯学総合研究科では，大学院学生による研究内容の公開発表会を実施し，研究
科長により優秀研究に対し「新潟大学若手医学研究者賞」として表彰を始めた。

【103】 【103】
・専門職学位課程においては，批判的検 ・専門職学位課程においては，批判的検 ・大学院技術経営研究科（MOT)において，初年次必修科目「プロジェクト演習Ⅰ」

討能力や具体的な問題解決能力を培う 討能力や具体的な問題解決能力を培う を設定し，全専任教員がグループ指導にあたり，高度専門職業人に必要な能力を
ことにより，高度専門職業人に必要な ことにより，高度専門職業人に必要な 涵養した。
能力を涵養する。 能力を涵養する。 ・大学院実務法学研究科において，批判的検討能力や具体的な問題解決能力を涵養

するために，「法務総合演習」などの授業科目を引き続き開講した。

【104】 【104】
・標準修業年限内の修士・博士学位取得 ・標準修業年限内の修士・博士学位取得 ・各院生に配置される，主指導教員，副指導教員の複数教員からなる履修指導委員

率を向上させるための体制を整える。 率を向上させるための体制を整える。 会の機能をさらに充実させた。
・標準修業年限内での学位取得率は，修士課程（博士前期課程）において87.0％，

博士課程において59.1％となった。
・自然科学研究科及び医歯学総合研究科の博士課程では，優れた研究に対し修業年

限を短縮する制度に基づき，平成18年度は５人の早期修了者を出した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○卒業後の進路等に関する具体的目標の ○卒業後の進路等に関する具体的目標の
設定 策定

ア．学士課程 ア．学士課程
【105】 【105】
・多様な学生の希望・適性等に応じた進 ・多様な学生の希望・適性等に応じた進 ・キャリアセンターでは，キャリアを考えるシンポジウム，グループディスカッシ

路の実現を支援し，教育課程に応じて 路の実現を支援し，教育課程に応じて ョン対策講座，公務員・教員の模擬試験，新入生対象のキャリア意識形成合宿な
就職先の業種・企業数を拡大するとと 就職先の業種・企業数を拡大するとと ど，計49事業（延べ9,334人参加）の各種支援事業を実施した。また，低学年次
もに，就職率，大学院進学率，教員採 もに，就職率，大学院進学率，教員採 からのキャリア意識形成支援として，「キャリア意識形成科目」の授業を開設し
用試験を含む各種公務員試験や各学部 用試験を含む各種公務員試験や各学部 た。さらに，各学部と共同で実践的講義の導入や企業倫理関連の特別講義を行っ
の教育内容と密接に関連する国家試験 の教育内容と密接に関連する国家試験 た。
の合格率を向上させる体制を整備す の合格率を向上させる体制を整備す ・各学部においては，多様な学生の希望・適性等に応じた進路を支援する体制を整
る。 る。 備し，キャリア開発のためのガイダンス・講演会・インターンシップの実施や各

種資格試験対策講座を開催した。

イ．大学院課程 イ．大学院課程
【106】 【106】
・多様な学生の希望・適性等に応じた進 ・多様な学生の希望・適性等に応じた進 ・キャリアセンターで，大学院課程学生も対象としたキャリアを考えるシンポジウ

路の実現やキャリアアップ（能力開発） 路の実現やキャリアアップ（能力開発） ムや就職ガイダンス，公務員セミナーなどの事業を実施した。
を支援し，教育課程に応じて就職先の を支援し，教育課程に応じて就職先の ・各研究科においては，指導教員による就職指導体制の強化や就職担当教授の配置，
業種・企業数を拡大するとともに，就 業種・企業数を拡大するとともに，就 ガイダンスの実施など，教育課程に応じた進路指導を引き続き実施した。
職率，博士後期課程への進学率，教員 職率，博士後期課程への進学率，教員
採用試験を含む各種公務員試験や各大 採用試験を含む各種公務員試験や各大
学院の教育内容と密接に関連する国家 学院の教育内容と密接に関連する国家
試験の合格率を向上させる体制を整備 試験の合格率を向上させる体制を整備
する。 する。

○教育の成果・効果の検証に関する具体 ○教育の成果・効果の検証に関する具体
的方策 的方策

ア．学士課程 ア．学士課程
【107】 【107】
・教育内容及び成果に関して，在学生， ・教育内容及び成果に関して，在学生， ・教育成果を全学的に検証するため，過去３年の卒業生約7,500人を対象としたア

卒業生，就職先企業等へのアンケート 卒業生，就職先企業等へのアンケート ンケートを実施した。
を定期的に実施し，教育課程，教育方 を定期的に実施し，教育課程，教育方 ・各学部等において，教育内容及び成果に関する在学生，卒業生及び就職先企業等
法等の改善に活用する。 法等の改善に活用する。 へのアンケートを実施した。アンケート結果については，ＦＤや各種委員会にお

ける教育目標の見直しやカリキュラム改革についての検討資料として活用した。

【108】 【108】
・日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）・日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）・ＪＡＢＥＥについては，平成17年度までに，理学部の１プログラム，工学部の６

等に対応した分野別教育プログラムの 等に対応した分野別教育プログラムの プログラム，農学部の２プログラムがそれぞれ認定されているが，このうちの農
充実と認定分野の拡大を図る。 充実と認定分野の拡大を図る。 学部の１プログラムが認定再審査（中間審査）を受審した。さらに，認定分野を

拡大するため，新たに工学部で１プログラムが受審した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【109】 【109】
・外国語教育については，公的検定試験 ・外国語教育については，公的検定試験 ・英語については，全学共通の達成基準を明示し，原則として入学者全員にTOEIC

による教育効果の確認を行う制度の導 による教育効果の確認を行う制度の導 試験の受験を課し，習熟度別クラスの編成を骨子とする英語教育体制を引き続き
入を図る。 入を図る。 実施した｡

・「外国語（ドイツ語）」「外国語（英語）」「外国語（フランス語）」「外国語（コリ
ア）」「外国語（ロシア語）」「外国語（中国語）」の課題別副専攻において，公的
検定を基準とした達成目標を明記して教育効果の確認を行った。

イ．大学院課程 イ．大学院課程
【110】 【110】
・教育内容及び成果に関して，在学生， ・教育内容及び成果に関して，在学生， ・医歯学総合研究科修士課程でアンケート結果を修士専門部会で評価し，指導内容

修了生，就職先企業等へのアンケート 修了生，就職先企業等へのアンケート の改善を行う体制が整えられるなど，各研究科において，在学生に対するアンケ
を定期的に実施し，教育課程，教育方 を定期的に実施し，教育課程，教育方 ートを実施して，教育内容・方法等の改善に活用した。
法等の改善に活用する。 法等の改善に活用する。

【111】 【111】
・学外からの評価を仰ぐため，学会誌等 ・学外からの評価を仰ぐため，学会誌等 ・論文投稿支援事業により，学術専門誌の英文誌等への大学院生の論文投稿８件に

への論文の投稿の支援や，学位論文等 への論文の投稿の支援や，学位論文等 対して経費の支援を行った。
の刊行・出版支援等を行う。 の刊行・出版支援等を行う。 ・自然科学研究科では，大学院生の学会旅費補助金，国際会議発表及び論文掲載に

よる業績に応じたインセンティブ経費を配分するなど，積極的に学外からの評価
を受けるよう図った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

② 教育内容等に関する目標

中 ・全学目標として，以下に掲げる資質豊かな学生を広く求める。
期 1) 修学に適う，確固たる学力を身につけ，新しい課題に意欲的に取り組もうとする人
目 2) 人間性を大事にし，広い視野からものごとを考えようとする人
標 3) 地域社会や世界の様々な場面で役に立ちたいと思っている人

ア．学士課程
・上記の全学目標に加え，高等学校教育の全般にわたる基礎学力を有し，当該学部の教育目標・教育内容を理解し，基礎的能力と勉学への強い意欲を有する学

生を求める。

イ．大学院課程
・上記の全学目標に加え，当該研究科の教育研究内容に関わる基礎学力を有し，自発的な課題探求能力や研究遂行能力を有する学生を求める。また当該研究科

の専門的知見・技能を求める社会人，留学生の受入を推進する。

（以下特に学士課程，大学院課程を分けて記載しないが，それぞれの課程に固有の事項については文中で明示する。）
・高等学校教育と大学教育，学士課程教育と大学院課程教育との接続性が十分に保てる体制を整えるとともに，学生が自らの学習目標に応じて効果的・効率的に

履修できるように教育課程を編成する。
・学習効果・履修効率の向上や学習意欲の喚起を図るため，学生の多様な能力や資質，社会的背景に配慮した複数の履修方法や，教育プログラムの改善に必要か

つ適切な方法を開発し，導入する。
・教育内容や教育方法並びに成績評価の方法や基準を予め明示するとともに，社会的にも国際的にも説明責任を果たしうる，公正で厳密な成績評価の方法を確立

する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（２）教育内容等に関する目標を達成す （２）教育内容等に関する目標を達成す
ための措置 るための措置

○アドミッション・ポリシーに応じた入 ○アドミッション・ポリシーに応じた入
学者選抜を実現するための具体的方策 学者選抜を実現するための具体的方策

【112】 【112】
・本学の教育理念・目標にふさわしい， ・本学の教育理念・目標にふさわしい， ・適切な入学者選抜を実施するために，入学センターを核として，以下のような業

豊かな資質を持つ多様な学生の受入が 豊かな資質を持つ多様な学生の受入が 務を実施した。
可能となるような適切な入学者選抜を 可能となるような適切な入学者選抜を 1)入学試験委員会の下に設置された入試検討ＷＧで６学部の入試制度について各
実施するため，入学センターを整備し， 実施するため，入学センターの機能を 学部とともに検討を行い，５学部において入学者選抜方法の改善を行った。
以下の業務を扱う。 充実する。 2)入学者選抜試験の結果等を分析し，各学部に対して入試改善のための提言・助
1)入学試験全般に関わる大学の方針を 言を行った。

検討する。 3)試験問題の出題ミス根絶を目指し，出題委員の職務に応じた入試業務手当を支
2)受験動向を調査，分析するとともに， 給することとし，責任の明確化を図った。

入学者の追跡調査を行う。 4)出題主任委員の打ち合わせ会を年２回開催するなど，全学において延べ21科目
3)ミス根絶を目指した体制を整備す の入試問題の作成について統括した。

る。 5)入学試験に関わる情報を一元的に管理し，各部局等の要請に応じて，データの
4)問題作成に関わる統括業務を行う。 提供を行った。
5)入学試験に関わる情報を管理する。 6)入試課とともに，近県(長野，福島，富山，群馬，秋田，山形)および東京での
6)広報活動を充実し，アドミッション 大学説明会など，入試広報活動を実施した。

・ポリシーの社会への周知を徹底す 7)各学部，研究科のアドミッション・ポリシーの整備・改善を実施するとともに，
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

る。 全学のWebサイト及び各部局Webサイトへのアドミッション・ポリシーの掲載を支
7)本学全体及び各学部，各研究科のア 援した。

ドミッション・ポリシーに沿った入
学試験の実施を支援する。

【113】 【113】
・社会人，留学生等多様な社会的背景を ・社会人，留学生等多様な社会的背景を ・社会人，留学生，中国引揚者子女等に対する入試，専門高校・総合学科卒業生選

有する学生に門戸を開放し，特に大学 有する学生に門戸を開放し，特に大学 抜，日韓共同理工系学部留学生事業，第３年次編入学選抜を実施した。
院課程では，専門職業人教育，リカレ 院課程では，専門職業人教育，リカレ ・特に大学院課程では，社会人は103人（うち14条特例により90人），留学生は32
ント教育，研究者養成教育等，多様な ント教育，研究者養成教育等，多様な 人が入学した。
教育機能に対応した入学者選抜を実施 教育機能に対応した入学者選抜を実施 ・技術経営研究科では，地域産業の技術的発展を担う社会人教育を目的とした入学
する。 する。 者選抜を実施した。その結果，平成19年度入学試験合格者の93.8％が社会人経験

者であった。
・実務法学研究科では，他の学問分野を履修した者または社会人としての経験を有

する者を広く受け入れることをアドミッション・ポリシーとして入学者選抜を実
施した。その結果，平成19年度入学試験合格者の26.9％が法学部以外の学部出身
者，22.5％が社会人経験者であった。

【114】 【114】
・大学院課程への飛び入学を推進し，高 ・大学院課程への飛び入学を推進し，高 ・学士課程の早期卒業により，１人が大学院自然科学研究科へ入学した。

い能力や豊かな資質を有する学生を選 い能力や豊かな資質を有する学生を選
抜する制度を充実する。 抜する制度を充実する。

○教育理念等に応じた教育課程を編成す ○教育理念等に応じた教育課程を編成す
るための具体的方策 るための具体的方策

【115】 【115】
・従来型の教養科目と専門科目との区分 ・従来型の教養科目と専門科目との区分 ・「全学科目」を安定して開講するために，全学教育機構における授業科目開設部

を廃し，両者を新たに有機的に連携さ を廃し，両者を新たに有機的に連携さ 門部会代表者・委員会議を中心に全学的な連絡・調整を行った。
せた「全学科目」を安定して開講する せた「全学科目」を安定して開講する ・各学部の教育目的の達成に向けて，主専攻プログラムの検討を行った。
制度を整える。その中で，各学部の教 制度を整える。その中で，各学部の教
育目的の達成に必要な全学科目の企画 育目的の達成に必要な全学科目の企画
・実施体制を充実する。 ・実施体制を充実する。

【116】 【116】
・教養教育として，学士課程初年次生向 ・教養教育として，学士課程初年次生向 ・初年次向けの科目として，「新潟学」「新潟の地質・災害をさぐる」など計53科

けには，「新潟大学個性化科目」（「新 けには，「新潟大学個性化科目」（「新 目の「新潟大学個性化科目」と，計47科目の「情報リテラシー教育科目」を実施
潟学」等，新潟大学でのみ学ぶことが 潟学」等，新潟大学でのみ学ぶことが した。
できる科目），情報リテラシー教育科 できる科目），情報リテラシー教育科 ・高大接続の観点を重視した転換・導入教育科目として，「大学学習法(スタディ
目，高大接続の観点を重視した転換・ 目，高大接続の観点を重視した転換・ スキルズ）」を72科目開設してさらに充実させた。
導入教育科目を充実するとともに，高 導入教育科目を充実するとともに，全 ・全学で開設される授業科目を各学部が教育課程に応じて教養教育に取り入れるこ
年次における「教養教育」を充実して， 学科目を活用して，学士課程を通じた とを可能とし，専門分野以外の科目を含め体系的に教養教育を実施した｡
学士課程を通じた教養教育を行う。 教養教育を行う。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【117】 【117】
・既修得内容と達成度に応じて，学生が ・既修得内容と達成度に応じて，学生が ・分野・水準コードによる授業科目の体系化

適切な授業科目を選択できるように， 適切な授業科目を選択できるように， （年度計画【91】の「計画の進捗状況」第１項参照）
授業科目の体系化を図るとともに，学 授業科目の体系化を図るとともに，学 ・成績優秀者（ＧＰＡ2.5以上）の学生を対象に，発展的学習が可能な課題別副専
生の多様な関心と資質に即した複線型 生の多様な関心と資質に即した複線型 攻プログラムを提供した。
履修方式を導入し，成績優秀者につい 履修方式を導入し，成績優秀者につい ・発展的学習が可能な複線型履修方式として，成績優秀者（ＧＰＡ2.5以上）の学
ては発展的学習が可能になるカリキュ ては発展的学習が可能になるカリキュ 生を対象に，主専攻とは別に一定以上の体系的履修を行ったものを認定する「副
ラムを提供する。 ラムを提供する。 専攻制度」を設け，課題別副専攻プログラムと分野別副専攻プログラムと合わせ

て計20プログラムを副専攻プログラムとして開設した。

【118】 【118】
・外国語教育については，目的・用途に ・外国語教育については，目的・用途に ・既修外国語（英語）については，一定数の習熟度の高い学生の養成を目的として

応じた選択的学習が可能となるよう 応じた選択的学習が可能となるよう コンピュータを活用した教育方法（ＣＡＬＬ）の試行を開始するとともに，「英
に，既修外国語（英語）の重点的学習 に，既修外国語（英語）の重点的学習 語教育企画開発室」を設置し，ＦＤや検討会を通じて今後の英語教育について検
体制を整備するとともに，初修外国語 体制を整備するとともに，初修外国語 討することとした。
の開講形態を改革し，多様な外国語科 の開講形態を改革し，多様な外国語科 ・初修外国語の少人数化，集中化，多言語化（13言語）を図り，各言語において習
目を開設する。また，いずれの外国語 目を開設する。また，いずれの外国語 熟度別に学習機会を選択できる制度を引き続き提供した。
教育においても，目的に応じて選択的 教育においても，目的に応じて選択的
に高度運用能力を修得できる制度を整 に高度運用能力を修得できる制度を整
備する。 備する。

【119】 【119】
・卒業後のキャリア形成を念頭に置いた ・卒業後のキャリア形成を念頭に置いた ・キャリアセンターでは，低学年次からキャリア意識が形成されることを目的とし

カリキュラムを開発する。 カリキュラムを開発する。 て，ＯＢ・ＯＧを講師に加えた「キャリア意識形成科目」を新設するなど，キャ
リア教育に関する多様な科目を開講した。

・各学部・研究科では，キャリア形成を目的とした科目を開設した。

【120】 【120】
・学士課程カリキュラムと大学院課程カ ・学士課程カリキュラムと大学院課程カ ・学士課程カリキュラムと大学院課程への接続性を高めるとともに，多様な経歴を

リキュラムの接続性を高めるととも リキュラムの接続性を高めるととも 有する学生の履修計画を容易にするため，各学部における教育プログラムの整備
に，他大学出身者・留学生・社会人等 に，他大学出身者・留学生・社会人等 を行い，「分野・水準表示法」により授業科目の系統性，段階性を明示する制度
に対し，教育課程の系統性・段階性を に対し，教育課程の系統性・段階性を を整備した。
明示する。 明示する。

【121】 【121】
・学部，大学院のシラバスを一層充実し，・学部，大学院のシラバスを一層充実し，・新学務情報システムを導入して，引き続き学部，大学院のシラバスを公開した。

学務情報システムで公開する。 学務情報システムで公開する。 ・シラバス作成のための新たなガイドラインを作成し，各授業担当教員に周知する
ことで，達成目標や成績評価基準に関してシラバスの改善・充実を図った。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○授業形態，学習指導法等に関する具体 ○授業形態，学習指導法等に関する具体
的方策 的方策

【122】 【122】
・高大接続を円滑に進めるため，学士課 ・高大接続を円滑に進めるため，学士課 ・「大学学習法」の充実

程の初年次に，スタディスキルズ（大 程の初年次に，スタディスキルズ（大 （年度計画【94】の「計画の進捗状況」参照）
学学習法）に関する科目を置き，これ 学学習法）に関する科目を置き，これ
を必修科目とする。 を必修科目とする。

【123】 【123】
・双方向型，多方向型授業の導入・充実 ・双方向型，多方向型授業の導入・充実 ・演習科目を中心に少人数教育の実施をさらに強化し，双方向型，多方向型の授業

を図るとともに，少人数教育を充実す を図るとともに，少人数教育を充実す の一層の充実を図った。
る。 る。 ・初修外国語の少人数化，集中化，多言語化を図り，それぞれについて習熟度別に

学習機会を選択できる制度を実施した。

【124】 【124】
・国際化に対応する能力を涵養するた ・国際化に対応する能力を涵養するた ・外国人教員による英語を用いた講義や英語による留学生との合同授業，英文文献

め，英語による講義・演習を充実する。 め，英語による講義・演習を充実する。 を活用した演習科目，科学技術英語科目の充実などにより，国際化に対応する能
力の涵養を図った。

【125】 【125】
・ＣＡＰ制（履修登録単位数上限制）の ・ＣＡＰ制（履修登録単位数上限制）の ・ＣＡＰ制を引き続き実施した。

実施，県内大学間や放送大学等との単 実施，県内大学間や放送大学等との単 ・工学部では，ＳＣＳを利用した長岡技術科学大学との単位互換協定に基づく授業
位互換制度の充実，ｅ－ラーニング（イ 位互換制度の充実，ｅ－ラーニング（イ 「土木史」を実施した。
ンターネットを用いた教育）等のＩＴ ンターネットを用いた教育）等のＩＴ ・人文学部や大学院医歯学総合研究科で講義内容をWebサイト上で公開するなど，e
技術を駆使した授業の導入，ティーチ 技術を駆使した授業の導入，ティーチ -Learning化を推進した。また，技術経営研究科では社会人学生の便宜のためのe
ングアシスタント制度（学部学生に対 ングアシスタント制度（学部学生に対 -Learning導入を検討した。
する教育補助業務等に大学院学生を活 する教育補助業務等に大学院学生を活 ・「ＴＡ在り方検討委員会」で，ＴＡ制度を積極的に活用するため，職務内容を拡
用する制度・ＴＡ）の充実等を図る。 用する制度・ＴＡ）の充実等を図る。 大する等，ＴＡ取扱要項の整備を行い，研修会を実施した。

【126】 【126】
・学部等の教育プログラムにインターン ・学部等の教育プログラムにインターン ・学部学生（主として３年次生）を対象にしたインターンシップに328人（191社）

シップ制度（就業体験を通じて実社会 シップ制度（就業体験を通じて実社会 が参加したほか，カリキュラム外としてキャリアセンターが開設した「キャリア
の課題を学修する授業）を導入・充実 の課題を学修する授業）を導入・充実 インターンシップ」（主として２年次生）に95人（41社）が参加した。
するとともに，大学院教育への導入を するとともに，大学院教育への導入を ・大学院でのインターンシップ科目を引き続き実施した。
検討する。 検討する。

○適切な成績評価等の実施に関する具体 ○適切な成績評価等の実施に関する具体
的方策 的方策

【127】 【127】
・成績評価の公正を維持するための組織 ・成績評価の公正を維持するための組織 ・成績評価の公正を維持するため，ＧＰＡ制度の計算方法を全学的に統一した。ま

を設置し，あわせて，学士課程におけ を設置し，あわせて，学士課程におけ た，成績評価の標準化について，成績評価のガイドラインの策定を今後検討する
るＧＰＡ制度（全履修科目の成績評点 るＧＰＡ制度（全履修科目の成績評点 こととした。
の平均値(Grade Point Average)を用 の平均値(Grade Point Average)を用
いた成績評価方法）を統一した計算方 いた成績評価方法）を統一した計算方
法で導入する。 法で導入する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【128】 【128】
・授業の目的，到達目標，成績評価の基 ・授業の目的，到達目標，成績評価の基 ・シラバスのガイドラインを改善し，授業の目的，到達目標，成績評価基準につい

準，過去の試験問題とその成績分布を 準，過去の試験問題とその成績分布を てより明確に記載して公開した。
シラバス等で公表し，学生の履修計画 シラバス等で公表し，学生の履修計画 ・過去の試験問題とその成績分布の公表について，全学教育機構や全学教育調整会
に供する。 に供する。 議及び各学部で検討した。

【129】 【129】
・再試験等の実施基準を明確にし，成績 ・再試験等の実施基準を明確にし，成績 ・再試験等については，全学教育機構及び全学教育調整会議において全学で統一し

評価のガイドラインを作成，公表する。 評価のガイドラインを作成，公表する。 た指針について検討した。

【130】 【130】
・修士号や博士号の学位授与について ・修士号や博士号の学位授与について ・審査基準，手続きなどについて，引き続き学生便覧などで公表するとともに学生

は，審査の厳格性と審査過程の透明性 は，審査の厳格性と審査過程の透明性 に周知した。
を確保するために学位取得の手続，授 を確保するために学位取得の手続，授
与の方針と審査基準を明確にし，公表 与の方針と審査基準を明確にし，公表
する。 する。

【131】 【131】
・学外や課外での学生の活動を奨励し， ・学外や課外での学生の活動を奨励し， ・教育人間科学部において学習支援ボランティアを単位化し，県内の小中学校60校

適切な範囲で単位化を図る。また，国 適切な範囲で単位化を図る。また，国 に150人が参加した。
内外の高等教育機関で学生が取得した 内外の高等教育機関で学生が取得した ・各学部において，入学前に他の高等教育機関で修得した単位の認定を行った。ま
単位について，その内容に応じて，本 単位について，その内容に応じて，本 た，留学中に国外で修得した単位の認定を行った。
学の教育課程の単位として認定するこ 学の教育課程の単位として認定するこ
とを推進する。 とを推進する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

③ 教育の実施体制等に関する目標

中 ・上記の教育目標の達成に必要な教職員を確保し，教員の専門性と学部・研究科の教育課程に応じて適切かつ柔軟に配置できる体制を整える。
期 ・施設設備の自己点検・評価を踏まえ，全学的な観点からその効率的な利用を図りながら，特に，国際化や情報化の進展，実践・実務・実験・臨床を指向する授
目 業，きめ細かな教育指導，学生の自発的な学習に配慮して，教育環境の整備・改善を継続的に進める。
標 ・教育の質の改善を図るため，教育の質に関する多元的な評価方法を確立するとともに，その評価に基づいて教育の質の向上を組織的かつ継続的に図る制度を構

築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（３）教育の実施体制等に関する目標を （３）教育の実施体制等に関する目標を
達成するための措置 達成するための措置

○適切な教職員の配置等に関する具体的 ○適切な教職員の配置等に関する具体的
方策 方策

【132】 【132】
・学部・大学院を越えて教員を一元的に ・学部・大学院を越えて教員を一元的に ・教育研究院に３学系，計16系列を設置し，学部・研究科の教育に対応した。

組織し，専門性に応じて人文社会・教 組織し，専門性に応じて人文社会・教 ・助教，助手の選考に関しては，「職の移行に関する基本方針」を策定し，平成19
育科学系，自然科学系，医歯学系の３ 育科学系，自然科学系，医歯学系の３ 年度から助教，助手を適切に配置することができるよう整備した。
学系に再編した教育研究院を整備・充 学系に再編した教育研究院を整備・充
実し，学部・研究科の教育に対応しつ 実し，学部・研究科の教育に対応しつ
つ，教育研究の展開状況に応じて教職 つ，教育研究の展開状況に応じて教職
員の配置の見直しを行う。 員の配置の見直しを行う。

【133】 【133】
・「全学科目」については，原則として ・「全学科目」については，原則として ・授業科目は引き続き全学的なものと位置付け，これらの開設については全学教育

超域研究機構等に所属する教員を除く 超域研究機構等に所属する教員を除く 機構の調整の下，全教員が授業を担当した。
全教員が担当するものとする。 全教員が担当するものとする。

【134】 【134】
・教養教育と専門教育との有機的な連携 ・教養教育と専門教育との有機的な連携 ・全学教育機構では，新たに２人の特任教員を配置し，多様な教員を柔軟に配置す

を目指し，全学教養教育実施委員会や を目指すため，全学教育機構の充実を る体制をより充実させた。
大学教育開発研究センター等を教養教 図り，大学教育開発研究センター等を ・教育プログラムや授業科目の企画・立案及び教育改革等について，全学教育機構
育の企画・立案・実施組織へと再編す 教育プログラムや授業科目の企画・立 を中心とし，大学教育開発研究センターと密接な連携の下に検討を行い，全学Ｆ
る。 案・実施組織へと再編する。 Ｄを２回実施した。

○教育に必要な設備，図書館，情報ネッ ○教育に必要な設備，図書館，情報ネッ
トワーク等の活用・整備の具体的方策 トワーク等の活用・整備の具体的方策

ア．教育支援施設・組織の活用・整備 ア．教育支援施設・組織の活用・整備
【135】 【135-1】
・附属図書館，総合情報処理センター， ・附属図書館，総合情報処理センター， ・再編成された学術情報基盤機構において，学内情報インフラ，電子図書館機能，

あさひまち展示館（新潟大学旭町学術 あさひまち展示館（新潟大学旭町学術 展示館機能等の整備を行った。
資料展示館室）を，有機的に連携する 資料展示館）を，有機的に連携する組 ・学内の教育研究成果を収集する新潟大学学術リポジトリの構築を進めるため，学
組織（学術情報基盤機構）として再編 織（学術情報基盤機構）として再編成 術リポジトリ専門委員会及びワーキンググループを設置して準備を進めた。
成し，教育研究活動に対する効果的・ し，教育研究活動に対する効果的・効
効率的な情報サービス運営を図る。 率的な情報サービス運営を図る。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

1)学部等の教育及び学生の自学自習に 【135-2】
対する附属図書館の支援機能を充実 1)学部等の教育及び学生の自学自習に ・学部等の教育支援を充実するため，文献情報ガイダンス（29回，323人）や電子
する。 対する附属図書館の支援機能を充実 ジャーナル利用者講習会（３回，42人）を実施し，大学学習法授業への出張サー

2)全学的な情報基礎教育を充実するた する。 ビス（23回，1,114人）を行った。
め，総合情報処理センターの機能を ・書庫の利用時間帯を拡大するとともに，学生用PC200台（マルチメディアコーナ
充実する。 ー65台，情報リテラシールーム15台，医歯学図書館120台）を更新し，学習支援

3)あさひまち展示館における，学術資 機能を充実した。
料・標本等の系統的・体系的な収集
・整理及びその公開を進め，学生や 【135-3】
市民の体験的学習の場としての機能 2)全学的な情報基礎教育を充実するた ・「情報機器操作入門」等を引き続き開設し，全学的な情報基礎教育の充実を図っ
を充実する。 め，総合情報処理センターの機能を た。

充実する。 ・総合情報処理センターコンピュータシステムの更新に伴い，計638台分の教育用
端末を更新するとともに，無線ＬＡＮのアクセスポイントを40ヶ所設置した。

【135-4】
3)あさひまち展示館における，学術資 ・学内や地域で所蔵する学術資料・標本等の系統的・体系的な収集・整理及び公開

料・標本等の系統的・体系的な収集 を進めるとともに，各学部における博物館実習や展示実習，実験器具や考古資料，
・整理及びその公開を進め，学生や 化石等の実物に接しながらの授業実施の場を提供した。また，近隣の中学校の団
市民の体験的学習の場としての機能 体見学の受入や，企画展示テーマに関連する体験教室を実施した。
を充実する。

【136】 【136】
・アイソトープ総合センター，機器分析 ・アイソトープ総合センター，機器分析 ・アイソトープ総合センターでは，学部のＲＩ教育に協力し，講義，実習指導及び

センター等と学部・研究科との連携を センター等と学部・研究科との連携を 実施に当たって必要なＲＩ施設・実習機器の整備を行った。
密接にし，教育支援組織として活用す 密接にし，教育支援組織として活用す ・機器分析センター所属の各機器の利用率と測定技能の向上を図るため，学生・大
る環境を整備する。 る環境を整備する。 学院生・教職員向けの講習会・機器説明会を合計18回実施した。

【137】 【137】
・留学生交流，学術交流等を通じて国際 ・留学生交流，学術交流等を通じて国際 ・国際交流教育の環境整備を図るため，国際センターを活用し，以下のような事業

交流教育についての環境整備を図る。 交流教育についての環境整備を図る。 を実施した。
1)「清華大学サマースクール」(16人参加)
2)「ＨＳＫ（漢語水平考試）受験対策講座」（18人参加）
3)「上海へ行こう」プロジェクト(24人参加)
4)「留学生教育支援プロジェクト」（国際センター，各学部・研究科の計11件の

事業に対し支援）
・国際学術交流の核としてＧＩＳ（地理情報システム）の研究プロジェクト及び学

生向け入門講義を開講した。また，ＧＩＳ共用学生実習室を各キャンパスに整備
した。

イ．教育支援設備の活用・整備 イ．教育支援設備の活用・整備
【138】 【138】
・既設の学務情報システムの充実を図 ・既設の学務情報システムに代わり，学 ・新しい学務情報システムとして，学生，教職員双方にとってより利便性の高い新

り，履修手続き等の利便性を高める。 生，大学双方にとって利便性の高い新 学務情報システムを平成18年８月に導入した。
学務情報システムを導入する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【139】 【139】
・講義室の情報ネットワークの整備等， ・講義室の情報ネットワークの整備等， ・総合情報処理センターコンピュータシステムの更新に際し，教育用端末の配置台

常に最適な教育環境を提供すべく，教 常に最適な教育環境を提供すべく，教 数の見直し及び無線ＬＡＮのアクセスポイントの再配置を実施し，教育環境の整
育設備等の整備を進める。 育設備等の整備を進める。 備を行った。

・各学部において，コンピュータ室の整備や大型モニターの設置，空調設備の設置
等，教育設備等の整備を進めた。

【140】 【140】
・双方向型・多方向型授業や少人数教育 ・双方向型・多方向型授業や少人数教育 ・少人数教育に対応したゼミ室の整備を全学的に行った。

のための講義室・演習室等の整備を行 のための講義室・演習室等の整備を行
う。 う。

【141】 【141】
・講義室の利用については，稼働率・利 ・講義室の利用については，稼働率・利 ・講義室，研究室の利用状況の調査に基づき作成した授業時間割の原則に従って，

用状況の調査を踏まえ，全学的な観点 用状況の調査を踏まえ，全学的な観点 講義室の効率的な利用に努めた。
及び学系の共同利用に配慮して効果的 及び学系の共同利用に配慮して効果的
・効率的に利用可能な体制を整備す ・効率的に利用可能な体制を整備す
る。 る。

【142】 【142】
・教育環境の向上を図るため，年次計画 ・教育環境の向上を図るため，年次計画 ・年次計画に従って，講義室等（６室，815㎡）の冷暖房設備の整備を進め，教育

を立てて講義室等の冷暖房設備を整備 に従って講義室等の冷暖房設備を整備 環境の向上を図った。
する。 する。

○教育活動の評価及び評価結果を質の改 ○教育活動の評価及び評価結果を質の改
善につなげるための具体的方策 善につなげるための具体的方策

【143】 【143】
・評価に関する全学の基本方針に基づ ・評価に関する全学の基本方針の策定を ・企画戦略本部において，評価に関する全学の基本方針「新潟大学における点検・

き，学部等は，個々の組織の特性に応 検討する。 評価に関する基本方針」を策定した。
じた評価基準・評価項目を策定した上 ・学部等は，個々の組織の特性に応じた ・全学の基本方針に基づき，学部等では個々の組織の特性に応じた評価基準・評価
で，学生による授業評価を実施し，そ 評価基準・評価項目を策定した上で， 項目を策定した上で，学生による授業評価アンケートを実施し，その評価結果を
の評価結果を公表して，各教員の授業 学生による授業評価を実施し，その評 公表するとともに，評価結果の分析を行い，各教員に授業内容の改善を促した。
内容の改善を促す体制を確立する。 価結果を公表して，各教員の授業内容

の改善を促す体制を確立する。

【144】 【144】
・在学生，卒業生，就職先企業等へのア ・在学生，卒業生，就職先企業等へのア ・在校生，卒業生等へのアンケート調査等によるカリキュラムの検討

ンケート等により，学士教育等の達成 ンケート等により，学士教育等の達成 （年度計画【107】の「計画の進捗状況」参照）
度（満足度）を調査し，その結果を教 度（満足度）を調査し，その結果を教
育目標の見直しやカリキュラム改革に 育目標の見直しやカリキュラム改革に
反映させる。 反映させる。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【145】 【145】
・学務情報システムを利用し，学生の成 ・学務情報システムを利用し，学生の成 ・全学教育機構の全学教育企画部門を中心に，成績評価等の調査・分析について検

績評価等を調査・分析する体制を整え 績評価等を調査・分析する体制を整え 討した。
る。 る。 ・新学務情報システムにおいて，学生の入学から卒業後までを含む情報の提供がで

きる「学生カルテ」の運用方法について検討した。

【146】 【146】
・ＦＤ(Faculty Development：教員の教 ・ＦＤ(Faculty Development：教員の教 ・全学教育機構及び大学教育開発研究センターでは，全学ＦＤ講演会を２回開催し

育資質の向上，教育の改善に向けた組 育資質の向上，教育の改善に向けた組 た。また，ＦＤ活動の一環として公開授業研究会などを開催した。
織的取組)，ＳＤ（Staff Development 織的取組)，ＳＤ（Staff Development ・各学部においても，全学教育機構の協力を得ながら，それぞれのテーマに応じた
：教員と職員双方の教育資質の向上に ：教員と職員双方の教育資質の向上に ＦＤやＳＤを開催した。
向けた組織的取組）を通じて，学生に 向けた組織的取組）を通じて，学生に ・保健管理センターでは，計５回のＳＤ講演会を開催した。
対する教職員の対応や教職員の専門性 対する教職員の対応や教職員の専門性
の向上を図る。 の向上を図る。

【147】 【147】
・教育の質の改善を効果的・効率的に進 ・教育の質の改善を効果的・効率的に進 ・教員褒賞制度「新潟大学学長教育賞」を実施し，２人を表彰した。

めるため，意欲ある教員にインセンテ めるため，意欲ある教員にインセンテ
ィブを与える等，様々な方策を導入す ィブを与える等，様々な方策を導入す
る。 る。

○教材，学習指導法等に関する研究開発 ○教材，学習指導法等に関する研究開発
及びＦＤに関する具体的方策 及びＦＤに関する具体的方策

【148】 【148】
・教育の質の向上を図るため，全学的な ・教育の質の向上を図るため，全学的な ・全学的なテーマでＦＤを実施した。

テーマによるＦＤを実施する。 テーマによるＦＤを実施する。 （年度計画【146】の「計画の進捗状況」参照）

【149】 【149】
・初任者研修ＦＤを義務づけ，教育シス ・初任者研修ＦＤを義務づけ，教育シス ・新潟大学の教育システムの周知，教員倫理，教員としての心身の健康管理などを

テムに関する周知徹底を図る。 テムに関する周知徹底を図る。 目的とした新任教員研修（３日間）を義務づけて，31人が参加した。

【150】 【150】
・各学部等で実施されているＦＤを，必 ・各学部等で実施されているＦＤを，必 ・各学部等で必要に応じてＦＤをＳＤに再編し，教職員が連携して教育改革に携わ

要に応じて事務職員等を交えたＳＤに 要に応じて事務職員等を交えたＳＤに る体制の整備を図った。
再編し，教職員が連携して教育改善に 再編し，教職員が連携して教育改善に ・全学教育機構では，全学ＦＤ等を実施し，教職員が連携して教育改善に携わる体
携わる体制を整備する。 携わる体制を整備する。 制を整備した。

【151】 【151】
・大学教育開発研究センターの機能を充 ・大学教育開発研究センターの機能を充 ・大学教育開発研究センターについて，全学教育機構の全学教育企画部門と教育支

実し，教材，学習指導法等に関する研 実し，教材，学習指導法等に関する研 援部門と連携して，学生による授業評価アンケートを実施するなど，教材及び学
究開発を行うとともに，ＦＤの実施に 究開発を行うとともに，全学教育機構 習指導方法など授業改善を進めた。
関する中心的役割を担う組織とする。 と連携してＦＤの実施に関する中心的 ・全学教育機構と連携して，ＦＤを２回開催し，教育改善及び高等教育の国際的ヴ

役割を担う組織とする。 ィジョンについて報告した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【152】 【152】
・教員が開発した優れた教材を蓄積（ラ ・教員が開発した優れた教材を蓄積（ラ ・教員作成教材やショートe-Learningコンテンツの作成と公開，講義映像の収録と

イブラリー化）し，その共同開発，共 イブラリー化）し，その共同開発，共 保存など，教材のライブラリー化をさらに進めた。
同利用を進める。特に地域特性を踏ま 同利用を進める。特に地域特性を踏ま
えた講義（「新潟学」）等の教材を学 えた講義（「新潟学」）等の教材を学
内外へ公開することを検討する。 内外へ公開することを検討する。

○学内共同教育等に関する具体的方策 ○学内共同教育等に関する具体的方策
【153】 【153】

・全学の授業科目を企画・調整・開設す ・平成17年度に配置した２人の専任教員に加え，平成18年度は２人の特任教員を新
るための組織として設置した全学教育 たに配置し，全学の授業科目の企画・調整・開設を行った。
機構を充実する。

【154】 【154】
・大学教育開発研究センターの機能とし ・大学教育開発研究センターの機能とし ・大学教育開発研究センターでは，大学教育に関わる評価に関する研究，教育支援

て，大学教育に関わる評価に関する研 て，大学教育に関わる評価に関する研 に関する研究及び授業科目の企画支援として，学内の実情を把握し，国内外の動
究，教育支援に関する研究，「全学科 究，教育支援に関する研究，授業科目 向について調査・分析を実施した。
目」に関わる企画・調整支援を充実さ の企画支援を充実させる。
せる。

【155】 【155】
・各学部等の開講科目を必要に応じて全 ・各学部等の開講科目を必要に応じて全 ・全学で開講している授業科目に導入している「分野・水準表示法」について，パ

学に開放し，学生の複線型履修を可能 学に開放し，学生の複線型履修を可能 ンフレットの配布や各学部が開催するＦＤにおいて説明するなどにより一層の周
にするような共同教育体制を整備す にするような共同教育体制を整備す 知を図り，共同教育体制をさらに充実した。
る。 る。 ・各学部等の開講科目を必要に応じて全学に開放し，副専攻制度の実施に当たり，

各副専攻プログラムごとに設置されている「副専攻委員会」によりテーマカリキ
ュラムの運営を行い，共同教育体制をさらに充実させた。

【156】 【156】
・外国語教育・情報教育については，全 ・外国語教育・情報教育については，全 ・外国語教育に係る委員会及び英語教育企画開発室を設置し，全学共同教育体制を

学共同教育体制を強化する。 学共同教育体制を強化する。 強化した。
（年度計画【118】の「計画の進捗状況」参照）
・総合情報処理センターの機能を整備し，情報教育を充実した。
（年度計画【135-3】の「計画の進捗状況」参照）

○学部・研究科等の教育実施体制等に関 ○学部・研究科等の教育実施体制等に関
する特記事項 する特記事項

【157】 【157】
・教養教育に資する科目を，専門教育と ・教養教育の在り方を抜本的に刷新し， ・全学教育機構では，授業科目に付している分野・水準コードを用い，開設科目の

有機的連携を保ちながら学士課程全般 全学科目の実施体制を充実する。 実態について分析し，その結果をもとに全学科目（うち教養教育に資する科目）
を通じて履修する「全学科目」として の実施体制を改善した。
位置づけ，教養教育の在り方を刷新す
る。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【158】 【158】
・学士課程教育については，従来の学位 ・学士課程教育については，従来の学位 ・課題別副専攻は，平成17年度までに開設していた13プログラムに加え，新たに「地

を基礎としながら，副専攻制の導入等 を基礎としながら，副専攻制の導入等 域学」を追加した。この結果，分野別副専攻６プログラムと合わせて計20プログ
により，複線型履修を可能とする教育 により，複線型履修を可能とする教育 ラムとなった。
課程を整備する。また，大学院課程に 課程を整備する。また，大学院課程に ・技術と経営を融合し，新潟地域を発信源とする技術に基づく産業育成とその国際
ついては，医学・工学・法学・経営学 ついては，医学・工学・法学・経営学 競争力の向上を担える人材育成を目的とした，大学院技術経営研究科（MOT）を
等を融合する教育課程の設置等，新た 等を融合する教育課程の設置等，新た 設置した。
な社会的ニーズに対応できるよう高度 な社会的ニーズに対応できるよう高度
専門職業人を養成する教育課程の整備 専門職業人を養成する教育課程の整備
を進める。 を進める。

【159】 【159】
・工学部で採用されている優れた教育業 ・工学部で採用されている優れた教育業 ・工学部で実施している「教育賞」に加え，教育人間科学部においても「教育賞」

績を挙げた教員に授与する「教育賞」 績を挙げた教員に授与する「教育賞」 を導入した。
を充実・発展させるとともに，同種の を充実・発展させるとともに，同種の ・全学的観点による教員褒賞制度
制度の導入を他の学部等でも検討す 制度の導入を他の学部等でも検討す （年度計画【147】の「計画の進捗状況」参照）
る。 る。

【160】 【160】
・特に大学院生について，国際会議への ・特に大学院生について，国際会議への ・大学院生の国際学会への参加を支援し，高い知見と技術を有する高度専門職業人

参加・発表を促進する。 参加・発表を促進する。 を育成するための「国際会議研究発表支援事業」について，590万円を措置し，3
3件の海外派遣支援を行った。

【161】 【161】
・学外の補助事業等に採択された教育プ ・学外の補助事業等に採択された教育プ ・特色ＧＰ「ものづくりを支える工学力教育の拠点形成」（新潟大学，長崎大学，

ログラムについては積極的に支援する ログラムについては積極的に支援する 富山大学）については，企業ウィーク，特別講演，ものづくりコンテスト，企業
とともに，事業の成果を教育課程，教 とともに，事業の成果を教育課程，教 連携型協働研究などの事業を実施した。
育方法の改善に活用して特色ある教育 育方法の改善に活用して特色ある教育 ・法科大学院等専門職ＧＰ「裁判と法実務の国際体験プログラム」（新潟大学，九
を推進する。 を推進する。 州大学，青山学院大学）については，海外法曹事情視察，シンポジウムなどを実

施した。「法学未修者向け導入プログラム開発」については，モニター授業，シ
ンポジウムなどを実施した。「地域の国際化に対応する教育プログラム開発」（静
岡大学，新潟大学，北海学園大学）では，海外視察，シンポジウムなどを実施し
た。

・医療人ＧＰ「中越地震に学ぶ赤ひげチーム医療人の育成」（医学部と医歯学総合
病院）では，地域医療体験実習などを実施した。

・大学院イニシアティブ「留学生大学院教育の実質化による国際貢献」（大学院医
歯学総合研究科）では，スリランカ・ペラデニア大学からの外国人留学生受け入
れなどを実施した。

・平成1８年度には，新たに次の２事業が採択された。
【特色ＧＰ】「学生主体の三位一体 新歯学教育課程」（歯学部）
【現代ＧＰ】「企業連携に基づく実践的工学キャリア教育」（工学部）
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

中 ・学生が自らの学習目標に応じて，効果的・効率的にカリキュラムを修得できるよう，きめ細かな学習支援体制を整備する。
期 ・学部生及び大学院生の就職・進学等進路に関する方針を策定し，進路についての早期からの意識啓発を図るとともに，学生の希望に適った能力の開発や資質の
目 向上を支援する。
標 ・多様な資質・能力・社会的背景をもつ学生がそれぞれ豊かで快適な学生生活を送ることができるように，健康管理に関する支援や経済的支援等の生活支援を行

う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（４）学生への支援に関する目標を達成 （４）学生への支援に関する目標を達成
するための措置 するための措置

○学習相談・助言・支援の組織的対応に ○学習相談・助言・支援の組織的対応に
関する具体的方策 関する具体的方策

【162】 【162】
・担任制・アドバイザー制等の導入・充 ・担任制・アドバイザー制等の導入・充 ・新学務情報システム（学生カルテ）の導入により指導教員への学生に係る情報の

実やオフィスアワー・面談時間等の設 実やオフィスアワー・面談時間等の設 提供が可能となり，きめ細かな対面型の履修指導の実施を支援するシステムを整
置により，各教育プログラムレベルで， 置により，各教育プログラムレベルで， 備した。
きめ細かな対面型の履修指導ができる きめ細かな対面型の履修指導ができる ・各学部・研究科において，担任制やアドバイザー制，オフィスアワー・面談時間
体制を整備・充実する。 体制を整備・充実する。 の設置等を整備・充実した。

【163】 【163】
・教育プログラムごとに，ガイダンス方 ・教育プログラムごとに，ガイダンス方 ・これまでに整備した履修指導体制（履修指導委員会等）を活用し，教育プログラ

法を改善し，履修指導体制上で生じた 法を改善し，履修指導体制上で生じた ムごとに，対象の学生に応じた，多様できめの細かいガイダンスを実施した。ま
問題点を集約して，指導体制の改善に 問題点を集約して，指導体制の改善に た，各種資格取得のための基準等についてもガイダンスを行うなど，ガイダンス
つながるシステムを開発・導入する。 つながるシステムを開発・導入する。 方法の改善を行い，各種資格の合格率の向上に努めた。

○進路支援等に関する具体的方策 ○進路支援等に関する具体的方策
【164】 【164】
・就職部をキャリアセンターに改編・充 ・キャリアセンターを充実し，活用を図 ・キャリアセンターでは，専任教員１人，協力教員８人を配置し，キャリア教育の

実し，学内組織及び学外の団体と連携 る。 研究・情報収集，キャリア教育ＦＤの開催や企業訪問・企業開拓の改善を図った。
して，就職，進学，起業も含め進路全 ・東京事務所を活用した学生支援の情報 ・キャリアセンターでは，計49事業（延べ9,334人参加）を実施し，訪問者数は一
体を見据えた情報の収集・提供，相談 収集・発信を行う。 日平均約120人であった。
体制の強化，キャリアインターンシッ ・キャリアインターンシップへの参加学生は年々増加し，平成18年度は95人41社で
プ制度（就業意識啓発を目的とした就 あった。
業体験を行う制度）の充実，面接指導 ・東京事務所を活用し，学生支援の情報収集・発信を行った。
・模擬面接の実施，内定者・卒業生に （年度計画【67-2】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）
よる体験談発表会の開催，公務員試験
・教員採用試験・適性検査等の対策プ
ログラムの開発，企業訪問による就職
先の開拓等を図る。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【165】 【165】
・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー関連教員，研究員による企業向けの研究成

を中心に，学生による起業を全学で支 を中心に，学生による起業を全学で支 果発表会を２回，院生や若手研究者向けの先端研究シーズ講演会を３回開催する
援する。 援する。 など，チャレンジ精神とイノベーションスピリッツの育成に努めた。

・外部資金による研究シーズ育成短期プロジェクトや顕在化プロジェクトを積極的
に獲得して成果を上げるなど，若手研究員や院生に対するベンチャ－マインド育
成に努めた。

【166】 【166】
・学部等の教育プログラムを担当する教 ・学部等の教育プログラムを担当する教 ・各学部・研究科において，学務委員会や学生支援専門委員会，進学説明会等によ

職員が，進学情報を提供し，進学相談 職員が，進学情報を提供し，進学相談 り進学情報の提供や進学相談にきめ細かに応じた。
に応じる体制を整える。 に応じる体制を整える。 ・キャリアセンターの教職員と各学部・研究科等の教育プログラムを担当する教職

員との連携を図りながら，キャリア教育に関するＦＤを開催し，本学における進
路支援やキャリア教育の充実に努めるなど，進学情報の収集と学生への開示に努
めた。

○生活相談等に関する具体的方策 ○生活相談等に関する具体的方策
【167】 【167】
・保健管理センターや学生相談室等の全 ・保健管理センターや学生相談室等の全 ・保健管理センターにおいて，教職員を対象としたＳＤ講演会を５回開催し，学生

学組織と個々の教育組織及び教職員と 学組織と個々の教育組織及び教職員と 相談の能力向上を図ったほか，相談に関する情報交換を行い各組織間の連携を進
が密接に連絡をとりながら，相談体制 が密接に連絡をとりながら，相談体制 めた。
を整備する。 を整備する。

【168】 【168】
・セクシュアル・ハラスメント等の人権 ・セクシュアル・ハラスメント等の人権 ・セクシュアル・ハラスメントの防止及びアカデミック・ハラスメント予防のため

侵害を予防する施策をとるとともに， 侵害を予防する施策をとるとともに， のリーフレットを作成するとともに，対応する体制を整備した。
事件や事故が起こった場合に迅速かつ 事件や事故が起こった場合に迅速かつ （年度計画【41】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）
適切に対応できる体制を整備する。 適切に対応できる体制を整備する。

【169】 【169】
・学生の課外活動・ボランティア活動等 ・学生の課外活動・ボランティア活動等 ・「学生ボランティア活動の支援に関する要項」を制定し，支援が必要と認めた団

の自主的活動を支援する体制を充実す の自主的活動を支援する体制を充実す 体には，指導・助言のためのアドバイザー教員の配置，活動に必要な物品の援助
る。 る。 等の支援を行うこととした。

・中越地震を契機に発足した「震災ボランティア本部」を，他のボランティア活動
も行えるよう「学生ボランティア本部」へと発展させ，同本部に対して学内に活
動スペースを提供するなど活動の支援を行った。

・サークルリーダー合宿研修（26人，14団体，教職員６人が参加）を実施して，課
外活動を支援する体制を充実させた。

・「学長が行う学生表彰に関する規程」を制定し，課外活動及び社会活動等におい
て特に顕著な成績を挙げた学生を表彰する制度を整備した。初回の平成18年度は，
個人２人と２団体を表彰した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○健康管理に関する具体的方策 ○健康管理に関する具体的方策
【170】 【170】
・教職員と密接に連絡をとりながら，保 ・教職員と密接に連絡をとりながら，保 ・学生及び職員を対象とした「心の健康セミナー」を４回，「健康セミナー」を１

健管理センターが健康診断・健康相談 健管理センターが健康診断・健康相談 回開催した。
業務を充実し，健康医学教育を推進す 業務を充実し，健康医学教育を推進す ・授業科目「健康と医学」を開設し，健康医学教育を推進した。
る。 る。 ・新入生及び卒業年次学生を対象にメンタルヘルス検診を実施し，メンタルヘルス

ケアが必要な学生の早期発見とその対応を図った。

○経済的支援に関する具体的方策 ○経済的支援に関する具体的方策
【171】 【171-1】
・各種奨学金制度，授業料免除制度等の ・各種奨学金制度，授業料免除制度等の ・独立行政法人日本学生支援機構奨学生4,647人及び地方公共団体，民間育英奨学

活用やアルバイトの斡旋等により，経 活用やアルバイトの斡旋等により，経 団体の各種奨学生45人の奨学金給付を支援した。
済的に困難な優秀学生を支援する。 済的に困難な優秀学生を支援する。 ・全学生の約１割にあたる学生に授業料の全額又は半額免除を行った。

・アルバイトは，学生の職業に対する意識高揚という観点からも，学業に差し支え
のない範囲で，年間1,212件の斡旋を行った。

・家計事情等の理由により，一時的に必要となる学資の支弁が困難な学生に対し，
学修環境の確保を支援することを目的として，修学支援金を貸与する制度を開始
し，10人の学生に対して貸与を行った。

【171-2】
・学業等成績優秀者に対する奨学金制度 ・学習意欲を高めるため，第１年次学生は入試成績優秀者，第２年次以降学生は学

の導入を図る。 業成績優秀者を対象として，給付型奨学支援を行う制度を開始した。平成18年度
は132人の学生に給付した。

【172】 【172】
・各種奨学金制度の活用を促進するた ・各種奨学金制度の活用を促進するた ・各種奨学団体等への本学の採用実績等をWebサイトに掲載し，引き続き周知の徹

め，奨学金制度の周知を図るとともに， め，奨学金制度の周知を図るとともに， 底を図った。
新たな奨学金獲得のための支援体制を 新たな奨学金獲得のための支援体制を
整える。 整える。

【173】 【173】
・学生寮や福利厚生施設等の整備に関す ・学生寮や福利厚生施設等の整備に関す ・大学全体の施設整備計画を踏まえ，厚生施設・体育施設・課外活動施設等の整備

る基本計画を策定し，学生の生活環境 る基本計画を策定し，学生の生活環境 に関する基本計画に基づき，学生寮内装改修，第１体育館(武道場含む）の改修
を整備する。 を整備する。 整備及びテニスコート等の整備を行った。

・民間による福利厚生施設の導入を決定した。

○社会人・留学生等に対する配慮 ○社会人・留学生等に対する配慮
【174】 【174】
・社会人や留学生，編転入学生，帰国子 ・社会人や留学生，編転入学生，帰国子 ・国際センターでの留学生に対する日本語課外補講や，各学部での総合高校卒業生，

女，中国引揚者等子女等，一般学生と 女，中国引揚者等子女等，一般学生と 社会人や編転入学生に対する補習授業などの実施により，学習面での支援を行っ
は異なる社会的背景・条件等を有する は異なる社会的背景・条件等を有する た。
学生に対して，学習・生活両面で支援 学生に対して，学習・生活両面で支援 ・各学部・研究科では，個別の特別ガイダンスや定期的な懇談会などを実施し，学
する体制を整備する。個別にガイダン する体制を整備する。個別にガイダン 習・生活両面での支援を行った。
スを実施して大学生活全般に関する情 スを実施して大学生活全般に関する情 ・留学生に対するチューター制度を評価するために，チューター懇談会を実施し，
報を提供するとともに，必要な場合に 報を提供するとともに，必要な場合に 実態を把握し改善した。
は補習授業を行い，また適切な助言が は補習授業を行い，また適切な助言が
できる相談体制を整備する。 できる相談体制を整備する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【175】 【175】
・国際センターにおいて，日本語・日本 ・国際センターにおいて，日本語・日本 ・国際センターでは，入学時の基礎的日本語学習レベルにより習熟度別クラス編成

事情に関する教育，留学生の大学生活 事情に関する教育，留学生の大学生活 を行い，日本語・日本事情に関する教育を実施するとともに，留学生の大学生活
の支援，短期留学プログラムの企画運 の支援，短期留学プログラムの企画運 の支援を行った。
営を行う。 営を行う。 ・日本語等研修コース修了発表会（年２回開催）を一般公開し，参加した市民（前

期71人，後期87人）を交えた質疑応答を行った。
・国際センターでは，各学部・研究科の協力の下に，大学間交流協定または部局間

協定を締結している外国の大学からの留学生（計18人）を対象とした「日本に関
する科目」「日本語に関する科目」等の短期留学プログラム（SSWANプログラム）
の企画運営を行った。

【176】 【176】
・留学生，帰国子女，中国引揚者等子女 ・留学生，帰国子女，中国引揚者等子女 ・国際センターでは，課外活動（市内の博物館，工場見学等）や合宿研修等を実施

等，日本社会の習慣や慣習に馴染みが 等，日本社会の習慣や慣習に馴染みが し，学業だけでなく，日常生活等についての異文化交流の体験を企画運営し，延
薄い学生に対しては，学業だけでなく， 薄い学生に対しては，学業だけでなく， べ158人の留学生の参加があった。
日常生活等でも，異文化交流の観点に 日常生活等でも，異文化交流の観点に ・各学部・研究科では，担当指導教員やアドバイザー教員の配置，個別の特別ガイ
立った指導を充実する。 立った指導を充実する。 ダンスや懇談会の実施などにより，日常生活等を含めたきめ細かな留学生の指導

を実施した。
・留学生に対するチュータ制度を活性化させ，延べ114人の学生をチュータとして

任命し，日常生活における学生間の異文化交流を充実させた。

【177】 【177】
・長期履修生制度や１４条特例等を積極 ・長期履修生制度や１４条特例等を積極 ・社会人，現職教員に対し長期履修制度（利用者93人）及び14条特例（利用者254

的に活用し，社会人の学習ニーズに応 的に活用し，社会人の学習ニーズに応 人）を積極的に活用し，社会人学生の学習ニーズに応えた。
える。 える。

【178】 【178】
・教育訓練給付制度を一層活用し，指定 ・教育訓練給付制度を一層活用し，指定 ・大学院現代社会文化研究科現代マネジメント専攻博士前期課程の指定講座におい

講座を充実する。 講座を充実する。 て，引き続き活用している。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 ・学内外の研究者と連携を図りながら，基礎研究・応用研究を問わず特色ある研究，世界に卓越した先端的研究，社会的要請の高い研究，長期的視野に立つ価値
期 ある研究，本学の地域性に立脚した研究を推進する。また，確立された分野において高い水準を保つ研究を推進するとともに，新しい研究分野を体系的に開拓
目 する方向性を重視する。
標 ・研究成果を組織的効果的に社会に還元し，地域社会の活性化や国際社会の均衡ある発展に貢献する。

・研究分野・方法・成果の特性や特徴を踏まえて，全学的な評価体制を整備し，適切な評価を行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（１）研究水準及び研究の成果等に関す （１）研究水準及び研究の成果等に関す
る目標を達成するための措置 る目標を達成するための措置

○大学として重点的に取り組む領域 ○大学として重点的に取り組む領域
【179】 【179】
・教育研究院の人文社会・教育科学系， ・教育研究院の人文社会・教育科学系， ・平成17年度に引き続き，独創的で特徴ある研究を中心に採択した,学内公募型競

自然科学系，医歯学系において，それ 自然科学系，医歯学系において，それ 争的資金制度（新潟大学プロジェクト推進経費）の実施において，学系単位もし
ぞれの独創的で特徴ある研究を推進す ぞれの独創的で特徴ある研究を推進す くは複数学系の研究分野にわたる大型プロジェクトの公募・選定を行った。
る。 る。 ・各学系では，学系長裁量経費を設け研究プロジェクトを支援し，その結果，「グ

ローバリゼーション下の東アジア社会経済の研究」「分子ナノ構造体による近接
場光の制御とナノフォトニック機能素子の開発」などの特徴ある研究が推進され
た。

・独創的で特徴ある研究プロジェクトを推進するため，平成17年度から発足した「コ
ア・ステーション」制度として，さらに，「ヒューマン・ヘルスＧＩＳセンター」
などの６つの事業体が認定され，合計12の事業体となった。設備・運営等につい
て学長並びに学系長裁量経費により支援を行った。

・トップダウンによる「戦略的教育・研究プロジェクト経費」を創設し，本学の独
自性をアピールできるプロジェクトを推進した。

【180】 【180】
・超域研究機構において，次世代の研究 ・超域研究機構において，次世代の研究 ・超域研究機構では，第３期のプロジェクトを公募し，創生研究部門として人文社

分野の開拓を目指した先端領域での分 分野の開拓を目指した先端領域での分 会２（東洋史，哲学），自然科学２（数学，分子生物学），医歯学１（分子生物
野横断型の研究を推進する。 野横断型の研究を推進する。 学）を，社会貢献研究部門としては，自然科学３（半導体材料の製造技術開発，

発光材料の開発，水素エネルギー関連材料の開発）の，合計８プロジェクトを新
規採択した。

・第１，２期採択を含めたプロジェクト32課題に対し，人的支援として，新たに６
人の専任教員，３人の特別研究員の配置を決定した。これらに加えて３プロジェ
クトに対してプロジェクト推進経費を交付するなど，重点支援を行った。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【181】 【181】
・中核的研究拠点として発展を続ける脳 ・中核的研究拠点として発展を続ける脳 ・21世紀ＣＯＥプログラム「脳神経病理学研究教育拠点形成」では，本プログラム

研究所附属統合脳機能研究センター及 研究所附属統合脳機能研究センター及 で開発された遠隔操作顕微鏡の配置を行った。また，日本の９施設に加え中国の
びテレメディシン（デジタル臨床医療） びテレメディシン（デジタル臨床医療） 首都医科大学脳神経病理学の参加を得て，すでに実施済みのe-Learningシステム
構想の一環である２１世紀ＣＯＥプロ 構想の一環である２１世紀ＣＯＥプロ とあわせて，遠隔病理学ネットワークがほぼ完成した。
グラム脳神経病理学研究教育拠点形成 グラム脳神経病理学研究教育拠点形成 ・連携融合事業「水分子の脳科学」では，PET棟に標識化合物（ Ｃ)合成装置を導11

プロジェクトを重点支援する等，世界 プロジェクトを重点支援する等，世界 入し，７テスラMRIによる生体顕微鏡開発も順調に進行しており，世界に先駆け
をリードする研究教育拠点を形成す をリードする研究教育拠点を形成す て，老人斑をアルツハイマー病患者において画像化することに成功した。
る。 る。

【182】 【182】
・本学の地域性・立地性・拠点性（新潟 ・本学の地域性・立地性・拠点性（新潟 ・新たに災害復興科学センターを設置し，特別指定事業テーマである「中山間地災

県域から東北アジアまで）を考慮した 県域から東北アジアまで）を考慮した 害に対する復興モデル構築への総合的学術アプローチ」の一環として山古志ねっ
研究を推進する。（例えば「トキの野 研究を推進する。（例えば「トキの野 と共同実験プロジェクトを推進した。また，中越地震のほか，パキスタン地震な
生復帰に向けた地域環境の創生」研究 生復帰に向けた地域環境の創生」研究 ど世界レベルでの斜面災害に対する防災に関する国際シンポジウム「インタープ
等を分野横断的な取組みで推進する。） 等を分野横断的な取組みで推進する。） リベント2006」を開催した。

・超域研究機構では，第３期プロジェクトとして，「東北アジア地域ネットワーク
の研究」など，地域社会が求めるニーズや本学の拠点性を反映させるプロジェク
トを採択し，学長裁量経費により研究支援を行った。また，「大域的文化システ
ムの再構成に関する資料学的研究」では，モンゴル国との交流をテーマに公開講
演会を開催し，駐日モンゴル大使が基調講演を行った。

・新潟大学トキプロジェクトでは，試験放鳥を控え，順化施設周辺の餌生物動態調
査，野生復帰後の生存可能性分析などの研究を進めるとともに，佐渡市市民公開
講座等に協力するなど15回の講演を行い，環境教育活動を行った。

○成果の社会への還元に関する具体的方 ○成果の社会への還元に関する具体的方
策 策

【183】 【183】
・研究成果に基づく知識や技術が地域社 ・研究成果に基づく知識や技術が地域社 ・社会連携推進機構を中心として，地域住民，行政，学生，教職員等を対象に，「ま

会や国際社会との共有財産となるよ 会や国際社会との共有財産となるよ ちづくり」「文化活動」をテーマにした社会連携フォーラム「地域とキャンパス
う，社会との連携を図る組織（社会連 う，社会との連携を図るために設置し で始まるちょっと新しいまちづくり」を開催した。また，経営者等を対象に，新
携推進機構）を設置するとともに，広 た組織（社会連携推進機構）を充実す 潟大学が産学連携による地域社会への貢献をテーマに社会連携フォーラム「感性
報センターを活用し，ホームページ， るとともに，広報センターを活用し， とものづくり」を開催し，地元企業の事例紹介やパネルディスカッションを行っ
出版物，地域メディア等を通して紹介 ホームページ，出版物，地域メディア た。
・普及を行う。 等を通して紹介・普及を行う。 ・学内各組織およびコア・ステーション事業体では，Webサイト及び広報誌の更新

を行い，内容の充実を図った。

【184】 【184】
・研究成果の紹介や普及を目的として， ・研究成果の紹介や普及を目的として， ・公開講座，テレビ公開講座，展示会，シーズプレゼンテーション，新潟市内にお

公開講座，シンポジウム等を実施し， 公開講座，シンポジウム等を実施し， ける国際シンポジウム，その他のシンポジウム，研究会，研修会を行った。
充実する。 充実する。 ・東京事務所を活用し，JSTとの共催による新潟大学研究シーズ発表会等を開催し

た。
（年度計画【67-2】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【185】 【185】
・国や自治体，各種団体の委員会や研修 ・国や自治体，各種団体の委員会や研修 ・総合科学技術会議事務局（内閣府，環境・エネルギー分野上席政策調査員職），

等に参加し，専門的な知見や学識を提 等に参加し，専門的な知見や学識を提 及び日本学術振興会学術システム研究センターへ教員を，引き続き兼務で派遣す
供する。 供する。 るなど，国，新潟県，県内市町村等の各種委員会委員，研修会講師を多く派遣し

た。
・医学部教員が鳥インフルエンザ感染と関連し，全国各地で講演による教育を行っ

た。

【186】 【186】
・大学から生まれる知的財産を発掘し， ・大学から生まれる知的財産を発掘し， ・知的財産本部では，国際的な産学官連携活動に対応するため，構成員に国際セン

これを社会に還元することを目的とし これを社会に還元することを目的とし ターの教員を新たに加えた。この結果，学長をはじめ総勢15人，うち企業経験者
た知的財産本部を充実し，県内の高等 た知的財産本部を充実し，県内の高等 が６人含まれることとなり，より充実した産学官連携活動の推進が図れる体制と
教育機関等の当該組織との連携を進め 教育機関等の当該組織との連携を進め した。
る。 る。 ・事務組織改組に伴い，研究支援部に産学連携課（10人）を設置し，知的財産事務

の充実を図った。
・新潟大学，長岡技術科学大学，上越教育大学，新潟国際情報大学，新潟医療福祉

大学の５大学からなる新潟県大学連合知的財産本部は平成18年度追加プロジェク
トとして，「内部人材養成事業」，「21世紀型産学官連携手法の構築に係るプログ
ラム」の２つの課題が採択され，連携を進めた。

【187】 【187】
・地域共同研究センターの機能を強化 ・地域共同研究センターの機能を強化 ・地域共同研究センターに，平成17年度に引き続き，新潟市から派遣職員を配置し，

し，研究成果の集積拠点（知的クラス し，研究成果の集積拠点（知的クラス また，新たに２人のＮＥＤＯフェローを受け入れ，産学連携推進体制を強化した。
ター）の構築等産官学連携をより進展 ター）の構築等産官学連携をより進展 ・包括連携に基づき，地域共同研究センターと第四銀行が連携して，県内各地にお
させることにより地域における経済の させることにより地域における経済の いて出張技術相談を行う体制を整備した。共同研究等による事業化を促進するた
活性化に寄与する。 活性化に寄与する。 め，「だいし産学連携ローン」が設けられた。

・中小企業金融公庫と新たに連携協定を結び，異業種交流組合など地域企業関連組
織との積極的連携を図るとともに，リエゾン業務の展開と広報に努めた。

○研究の水準・成果の検証に関する具体 ○研究の水準・成果の検証に関する具体
的方策 的方策

【188】 【188】
・企画戦略本部の下に評価センターを設 ・企画戦略本部の下に設置した評価セン ・評価センターに，助教授１人を配置した。また，同センターにおいて，大学情報

置し，研究の全学的な評価指針・基準 ターを充実する。 データベースシステムの再構築を進め，分析・収集体制を整備した。
を策定する。 ・研究の全学的な評価指針・基準を策定 ・研究を含む個人評価を行うための全学的評価項目案を策定し，学内にフィードバ

するための検討を行う。 ックを行った。

【189】 【189】
・評価センターを中心に，部局等及び教 ・評価センターを中心に，部局等及び教 ・大学機関別認証評価の受審の準備として，ワーキンググループを設置し作業を進

育研究院の協力により，自己点検・自 育研究院の協力により，自己点検・自 めた。また，大学評価・学位授与機構から講師を招き，学内向けの説明会を実施
己評価を行い，ピアレビュー等の外部 己評価を行い，ピアレビュー等の外部 した。
評価や大学評価・学位授与機構等の第 評価や大学評価・学位授与機構等の第
三者評価を受ける。 三者評価を受ける準備を行う。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【190】 【190】
・研究活動の成果をデータベースとして ・研究活動の成果をデータベースとして ・研究活動の成果を含む大学情報データベースシステムを新たに導入することを決

毎年集積し，分野別の活動状況を公表 毎年集積し，分野別の活動状況を公表 定した。
する。 する。
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新潟大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

中 ・研究活動の飛躍的な活性化につながる研究体制を整えるために，新潟大学が目指す研究の基本的目標に適った分野や，実績評価の高い個人や集団に対し，重点
期 的機動的に資源を配分する。
目 ・学内外の共同研究を推進するための施設，設備を充実し，研究支援体制を整備するとともに，総合大学の特性を活かした分野横断型の研究や卓越した創造的研
標 究の拠点形成を支援するため，学内の研究のため共用する施設等の優先的利用を図る。

・知的財産の積極的・持続的創出を全学共通の目標とし，本学の所有・創出する知的財産を，有効に活用する体制を整備する。
・評価を研究活動の見直しや発展，個々の研究者や研究集団の能力開発の好機として捉え，適切な評価方法を策定して，予算・施設・時間等の配分により研究活

動の活性化につなげる方策を探る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（２）研究実施体制等の整備に関する目 （２）研究実施体制等の整備に関する目
標を達成するための措置 標を達成するための措置

○適切な研究者等の配置に関する具体的 ○適切な研究者等の配置に関する具体的
方策 方策

【191】 【191】
・教育研究院の整備・充実と運営の強化 ・教育研究院の整備・充実と運営の強化 ・独創的で特徴ある研究プロジェクトを推進するためのグループ形成が促進され，

により，研究グループの重点的配置を により，研究グループの重点的配置を 「コア・ステーション」として，新たに「ヒューマン・ヘルスＧＩＳセンター」
促進する。 促進する。 などの６つの事業体が認定され，合計12の事業体となった。

（年度計画【20】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）

【192】 【192】
・次世代の研究分野の開拓と卓越した研 ・次世代の研究分野の開拓と卓越した研 ・既存分野を超えた研究組織である超域研究機構の充実・活性化を図った。

究拠点の形成を目指して，既存の分野 究拠点の形成を目指して，既存の分野 （年度計画【180】の「計画の進捗状況」参照）
を超えた研究組織（超域研究機構）の を超えた研究組織（超域研究機構）の
機能を充実する。 機能を充実する。

【193】 【193】
・研究者の多様性・流動性を高めるた ・研究者の多様性・流動性を高めるた ・教員の選考に当たっては原則として公募により行った。

め，教員の選考に当たっては原則とし め，教員の選考に当たっては原則とし （年度計画【35】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）
て公募制を採るとともに任期制の導入 て公募制を採るとともに任期制の導入 ・任期制の導入の拡大を図った。
の拡大を図る。 の拡大を図る。 （年度計画【34】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照）

・再任のための審査基準を決定し，再任審査を行った。

○研究資金の配分システムに関する具体 ○研究資金の配分システムに関する具体
的方策 的方策

【194】 【194】
・学外・学内での組織・個人への業績評 ・学外・学内での組織・個人への業績評 ・新潟大学プロジェクト推進経費では，総額１億４千万円の枠で，助成研究の継続

価に基づき，資源配分を行うことを基 価に基づき，資源配分を行うことを基 として５件に優先配分を行い，新たに継続研究課題４件，単年度助成課題４件を
本とし，学内公募型プロジェクト推進 本とし，学内公募型プロジェクト推進 採択した。若手研究者奨励研究では66件を採択した。
経費について，新潟大学の研究目標の 経費について，新潟大学の研究目標の ・インセンティブ経費の総額は１億円を維持し，学系長裁量経費の一部として配分
特性や若手研究者の意欲喚起を考慮し 特性や若手研究者の意欲喚起を考慮し することにより，各学系での重点プロジェクトを強力に推進した。
ながら，複合的な学問領域研究，若手 ながら，複合的な学問領域研究，若手
研究者奨励研究等を充実する。 研究者奨励研究等を充実する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○研究に必要な設備等の活用・整備に関 ○研究に必要な設備等の活用・整備に関
する具体的方策 する具体的方策

【195】 【195】
・学術情報基盤機構を整備し，研究活動 ・学術情報基盤機構を整備し，研究活動 ・学術情報部に新たに情報企画課を設け，情報セキュリティの確保，情報システム

に対する支援機能を強化する。 に対する支援機能を強化する。 の管理を含め，情報化推進支援機能を強化する体制を整備した。
・本学で生産される学術情報の組織化と発信力を強化するため，学術リポジトリの

構築を開始した。
・総合情報処理センターコンピュータシステムの更新に際し，高速演算装置の見直

しを行い，より高速な並列スカラー計算機を導入した。

【196】 【196】
・共同研究プロジェクト用のスペースを ・共同研究プロジェクト用のスペースを ・施設委員会において決定した共同研究スペース利用方針に基づき，共同プロジェ

整備する。 整備する。 クト用の研究スペースとして先進的な教育研究に優先的に使用を許可した。
・平成18年度において，新たに34室，2,188㎡の全学共有スペースを確保し，合計9

1室，4,836㎡を確保・運用した。

【197】 【197】
・大型先端研究設備を一層充実するとと ・大型先端研究設備を一層充実するとと ・機器分析センターの機器として医歯学総合研究科に高性能質量分析計を設置し，

もに，その有効活用を図る。 もに，その有効活用を図る。 タンパク質解析力を増強した。
・医歯学総合研究科の研究協力を推進するために，研究科内の大型先端機器の設置

部位と利用法をWebサイトにバーチャルラボとして公開した。
・大型先端研究設備等の整備充実を目的とし，学内融資制度として「大型設備等特

別整備制度」を導入した。平成18年度においては，医歯学総合病院から申請のあ
った「総合臨床検査システム」について資金の交付を決定した。

【198】 【198】
・学内ＬＡＮの高速化・大容量化及びそ ・学内ＬＡＮの高速化・大容量化及びそ ・総合情報処理センターコンピュータシステムおよび同センター設置ネットワーク

れと整合する高速学外ネットワークと れと整合する高速学外ネットワークと 機器の更新を行い，その機能の充実を図った。
の接続による研究支援機能を充実す の接続による研究支援機能を充実す
る。 る。

【199】 【199】
・電子図書館サービス機能を充実し，研 ・電子図書館サービス機能を充実し，研 ・附属図書館では，電子図書館サービス機能を充実するために，引き続き電子ジャ

究活動支援機能及び情報発信機能を強 究活動支援機能及び情報発信機能を強 ーナルを全学一括で契約し，17,708タイトルを導入し，国立大学法人ではトップ
化する。 化する。 クラスとなっている。

・附属図書館が所蔵する貴重資料を，これまでのＣＤチェンジャーを用いたシステ
ムから，より効率的なサーバ上で提供する新システムに更新した。

【200】 【200】
・電子ジャーナルを含めた研究用学術資 ・電子ジャーナルを含めた研究用学術資 ・電子ジャーナルの利用を促進するための講習会を学生・教員に対して実施した。

料の共同利用の促進を図る。 料の共同利用の促進を図る。 ・外国電子ジャーナルの月別アクセス数は，平成18年度には，約32,000件であった。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【201】 【201】
・機器操作従事者等の研究支援体制の充 ・機器操作従事者等の研究支援体制の充 ・技術職員をセミナー・研修会等に参加させ，専門的な技量を向上させることによ

実を図る。 実を図る。 り研究支援体制を強化した。
・工学部で試行されている技術専門職員の組織一元化を継続し，組織化に関する問

題点についての報告書をまとめ，研究支援体制の充実を図った。

○知的財産の創出，取得，管理及び活用 ○知的財産の創出，取得，管理及び活用
に関する具体的方策 に関する具体的方策

【202】 【202】
・知的財産本部において，知的財産の発 ・知的財産本部において，知的財産の発 ・知的財産本部は，新潟県大学連合知的財産本部とともに，知財（技術的・法的）

掘及びこれを生み出す環境の整備，技 掘及びこれを生み出す環境の整備，技 専門組織，知財事務組織の整備を行い，リスク管理を強化してきたが，これによ
術的インフラ及び法務担当組織の整 術的インフラ及び法務担当組織の整 り発明審査の専門化・迅速化，共同および受託研究契約事務の高度化，迅速化が
備，十分なリスク管理体制の構築等を 備，十分なリスク管理体制の構築等を 可能となり，共同研究は157件（前年度比21件増），受託研究は144件（前年度比
統合的・体系的に行い，本学独自の知 統合的・体系的に行い，本学独自の知 28件増）と大きな伸びを示した。
的財産形成とその活用を図る。 的財産形成とその活用を図る。

○研究活動の評価及び評価結果を質の向 ○研究活動の評価及び評価結果を質の向
上につなげるための具体的方策 上につなげるための具体的方策

【203】 【203】
・企画戦略本部において，研究業績の蓄 ・企画戦略本部において，研究業績の蓄 ・評価を踏まえ，戦略的な予算配分を行っている。

積とデータ解析を進め，分野ごとの特 積とデータ解析を進め，分野ごとの特 （年度計画【60】の「判断理由（計画の実施状況等）」第１項参照）
性を把握し，これらの評価を踏まえた 性を把握し，これらの評価を踏まえた
戦略的な予算・施設の配分システムの 戦略的な予算・施設の配分システムの
導入を検討する。 導入を検討する。

【204】 【204】
・研究活動に対する評価の高い教員に対 ・研究活動に対する評価の高い教員に対 ・研究活動に対する評価の高い教員に対し，学内・学部内管理運営業務を軽減・免

し，学内・学部内管理運営業務を軽減 し，学内・学部内管理運営業務を軽減 除し，一定期間研究に専念させる際の処遇のあり方について人事制度面から具体
・免除し，一定期間研究に専念できる ・免除し，一定期間研究に専念できる 的に検討した。
環境を整備する。 環境等の整備について検討を行う。 ・超域研究機構に採択されたプロジェクトに属する教員については，管理運営業務

を軽減しているが，専任教員については，特にその徹底を図った。

○全国共同研究，学内共同研究等に関す ○全国共同研究，学内共同研究等に関す
る具体的方策 る具体的方策

【205】 【205】
・国が主導する研究開発プロジェクト重 ・国が主導する研究開発プロジェクト重 ・多国間国際協力プロジェクト「統合国際深海堀削計画（IODP）」（首席研究者），

点分野の研究に積極的に参加する。 点分野の研究に積極的に参加する。 「リハビリ支援ロボット及び実用化技術の開発」プロジェクト（NEDO技術開発機
構「人間支援型ロボット実用化基盤技術開発」事業）などの参加に加え，新たに
総務省・戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE)に「視覚障害者歩行支援を軸
とした蛍光灯通信位置情報プラットフォームの開発」が採択された。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【206】 【206】
・研究交流促進と研究の活性化のため， ・研究交流促進と研究の活性化のため， ・超域研究機構に３人の特別研究員の配置を決定した。

特別研究員制度等を整備する。 特別研究員制度等を整備する。 ・特別教育研究経費を財源として研究員等を雇用できる制度に基づき，医歯学総合
病院のプロジェクトで特定研究支援者３人を配置した。

【207】 【207】
・各専門分野で共同研究プロジェクトを ・各専門分野で共同研究プロジェクトを ・超域研究機構においては，新たに，任期制専任教員６人を配置し，既に配置した

重点的に実施し，拠点形成化を図る。 重点的に実施し，拠点形成化を図る。 教員と合わせて計14人となり，研究拠点としての充実を図った。
・新潟大学プロジェクト推進経費による重点支援（13件）を行った。
・プロジェクト推進経費による複数年の研究期間が終了した３プロジェクトについ

て外部評価を実施した。

【208】 【208-1】
・積雪地域災害研究センター，機器分析 ・機器分析センター等を学内の共同研究 ・機器分析センターの所属機器を利用する学内共同研究プロジェクト（16件）をさ

センター等を学内の共同研究の拠点と の拠点として位置付け，特色ある研究 らに推進した。
して位置付け，特色ある研究プロジェ プロジェクトを構築するための環境を
クトを構築するための環境を整備す 整備する。
る。

【208-2】
・中山間地における自然災害からの復興 ・積雪地域災害研究センターを発展的に改組し，新たに災害復興科学センターを設

支援等について，総合的学術アプロー 置した。同センターの特別指定事業テーマである「中山間地災害に対する復興モ
チにより具体策を提言する等地域社会 デル構築への総合的学術アプローチ」を推進した。
に貢献するとともに，災害復興に係る
新学問領域の構築を図るため，積雪地
域災害研究センターを発展的に改組
し，災害復興科学センターを設置する。

【209】 【209】
・学外関連研究機関及び学内研究者相互 ・学外関連研究機関及び学内研究者相互 ・学際的研究拠点形成のための「コア・ステーション」制度に基づき，「環境材料

のネットワークを充実する。 のネットワークを充実する。 ナノ化学教育研究センター」などの６つの事業体が新たに認定され，合計12の事
業体となった。

・地域共同研究センターならびに機器分析センター等学内共同研究センターなどを
通じた学内外共同プロジェクトを推進した。

・災害復興科学センターでは，総務省信越総合通信局，新潟県，長岡市，ＮＴＴ東
日本及びＫＤＤＩの協力の下，「山古志ねっと共同実験プロジェクト」を推進し
た。

○研究実施体制等に関する特記事項 ○研究実施体制等に関する特記事項
【210】 【210】
・学内の組織にとらわれない研究ユニッ ・学内の組織にとらわれない研究ユニッ ・学内の組織にとらわれない超域研究機構への専任教員の配置，学際的研究拠点形

トの立ち上げを積極的に推進し，研究 トの立ち上げを積極的に推進し，研究 成のための「コア・ステーション」への支援を行った。
センター，研究所等の研究特化組織へ センター，研究所等の研究特化組織へ （年度計画【180】及び【209】の「計画の進捗状況」参照）
の発展を目指す。 の発展を目指す。

【211】 【211】
・企業からの寄附講座及び寄附研究部門 ・企業からの寄附講座及び寄附研究部門 ・新たに寄附講座「腎医学医療センター」をバクスター(株)の寄附により設置し，

の設置を推進する。 の設置を推進する。 合計３講座となった。



- 73 -

新潟大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

① 社会との連携，国際交流等に関する目標

中 ・地域社会や国際社会が抱えている諸問題を具体的に把握し，総合大学としての多彩な教育研究活動を通して得られた成果を還元することにより，地域社会の活
期 性化や国際社会の持続的発展に貢献する。
目 ・社会貢献事業の運営上の効率化・能率化に留意しながら，自治体や企業，市民グループ等地域の実施主体と有機的な連携を図り，高大接続，生涯学習，人材養
標 成，国際交流等の地域貢献事業を進める。

・大学の知的資源・施設及び地域連携機能を最大限に活用し，産官学連携や県内国公私立大学との連携推進の上で中心的な役割を担う。
・環日本海周辺地域における学術を主導する大学として，諸外国の高等教育研究機関との人材・学術交流を進め，特に東アジア地域の文化向上や社会発展に貢献

する。
・学生・教職員が国際化に対応できる柔軟で幅広い見識を深め，コミュニケーション能力を習得するための体制を整えて，大学の国際化を進める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（１）社会との連携，国際交流等に関す （１）社会との連携，国際交流等に関す
る目標を達成するための措置 る目標を達成るための措置

○地域社会等との連携・協力，社会サー ○地域社会等との連携・協力，社会サー
ビス等に係る具体的方策 ビス等に係る具体的方策

【212】 【212】
・テレビ会議システム・インターネット ・テレビ会議システム・インターネット ・e-Learningを活用しながら免許法認定講座（小中高等学校教員の専修免許状取得

等を利用して生涯学習ネットワーク事 等を利用して生涯学習ネットワーク事 を目的とした公開講座等）を引き続き開講し，134人が受講した。
業を拡大する。 業を拡大する。 ・テレビ会議システムを利用して地域の11病院と附属病院とを結び，診断・治療の

支援を行い，地域病院医師の生涯学習ネットワークを広げた。

【213】 【213】
・地域社会のニーズを把握し，「新潟大 ・地域社会のニーズを把握し，「新潟大 ・新潟駅南キャンパス（CLLIC)や旭町学術資料展示館等において 「公開講座」17

学新潟駅南キャンパス（ＣＬＬＩＣ）」 学新潟駅南キャンパス（ＣＬＬＩＣ）」 講座，「セミナー，講演会，講習会，研修会等」19事業，「相談事業」１事業を
を活用しつつ，公開講座，研修会，講 を活用しつつ，公開講座，研修会，講 実施するとともに，公開講座についてのアンケートを実施し地域社会のニーズの
習会，相談会等多様な事業を行う。 習会，相談会等多様な事業を行う。 把握に努めた。

・「まちづくり」，「産業振興」をテーマにした社会連携フォーラムや，震災関連の
心のケア担当教諭の相談会，一般市民を対象とした無料法律相談など，地域社会
のニーズに応える事業を行った。

【214】 【214】
・大学教育に直接触れる機会の少ない地 ・大学教育に直接触れる機会の少ない地 ・全県下に受講の機会を広げるため，地元放送局との協力のもとにテレビ公開講座

域において公開講座等を実施する。 域において公開講座等を実施する。 「音楽の楽しみ」を企画・実施し，187人が受講登録を行い，放送終了後は「受
講者の集い」（参加者90人）を開催して交流を図った。

・各自治体との連携を図りつつ，県内各地（延べ４箇所）において，「食の安全」
「裁判員制度」などのテーマで公開講座を実施した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【215】 【215】
・高大連携に関する事業並びに社会人の ・高大連携に関する事業並びに社会人の ・スーパーサイエンスハイスクール事業，サイエンス・パートナーシップ・プログ

能力開発講座等の体系化を進める。 能力開発講座等の体系化を進める。 ラム事業に積極的に参加・協力し，県内及び近隣県の高等学校40校における出前
授業を実施するなど，高大連携事業を組織的に実施した。

・オープンキャンパス(6,143人，対前年度比17.8％増)，学部学科体験(1,351人，
対前年度比7.4％増)や新潟大学ＷＥＥＫでのヴァーチャル入試体験を行い，県内
及び県外高校生に入試概要の説明，大学の施設体験，模擬授業の機会を提供した。

・高大連携を深めるため，引き続き新潟県高等学校長協会と連携し，新潟大学模擬
授業「キミも新大生!」を実施した。

・e-Learningを活用しながら免許法認定講座を実施した。
（年度計画【212】の「計画の進捗状況」参照）

【216】 【216】
・研究生・科目等履修生制度の継続及び ・研究生・科目等履修生制度の継続及び ・研究生（前期・後期延べ171人）・科目等履修生（前期・後期延べ57人）を受け

市民開放授業制度の推進等により，地 市民開放授業制度の推進等により，地 入れた。
域住民等の教育研究ニーズに応じた受 域住民等の教育研究ニーズに応じた受 ・地域住民等の教育研究ニーズに応じる市民開放授業制度に基づき，397科目を市
入態勢を整える。 入態勢を整える。 民に開放し，126科目について延べ211人が受講した。

【217】 【217】
・各学部等の特色を生かした施設開放を ・各学部等の特色を生かした施設開放を ・「新潟大学ＷＥＥＫ～芽生えた．わたしの好奇心～」において，各学部の特色を

進める。 進める。 生かした研究成果の公表及び学内施設の開放を行った（参加者約5,400人）。
・一般・小中高生向けに「見て触って工学技術」を工学部で実施した。
・医歯学総合病院の東病棟12階「海の見える図書館」脇廊下，歯科診療棟待合スペ

ース，附属図書館「資料公開コーナー」にサテライト・ミュージアムを設置して
ミニ展示を実施し，より多くの方に学内の研究成果や所蔵資料について紹介を行
なう体制作りを行なった。

・理学部附属臨海実験所において，県内の高校生並びに小・中・高校の理科教育関
係者を対象とした公開臨海実習を行った。

○産官学連携の推進に関する具体的方策 ○産官学連携の推進に関する具体的方策
【218】 【218】
・新潟県の企業支援機関である「（財） ・新潟県の企業支援機関である「（財） ・（財）にいがた産業創造機構が主催する「知的財産関連機関連絡会」に参画する

にいがた産業創造機構」との連携を強 にいがた産業創造機構」との連携を強 等，県を単位とする産学連携活動を共同して進めることにより連携を強化した。
化する。 化する。 ・新潟市内で開催した新潟大学ジョイント研究シーズプレゼンテーションでは，

(財)にいがた産業創造機構と共に主催し，また，首都圏における新潟大学研究シ
ーズ発表会，県の産学交流フェア等においても県と連携を行った。

・（財）にいがた産業創造機構からの受託研究として，４件，12,790千円を受け入
れた。

【219】 【219-1】
・リエゾンオフィス（産官学連携調整組 ・リエゾンオフィス（産官学連携調整組 ・産学連携課に増員を行い，新潟市，第四銀行，日本政策投資銀行，中小企業金融

織）としての地域共同研究センターの 織）としての地域共同研究センターの 公庫等との包括連携協定を結び体制を整えた。
機能を充実する。 機能を充実する。 ・この基盤の上に，地域共同研究センターに新潟市からの派遣職員を配置し，リエ

ゾン担当教員や知的財産本部知的財産コーディネーターと連携して，一層の産官
学連携推進体制を強化した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【219-2】
・東京事務所を拠点とした，首都圏にお ・東京事務所において，首都圏における産学連携説明会，新技術説明会を開催し，

ける企業等との連携強化・共同研究等 更にJSTとともに主催した新潟大学研究シーズ発表会には首都圏企業を中心に120
の推進を図る。 人が参加し，28件の発表が行われ，多数の引き合いがあった。

【220】 【220】
・学内の知的資源の活用による地域産業 ・学内の知的資源の活用による地域産業 ・知的財産本部教員，コーディネータが，（財）にいがた産業創造機構が主催する

の高度化並びに新産業の創出を図る。 の高度化並びに新産業の創出を図る。 「地域中小企業知的財産戦略推進事業」に参加し，シンクタンクとしての役割を
果たした。

・協力協定を締結している長岡市小国町の産米，酒米栽培，グリーンツーリズム，
里山環境整備などの支援を引き続き行った。

【221】 【221】
・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー等において，教員，研究員による企業向け

等を活用し，教員・学生による起業を 等を活用し，教員・学生による起業を の研究成果発表会を２回，院生や若手研究者向けのＭＯＴ＆ビジネス講演会を２
支援する。 支援する。 回開催するなど，起業支援の強化を図った。平成18年度の大学発ベンチャー企業

数は２件であった。

【222】 【222】
・（株）新潟ティーエルオー（新潟ＴＬ ・（株）新潟ティーエルオー（新潟ＴＬ ・(株)新潟ティーエルオーの増資にあたり，大学自体も出資（500万円）するとと

Ｏ）と連携して，産業界への技術移転 Ｏ）と連携して，産業界への技術移転 もに，業務委託契約を結び，さらにティーエルオー役員が知的財産本部に参加，
促進を図る。 促進を図る。 協力関係を強化した。ティーエルオーによる技術移転，地域共同研究センターに

よる技術相談と相俟って，共同研究・受託研究は法人化前に比べて大幅に増加し
た。

・平成18年度の技術移転は，５件であった。

【223】 【223】
・知的財産本部における知的資源の管理 ・知的財産本部における知的資源の管理 ・知的財産本部における発明評価体制の改善を行い，専門家による発明審査会を強

運用を充実する。 運用を充実する。 化し，体系的な評価処理を可能とした。
・知的財産の管理運用については，保有特許の有用性を定期的に見直すシステムを

構築した。

【224】 【224】
・新潟大学ホームページ上で研究者及び ・新潟大学ホームページ上で研究者及び ・新潟大学の研究者及びその研究内容に関する情報を提供する研究者総覧をWebサ

研究内容等の最新情報を提供する。 研究内容等の最新情報を提供する。 イトに掲載し，情報更新を随時行った。また，産学連携を進めるため「産学連携
のための研究者一覧2006年版」を作成し，Webサイト上で公開した。

【225】 【225】
・民間企業・専門職業人団体等の支援に ・民間企業・専門職業人団体等の支援に ・公認会計士資格取得のための講義，資本市場の役割と証券投資に関わる講義を，

よる寄附講義の設置を進める。 よる寄附講義の設置を進める。 寄附講義として引き続き開講した。
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新潟大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○地域の国公私立大学等との連携・支援 ○地域の国公私立大学等との連携・支援
に関する具体的方策 に関する具体的方策

【226】 【226】
・新潟県内の諸大学と連携し，「新潟県 ・新潟県内の諸大学と連携し，「新潟県 ・新潟県大学連合知的財産本部の活動により，参加５大学において知財情報の周知

大学連合知的財産本部」の中核組織と 大学連合知的財産本部」の中核組織と を図り，また発明コーディネータ，特許アドバイザー等を各大学に派遣し，特許
して，知的財産の創出と活用を推進す して，知的財産の創出と活用を推進す 相談等にあたった。
る。 る。

【227】 【227】
・県内高等教育機関との連携を強化し， ・県内高等教育機関との連携を強化し， ・「新潟県内高等教育機関における単位互換の推進に関する合意書」に基づき，県

単位互換等の充実を図る。 単位互換等の充実を図る。 内３大学から10人を受け入れ，２大学へ８人を派遣した。

【228】 【228】
・地域の教育水準の向上に資するため， ・地域の教育水準の向上に資するため， ・新潟県教育委員会との教育懇談会を引き続き実施するとともに，新たに新潟市教

上越教育大学との「教員養成・現職教 上越教育大学との「教員養成・現職教 育委員会との教育懇談会を実施し，教育委員会との連携・協力関係を強化した。
員研修のあり方に関する連携協議会」 員研修のあり方に関する連携協議会」 ・現職教員12年研修，学習支援ボランティア事業を新潟市教育委員会と共同で引き
を通して，新潟県教育委員会や各自治 を通して，新潟県教育委員会や各自治 続き実施した。
体教育委員会との連携・協力関係を強 体教育委員会との連携・協力関係を強
化する。 化する。

○地域社会における国際化推進への貢献 ○地域社会における国際化推進への貢献
に関する具体的方策 に関する具体的方策

【229】 【229】
・諸外国から受け入れた留学生の活力や ・諸外国から受け入れた留学生の活力や ・新潟大学の留学生，学生組織，教職員と地域の留学生支援団体の方々との交流を

能力を生かしながら，地元地域の国際 能力を生かしながら，地元地域の国際 図るため，学長主催の「国際交流の夕べ」を開催した（参加者約200人）。
交流組織やボランティア団体，ＪＩＣ 交流組織やボランティア団体，ＪＩＣ ・中近東の国際ジャーナリスト新潟来訪時に，新潟大学の留学生，ボランティア団
Ａ等との一層の連携を図る。 Ａ等との一層の連携を図る。 体を交えた意見交換会を実施した。

【230】 【230】
・地域の国際協力事業に協力する人員を ・地域の国際協力事業に協力する人員を ・地域の国際交流団体とのネットワークを整備し，在日の各国大使を招聘した講演

確保し，そのための組織やネットワー 確保し，そのための組織やネットワー 会を共催して実施した。
クを整備する。 クを整備する。

【231】 【231】
・地域の国際化を推進することを目的と ・地域の国際化を推進することを目的と ・県内において，日本語教室・日本語ボランティア養成講座を県国際交流協会と協

した授業やシンポジウムを開催する。 した授業やシンポジウムを開催する。 力のもと立ち上げた。
・公開講座「新潟と国際化」や，地域の日本語教育のボランティア養成のためのシ

ンポジウムを開催した。
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新潟大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【232】 【232】
・「総合的な学習の時間」等を利用して， ・「総合的な学習の時間」等を利用して， ・新潟市内の小中学校等の総合的な学習の時間等の事業21件に，延べ73人の留学生

児童・生徒の異文化接触の機会をつく 児童・生徒の異文化接触の機会をつく を派遣して児童生徒の異文化体験に協力した。
り，地域の国際化教育の基盤整備に協 り，地域の国際化教育の基盤整備に協
力する。 力する。

○留学生交流その他諸外国の大学等との ○留学生交流その他諸外国の大学等との
教育研究上の交流に関する具体的方策 教育研究上の交流に関する具体的方策

【233】 【233】
・英語版ホームページの充実等を通じ， ・英語版ホームページの充実等を通じ， ・英語版ホームページを充実するとともに，英文による大学紹介誌「What's Niiga

大学情報の英語による発信事業を推進 大学情報の英語による発信事業を推進 ta University」を発行した。
する。 する。

【234】 【234】
・各国交流締結校との連携を強化すると ・各国交流締結校との連携を強化すると ・本年度新たにタイ・チェンマイ大学他６大学と交流協定を締結した。

ともに，留学生交流を促進するための ともに，留学生交流を促進するための ・大学間交流協定について，全ての協定校との学生交換協定や有効期間の付記等の
大学間学生交流協定の締結を進める。 大学間学生交流協定の締結を進める。 見直しを検討することとした。
また，学部間協定について全学レベル また，学部間協定について全学レベル
の協定への拡大を図る。 の協定への拡大を図る。

○教育研究活動に関連した国際協力に関 ○教育研究活動に関連した国際協力に関
する具体的方策 する具体的方策

【235】 【235】
・交流締結校等との間で，学生の相互受 ・交流締結校等との間で，学生の相互受 ・交流協定校との学生の相互受入れの均衡を保つため，本学からの学生派遣の支援

け入れに関する計画を策定する。 け入れに関する計画を策定する。 強化に向けた協定の見直しを行った。

【236】 【236】
・海外に留学する本学学生数の増加を図 ・海外に留学する本学学生数の増加を図 ・国際課職員を海外留学アドバイザーとするため関連研修会に派遣した。

るための体制を整えるとともに，留学 るための体制を整えるとともに，留学 ・海外留学支援体制を整備するため，全学学生を対象にしたニーズ調査「海外留学
経験を有する学生を教育・研究体制の 経験を有する学生を教育・研究体制の に関するアンケート」を実施し，学生が求める支援体制作りの参考とした。
中で活用する。 中で活用する。 ・留学経験を持つ学生を，本学留学生のチューターとして活用した。

【237】 【237】
・恒常的な研究協力体制維持のための国 ・恒常的な研究協力体制維持のための国 ・環日本海諸国の大学とのこれまでの教育研究交流を活かし，日中韓複数大学を核

際的ネットワークを充実する。 際的ネットワークを充実する。 として定期的国際シンポジウムを共催するなど，東アジア学術交流ネットワーク
の確立を図った。

・国際戦略本部の支援事業の一環として，ＧＩＳ（地理情報システム）研究の拠点
化を目指して，日中韓露のＧＩＳ関係者が一同に会した「東アジアＧＩＳシンポ
ジウム」を開催した。
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新潟大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【238】 【238】
・優秀な研究者の招聘，国際シンポジウ ・優秀な研究者の招聘，国際シンポジウ ・新潟大学国際交流基金等を活用し，優秀な研究者の招聘，国際シンポジウム等の

ム等の招致・開催，国際共同プロジェ ム等の招致・開催，国際共同プロジェ 招致・開催，国際共同プロジェクト・共同研究等への支援を行った。
クト・共同研究等への支援により，研 クト・共同研究等への支援により，研 ・日中韓５大学（本学，ハルビン工科大学，大連理工大学，インハ大学，ハンヤン
究における国際競争力を強化する。 究における国際競争力を強化する。 大学）の合意書に基づき，隔年で先端理工学に関する国際シンポジウムを開催す

ることが決まり，平成19年１月に第１回目を新潟市で開催した。このほか，地理
情報，有機物質，防災等に係る国際シンポジウムを新潟市で開催した。

【239】 【239】
・国際協力に関する学内の教育研究成果 ・国際協力に関する学内の教育研究成果 ・国際課を中心にＪＩＣＡ等の研修に参加するとともに，国際協力分野の先行大学

について，データベースに登録し，国 について，データベースに登録し，国 を調査し，組織的な支援体制構築に向けた職員のスキルアップを行った。
際貢献・国際連携に関わる学外の機関 際貢献・国際連携に関わる学外の機関
に対する協力体制を整備する。 に対する協力体制を整備する。

【240】 【240】
・学生寮及び宿泊施設を国際交流活動に ・学生寮及び宿泊施設を国際交流活動に ・学生寮等の居住施設を交流施設として利用する際，セキュリティー面等での制約

活用できる体制を整備する。 活用できる体制について検討する。 があることから，学内の他施設や近隣施設の利用の可能性を検討した。

【241】 【241】
・国際交流会館の機能の充実を図って， ・国際交流会館の機能の充実について検 ・国際交流会館に日本文化関係の書籍コーナーを設け，年次計画に基づき充実を図

留学生受入を促進する。 討する。 った。
・平成17年度に整備したインターネット環境の運用上の改善を図った。
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新潟大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

② 附属病院に関する目標

中 ・豊かな人間性と高い倫理性を備えた医療人を育成するとともに，患者本位の医療及び患者サービスの向上を推進し，附属病院としての社会的使命を果たす。
期 ・医歯学総合病院，医歯学総合研究科・脳研究所等における研究成果を反映した高度で先進的な医療，及び少子高齢化等の社会環境の変化にも対応した医療を提
目 供する。
標 ・地域の中核病院として，地域密着型医療を進め，公的診療施設としての社会的責務を果たすことにより，地域の医療水準の向上に貢献する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（２）附属病院に関する目標を達成する （２）附属病院に関する目標を達成する
ための措置 ための措置

○質の高い医療人育成の具体的方策 ○質の高い医療人育成の具体的方策
【242】 【242】
・医歯学総合病院における臨床実習体制 ・医歯学総合病院における臨床実習体制 ・平成17年度に採択された「医療人ＧＰ」において，地域医療機関でのフィールド

を充実する。 を充実する。 ワークを３回実施した。また，「地域支援テレビ会議システム」を利用して，地
域医療機関と連携した臨床教育を21回行い，医療現場での臨床実践能力を高めた。

・臨床研修センターにおいて，診察手技を修得させるため各種シミュレータを活用
した。

・看護学生の実習を充実させるため年３回の指導者研修会を開催した。

【243】 【243】
・医歯学総合病院を中心に地域医療機関 ・医歯学総合病院を中心に地域医療機関 ・医療人ＧＰの「地域支援テレビ会議システム」を利用した臨床研修医の地域医療

等と連携した卒後臨床研修体制を整備 等と連携した卒後臨床研修体制を整備 研修を５回実施し，54人が参加した。
する。 する。 ・地域保健医療研修では，研修プログラムを標準化して，協力型臨床研修病院（41

病院）・臨床研修協力施設（14施設）・保健所との連携の強化を図った。

【244】 【244】
・医歯学総合病院や地域医療機関のスタ ・医歯学総合病院や地域医療機関のスタ ・医療人ＧＰでの「地域支援テレビ会議システム」を，新たに３地域病院に導入し

ッフ及び研修生等の研修をハード・ソ ッフ及び研修生等の研修をハード・ソ た。その遠隔研修は196件を数え，地域医療機関と本院との臨床研修体制がより
フトの両面で充実・支援する体制を整 フトの両面で充実・支援する体制を整 充実した。
える。 える。 ・新潟県から救急救命士の気管挿管実習生４人を受け入れるとともに，救急振興財

団と救急救命士の病院実習協定を締結し，実習生３人を受け入れた。
・日本看護協会認定看護師教育課程（感染管理コース）の実習施設として，地域医

療機関から研修生３人を受け入れた。また，がん化学療法および小児救急看護の
認定看護師を養成するため，養成機関に本院看護師を派遣した。

【245】 【245】
・教育スタッフ等の臨床研修教育活動に ・教育スタッフ等の臨床研修教育活動に ・臨床研修医・臨床研修歯科医の指導・研修環境に対する分析と評価を行い，その

関する評価・改善システムを構築す 関する評価・改善システムを構築す 結果を指導医・指導歯科医にフィードバックし，臨床研修の評価・改善システム
る。 る。 の構築を試みた。
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新潟大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○患者本位の医療の実施と患者サービス ○患者本位の医療の実施と患者サービス
の向上に関する具体的方策 の向上に関する具体的方策

【246】 【246】
・患者への診療情報の提供を促進すると ・患者に対する接遇を向上する。 ・電話マナーの評価調査を実施し，その結果を職員に周知することで電話マナーの

ともに，患者に対する接遇を向上する。 向上を図った。
・患者満足度調査（回答数，入院患者535人，外来患者1,856人）を９月に実施し，

接遇の向上策を検討した。
・院内全職員を対象とした接遇研修のほか，事務職員に特化した接遇研修（参加者

75人）も実施した。

【247】 【247】
・診療科等を機能的に編成するととも ・診療科等の機能的な編成及び救急医療 ・インプラント治療部，通院治療センター等を新たに設置した。

に，救急医療体制を充実する。 体制の充実について検討する。 ・救急部への特任教員の配置，救急車対応の一元化（救急車搬入患者1,475人）及
びＩＣＵの増床（10床）等の救急診療体制を強化した。

【248】 【248】
・リハビリテーション治療体制の整備 ・リハビリテーション治療体制の整備 ・総合リハビリテーションセンターの設置，医科・歯科連携による摂食嚥下リハビ

等，医科・歯科による総合医療体制を 等，医科・歯科による総合医療体制を リテーションの整備を行い診療を開始した。
推進するとともに，施設・院内環境を 推進するとともに，施設・院内環境を ・医科入院患者の歯科治療や口腔ケアを充実させた。
整備する。 整備する。

【249】 【249】
・医療における安全管理及び感染管理の ・医療における安全管理及び感染管理の ・院内ＰＨＳの配備数を増やし，緊急連絡体制を迅速にした。

体制を整備・強化する。 体制を整備・強化する。 ・リスクマネジャーの増員，インシデントレポートの電子化により，迅速な報告体
制等を整備した。

・「抗菌薬の手引き」を作成し，医師及び歯科医師全員に配布し周知を図った。
・看護師の感染対策の講習会と感染対策リンクナースの相互ラウンドを開始した。

○研究成果を反映した高度で先進的な医 ○研究成果を反映した高度で先進的な医
療の提供に関する具体的方策 療の提供に関する具体的方策

【250】 【250】
・民間機関との共同研究を進めるととも ・民間機関との共同研究を進めるととも ・経済産業省地域新生コンソーシアム研究開発事業の採択等，受託研究・共同研究

に医歯学総合病院・医歯学総合研究科 に医歯学総合病院・医歯学総合研究科 を新たに16件（総額4,905万円）を締結した。
・脳研究所等で得られた研究成果を基 ・脳研究所等で得られた研究成果を基
にした高度で先進的な医療を開発し， にした高度で先進的な医療を開発し，
提供する。 提供する。

【251】 【251】
・医学・歯学の融合による集学的な医療 ・医学・歯学の融合による集学的な医療 ・頭蓋・顎顔面等の３次元立体モデルによる手術計画立案や事前シミュレーション

を提供する。 を提供する。 の技術を，形成外科，整形外科，脳神経外科，顎顔面外科診療室，口腔再建外科
診療室が共同で開発し，先進医療の申請を行った。

【252】 【252】
・治験による薬品等の開発研究を推進す ・治験による薬品等の開発研究を推進す ・大学病院臨床試験アライアンスの一施設として国際共同試験を開始した。また，

る。 る。 治験等契約75件を締結した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【253】 【253】
・トランスレーショナルリサーチの研究 ・トランスレーショナルリサーチの研究 ・文部科学省新医療技術推進経費「GM-CSF吸入による特発性肺胞蛋白症の治療研究」

成果に基づく医療を推進する。 成果に基づく医療を推進する。 について，本院が主任となり，全国９施設で多施設共同研究を実施した。
・米国希少肺疾患コンソーシアムの日本支部として，リンパ脈管筋腫症の国際共同

治療研究に参加した。
・細胞プロセッシングルームを設置し，口腔外科による培養細胞粘膜シートの移植

治療を開始した。

○地域連携の推進と社会への貢献に関す ○地域連携の推進と社会への貢献に関す
る具体的方策 る具体的方策

【254】 【254】
・地域医療関係機関等との連携ネットワ ・地域医療関係機関等との連携ネットワ ・新潟県魚沼地域における県の基幹病院設置計画に対し，県と連携し，地域医療に

ーク強化による地域保健医療を推進 ーク強化による地域保健医療を推進 係る人材養成，医師の供給等の地域医療支援を行うことを目的として，平成19年
し，地域社会が求める健康管理情報を し，地域社会が求める健康管理情報を ３月に覚書を締結した。
提供する。 提供するための，医療ネットワークを ・地域保健医療推進部において，新潟県，新潟市及び胎内市の歯科保健計画並びに

構築する。 健康増進計画の策定に関わった。
・要介護者に対して適切な口腔保健医療ケアを供給するための連携体制の構築，及

びＷebサイト・メールを通じた情報提供・情報交換を継続した。
・大腿骨頸部骨折地域連携パスについて，110人参加の研究会を開催し検討した。

【255】 【255】
・災害時等における国立大学病院相互支 ・災害時等における国立大学病院相互支 ・大学病院災害支援ネットワークにおける連絡方法についての確認訓練を実施し

援ネットワーク及び新潟県，新潟市等 援ネットワーク及び新潟県，新潟市等 た。
と連携し，緊急災害時における医療救 と連携し，緊急災害時における医療救 ・新潟県災害時医療従事者研修会，新潟市防災行政無線の運用研修会，及び新潟市
護支援に貢献する。 護支援に貢献する。 による多数負傷者発生時の災害情報等伝達訓練に参加した。

【256】 【256】
・国際的な医療及び保健活動を推進す ・国際的な医療及び保健活動を推進す ・エジプト国ミニア大学医学部から外国人医師１人を受け入れ，臨床修練を行った。

る。 る。 ・ＷＨＯ協力センターの活動に協力し，ミャンマー，ラオス等への歯科保健医療の
技術支援を行った。

○病院運営の改善と経営の効率化の促進 ○病院運営の改善と経営の効率化の促進
に関する具体的方策 に関する具体的方策

【257】 【257】
・病院長の権限を強化し，その責任を明 ・病院長の権限を強化し，その責任を明 ・病院長補佐体制を強化するために，副病院長及び病院長補佐の職務分担の再検討

確化するとともに，病院長補佐体制等 確化するとともに，病院長補佐体制等 を行った。
の管理運営機能の充実や，物流管理シ の管理運営機能の充実や，物流管理シ ・物流管理システムの稼働により，物流センターでの医療材料の中央管理を開始し，
ステムの導入等により経営機能を強化 ステムの導入等により経営機能を強化 適正な在庫管理を図った。また，医療材料購入時に全国の標準的な価格を参考に
する。 する。 して，購入価格を低く抑えた。

【258】 【258】
・経費削減，外部資金の導入を図ること ・経費削減，外部資金の導入を図ること ・経営戦略委員会等を毎月開催し，病床稼働率の向上・診療科の成果主義の継続実

により，財務面での改善を図る体制を により，財務面での改善を図る体制を 施など病院経営面での改善策を検討した。
整備する。 整備する。 ・医療材料の購買価格を低減するため，市内２病院と医療材料効率化における連携

協定を結び，経費削減に取り組んだ。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【259】 【259】
・医療機器等を整備し，医療情報等のＩ ・医療機器等を整備し，医療情報等のＩ ・病院運営改善専門委員会において，全診療科等にヒアリングを実施し，効率的な

Ｔ化等を推進する。 Ｔ化等を推進する。 医療機器整備等を行った。
・医療情報等のＩＴ化として，デジタル画像を院内に配信する放射線画像情報統合

管理システムの導入を検討した。

【260】 【260】
・医歯学総合病院の再開発計画を継続し ・医歯学総合病院の再開発計画を継続し ・中央診療棟について，基本計画（平成21年６月竣工予定）及び同棟の設備更新計

て推進する。 て推進する。 画を策定した。また，外来棟新営等を含む環境整備について検討を開始した。

【261】 【261】
・第三者による医療機能評価の継続認定 ・第三者による医療機能評価を受けた継 ・医療機能評価への対応及びアメニティの向上を図るため，本院敷地内を全面禁煙

を取得する。 続認定の評価結果の向上に努める。 とした。



- 83 -

新潟大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

③ 附属学校に関する目標

中 ・附属学校としての特長を生かし，一般校に成果を還元することができる高度な教育研究活動を行う。
期 ・地域社会の要望に応え，地域社会とともに発展し，公的責任を果たす学校運営を目指す。
目 ・個性と人間性に溢れ，地域社会や国際社会の未来を担う子どもを育てる。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（３）附属学校に関する目標を達成する （３）附属学校に関する目標を達成する
ための措置 ための措置

○大学・学部との連携・協力の強化に関 ○大学・学部との連携・協力の強化に関
する具体的方策 する具体的方策

【262】 【262】
・学士課程の一貫した教育実習プログラ ・学士課程の一貫した教育実習プログラ ・教育実習の一環として，平成17年度に引き続き４年次生による研究教育実習を附

ムの導入や大学院生の学校インターン ムの導入や大学院生の学校インターン 属学校を中心的なフイールドとして行い（参加者20人），実施体制の在り方を検
シップへの受入等，理論と実践との架 シップへの受入等，理論と実践との架 討した。
橋を指向した体系的な教育カリキュラ 橋を指向した体系的な教育カリキュラ ・各附属学校（園）では大学院生の学校インターンシップを受け入れ(11人)，大学
ムを確立する。 ムを整備する。 院の実践的カリキュラムの整備に協力した。

【263】 【263】
・子どもの発達段階に応じ，教員の実践 ・子どもの発達段階に応じ，教員の実践 ・附属学校と教育人間科学部の教員で構成した附属学校（園）運営協議会において，

力を涵養するカリキュラムを大学と共 力を涵養するカリキュラムを大学と共 子どもの発達段階に応じたカリキュラムについて検討し，その成果を教育研究会
同で開発する。 同で開発する。 等で公開した。

・運営協議会の下に平成17年度に発足した「小・中学校教育課程研究班」（新潟地
区）では，小中９ヶ年プログラムを，学習スキルを核として検討し，授業の中で
具体化した。

・「養護学校教育課程研究班」では，12ヶ年一貫の教育課程の充実を目指し，移行
・連携のシステム化を図り，研究会及び書籍で発表した。
・文部科学省研究開発校の指定を受けた長岡地区においては，幼稚園から中学校ま

での12年間を見通した教育課程の研究開発を一年間延長し，附属学校と学部教員
等で組織される運営指導委員会とが共同で，科学教育カリキュラムにおける学習
過程モデルを構築し，実践した。

【264】 【264】
・学士課程教育・大学院教育との連携を ・学士課程教育・大学院教育との連携を ・附属長岡校園では，学部との遠隔ネットワークを整備し，教育実習における学部

効率的・効果的に進める遠隔ネットワ 効率的・効果的に進める遠隔ネットワ 教員による直接指導を試行した。
ークを整備する。 ークを整備する。

【265】 【265】
・教育研究上の連携・協力を進める組織 ・教育研究上の連携・協力を進める組織 ・新潟地区において，「軽度発達障害児教育研究班」では，「軽度発達障害児のた

のあり方を定期的に点検し，必要に応 のあり方を定期的に点検し，必要に応 めの通級指導教室」の児童とともに，所属公立学校の教員への支援を開始した。
じて適宜見直す。 じて適宜見直す。 ・長岡地区においては，教育研究の連携を一層進めるため，指導，助言を目的とし

た「附属校園共同研究委員会」を発足させ，学部と附属学校との連携の実態を調
査し，来年度の課題を検討した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○学校運営の改善に関する具体的方策 ○学校運営の改善に関する具体的方策
【266】 【266】
・学校評議員制度の一層の活用を進め ・学校評議員制度の一層の活用を進め ・学校評議員からの意見・提言を検討し，新潟地区では小・中学校の「入学選考実

る。 る。 施要項」の改正，附属養護学校では，自立支援のための介助用トイレ・更衣室の
整備を行った。

・長岡地区では，個別の評議員会に加えて，三校合同学校評議員会を組織した。そ
の提言をもとに，いじめに関する合同講演会を実施した。

【267】 【267】
・人事配置の適正化と財務の効率化を図 ・人事配置の適正化と財務の効率化を図 ・平成17年度と同様，県との交流人事を踏まえ，幼・小・中の接続期における教員

り，業務運営の効果を高める。 り，業務運営の効果を高める。 の配置を工夫するなど，人事配置の適正化に努めた。
・新潟小・中学校では，教育相談室を新設し，共用化を実施した。
・県内で最初となる栄養教諭の配置を実現し，栄養指導，給食指導の充実・改善を

図るとともに，新潟県における食育の中核的活動を開始した。

○入学者選抜の改善に関する具体的方策 ○入学者選抜の改善に関する具体的方策
【268】 【268】
・帰国子女等多様化する社会的背景を有 ・帰国子女等多様化する社会的背景を有 ・入学機会の公平性を重視するとともに，附属学校の特色や教育目的に適った選抜

する入学希望者に配慮した入学機会の する入学希望者に配慮した入学機会の 方法の検討を行っている。
公平性を重視するとともに，附属学校 公平性を重視するとともに，附属学校 ・新潟小学校においては，海外に転出した児童の復学可能期間を１年から３年へと
の特色や教育目的に適った選抜方法を の特色や教育目的に適った選抜方法を 見直し，新潟中学校においては，帰国子女選考を実施した。
整備，導入する。 検討する。

○体系的な教職員研修に関する具体的方 ○体系的な教職員研修に関する具体的方
策 策

【269】 【269】
・新潟県や新潟市の教育委員会等と連携 ・新潟県や新潟市の教育委員会等と連携 ・新潟県教育委員会との人事交流の緊密化を進めるとともに，引き続き現職教員の

し，教員の人事交流の緊密化を進める し，教員の人事交流の緊密化を進める 研修のあり方を検討した。
とともに，現職教員の研修のあり方を とともに，現職教員の研修のあり方を ・平成19年４月に政令都市に移行する新潟市との人事交流に関する協定書の原案を
検討し，体系的な教職員研修制度を整 検討し，体系的な教職員研修制度を整 作成し，協定を結ぶ準備に入った。
備する。 備する。 ・新潟県・新潟市・長岡市の教育委員会と連携し，延べ76人の初任者研修等を実施

した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

１．教育方法等の改善 ④留学生大学院教育の実質化
(1)学士課程教育の改善と教育機能の強化 医歯学総合研究科口腔生命科学専攻での「留学生大学院教育の実質化によ

①教養教育と専門教育とを有機的に連携した教育プログラムの推進 る国際貢献」（平成17年度GP採択）において，拠点校スリランカ・ベラデニ
全開講科目を，それぞれの教育課程に応じて「教養教育に資する科目」「専 ア大学からの留学生受入れ，教員招聘及び本学教員の派遣を通して，留学生

門教育に資する科目」として位置づけ，全学教育機構が主体となって授業科目 の帰国後の研究遂行に必要な環境整備に取り組んだ。
の体系化を図っており，授業科目に表示している分野・水準コードの調整，主 ⑤法科大学院における実践的教育
専攻プログラム高度化の検討を始めた。 「裁判と法実務の国際的体験研修プログラム」（平成16年度GP採択）におい

②指導方法及び成績評価方法等の改善のための取組 て，ヨーロッパ各国で研修を実施した。参加学生は法・裁判制度および法実
全学教育機構において，シラバス項目の見直しを行い，「シラバス作成のガ 務について多角的に学んだ。また，「法学未修者向け導入プログラム開発」（平

イドライン」を定めた。このガイドラインに沿って，平成19年度の全授業科目 成16年度GP採択）において，既存の教材等情報の収集・分析，アンケート調
のシラバスを作成し,Web上で公開した。 査等の結果を踏まえ，導入プログラムのさらなる改善を行った。

(2)学習ニーズの多様化に対応した「副専攻制度」の充実 ２．学生支援の充実
複線型履修を可能とする副専攻制度は，課題別副専攻として，「環境学」「メ (1)学習･履修・課外活動等に係る支援体制の充実

ディアリテラシー」「MOT基礎」などに新たに「地域学」を加え，合計14プログ 担任制，アドバイザー制等により学生の様々な相談に対応しているが，より
ラムを実施し，また，分野別副専攻では，「法律学」「政治学」「経済学」「電子 きめ細かな指導を行うため，指導教員への学生に係る情報提供（学生カルテ）
・情報科学」などの６プログラムを引き続き実施した。平成18年度卒業生のうち， が可能となる新学務情報システムを導入し，整備を行った。
合計６学部，39名の学生に副専攻認定証書を授与した（平成17年度：17名）。 また，学術研究活動，課外活動やボランティア活動などの社会活動において，

顕著な成績を挙げたものを表彰する「学長が行う学生表彰に関する規程」を新
(3)大学院教育の改善 たに制定し，学術研究活動２人，課外活動２団体を表彰した。さらに，学習意

大学院においてもシラバス作成にあたり，学部の「シラバス作成のガイドライ 欲を高めるため，学業等の優秀な学生を対象に給付型奨学支援を行う制度を新
ン」に依ることとし，Web上で公開した。また，大学院教育の国際的な通用性， たに開始し，132人に給付した。
信頼性の確保をめざし，博士課程大学院生を対象に，海外国際会議研究発表33件
と論文投稿８件に対して支援を行った。 (2) キャリアセンターを中心とした就職支援活動

センターでは，各学部実施のインターンシップ受入企業等についても窓口に
(4)独自の教育プログラムの開発と推進 なるなど，就職支援活動の一層の充実に努めている。センターが実施するキャ

①地域医療を担う人材育成 リアインターンシップの受入企業数は41社，派遣学生は95人と前年度（40社，
「中越地震に学ぶ赤ひげチーム医療人の育成」（平成17年度GP採択）におい 88人）より増加した。また，新入生を対象とした「第１回キャリア意識形成合

て，へき地の地域医療体験実習，「地域支援テレビ会議システム」を活用した 宿研修」を実施し，早い段階からのキャリア形成を促した。
地域医療病院医師との会話形式の講義を行い，新潟県における地域医療の現状
について関心・理解を深めることができた。 (3) 学生ボランティア活動の支援

②ものづくりを支える工学力教育と実践的工学キャリア教育 学生のボランティア活動の促進を図るため「学生ボランティア活動の支援に
｢ものづくりを支える工学力教育の拠点形成｣（平成15年度GP採択），「企業 関する要項」を制定し，アドバイザー教員の配置，活動に必要な物品等の支援

連携に基づく実践的工学キャリア教育」（平成18年度GP採択）等により，もの を行うこととした。中越地震を契機に発足した「震災ボランティア本部」から
づくりを支える工学力教育を進め，企業人の協力を得て，工学力教育を支援す 発展して結成された「新潟大学学生ボランティア本部」を最初の支援団体とし
るプラットホーム「工学力ネットワーク」の構築，キャリア教育講義，マーケ て認定し，学内に活動スペースを提供するなどの支援を行った。
ット・インターンシップ等によるキャリア意識向上を図った。

③学生主体の新歯学教育課程 ３．研究活動の推進
「学生主体の三位一体新歯学教育課程」（平成18年度GP採択）では，歯科医 (1)プロジェクト研究への支援による研究活動の高度化・活性化

師に求められる知識（認知領域），技能（精神運動領域），態度（情意領域） 新潟大学プロジェクト推進経費（助成研究，若手研究者奨励研究）に加え,ト
をそれぞれ関連づけて，効果的・一体的に習得することを目指し，初年度は， ップダウンの「戦略的教育・研究プロジェクト経費」を創設し，研究活動の高
基盤となる大学学習法（歯学スタディスキルズ）の教授内容・方法の精査，技 度化・活性化を図った。
能教育評価方法の開発を行った。
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(2) 若手研究者・女性研究者支援のための取組 (2)災害復興科学センターにおける社会貢献
新潟大学プロジェクト推進経費の若手研究者奨励研究において，66件を採択 「災害復興科学センター」(平成18年度設置）では，新潟県と連携し，産業・

し，若手研究者，女性研究者への研究支援を行った。なお，若手研究者奨励研 農業・医療・生活など多角的視野からの調査研究を進め，地域カウンセリング
究においては，対象者を特別研究生レベルまで拡大するとともに，女性研究者 の月例実施，中山間地重点型災害時アドホックネットワークシステムの構築・
の年齢条件を緩和することを決定した。 運用などを行った。

(3) 学際的プロジェクト振興と研究拠点形成による研究活動の活性化 (3)産官学連携・知的財産戦略のための取組
①「超域研究機構」による研究活動の活性化 ①産官学連携の推進

先端研究分野における横断型の研究体制を構築し，研究教育体制の高度化 包括連携協定を締結している第四銀行，新潟市，日本政策投資銀行に加え，
を図ることを目的とする「超域研究機構」では，第３期プロジェクトを公募 新たに中小企業金融公庫，刈羽村とも連携協定を結び，教育・文化・産業な
し，創生研究部門として東洋史，哲学，数学，分子生物学(２件)，社会貢献 どの分野での連携事業を進めた。第四銀行において，共同研究等による事業
部門として半導体材料の製造技術開発，発光材料の開発，水素エネルギーの 化を推進するため「だいし産学連携ローン」が設けられた。
関連材料の開発の合計８プロジェクトを新規採択し，合計32課題を推進した。 ②技術移転の促進

これらのプロジェクトによる論文が，「サイエンス」及び米国科学アカデ 技術移転機関である㈱新潟ティーエルオーに出資（国立大学法人初）及び
ミー紀要に掲載されるなど，先端領域での研究成果が得られている。 業務委託契約を結び，さらにティーエルオー役員が知的財産本部に参加し，

②21世紀COEプログラム等への支援 協力関係を強化した。平成18年度は５件の技術移転を行った。
21世紀COEプログラム「脳神経病理学研究教育拠点形成」および連携融合事

業「水分子の脳科学」の遂行のため，平成17年度に任期制教員を配置し支援 (4)国際交流・国際貢献の推進
を行っている。「脳神経病理学研究教育拠点形成」においては，本プログラ 平成17年度に「大学国際戦略本部強化事業」の採択を受け，国際学術研究を戦
ムで開発された遠隔操作顕微鏡の配置を行い，日本の９施設に加え中国の首 略的に推進するため設置した国際戦略本部では，３つのパイロットプロジェク
都医科大学の参加を得，遠隔病理ネットワークをほぼ構築した。また，「水 ト（GIS医療新分野への応用研究，教養教育の再構築，腎たんぱくデータベース
分子の脳科学」では，PET棟に新たに標識化合物（ Ｃ）合成装置を導入し， ・プロジェクト）を推進している。国際的教育研究交流事業の一環として，GIS11

7テスラMRI装置による生体顕微鏡開発を進め，世界に先駆けて老人斑をアル （地理情報システム）の活用についての国際公開シンポジウムを開催した。
ツハイマー病患者において画像化することに成功した。

③知的資源の管理運用の充実 (5)学部との連携による「附属学校」の教育研究の充実
知的財産本部における発明評価体制の改善を行い，専門家による発明 附属学校の教育研究の充実については，附属学校運営協議会（附属学校と教

審査会を強化することにより，体系的な評価処理を可能とし，また，知 育人間科学部教員とで組織）において協議し進めている。
的財産の管理運用については，保有特許の有用性を定期的に見直すシス 長岡地区においては，研究開発校の成果をもとに，大学・地域・近隣学校と
テムを構築した。 連携し，「第５回科学教育シンポジウム」を開催した。

特別支援教育をひとつの柱としている新潟地区では交流教育を進め，特別支
(4)「新潟大学コア・ステーション」制度の整備・充実 援教室を開設し，新潟市内の小中学生を対象とした週１回の定期支援，教育相

「新潟大学コア・ステーション」制度に基づき，６つの事業体を新たに認定 談などを行い，地域の特別支援センターとしての機能も果たしている。
し，合計12の事業体となった。「地域連携フードサイエンス・センター」は，
これまでの活動実績により，特別教育研究経費(平成19年度）に採択された。 ５．医歯学総合病院の取組

(1)教育・研究機能向上のための取組
４．社会連携・地域貢献・国際交流等の推進 ①臨床実習体制の充実
(1)公開講座，研修等による社会貢献 質の高い医療人育成のため，地域医療機関での体験実習（医療人GP「中越

①公開講座 地震に学ぶ赤ひげチーム医療人の育成」），総合臨床研修センターにおける各
新潟大学駅南キャンパスや旭町学術資料展示館を中心に各学部の特色を生 種シミュレータを活用した診察手技の取得等，臨床実習体制を充実した。

かし，「新潟大学公開講座」17講座，セミナー，講演会等19事業を実施した。 ②高度先進医療の研究・開発
公開講座についてはアンケート調査により地域社会のニーズの把握に努めた。 ８件の高度先進医療の実施病院として，それぞれの症例を積み重ねており，

②テレビ公開講座 新たに顔面・頭蓋に変形のある症例に対するCT画像による３次元立体モデル
「音楽の楽しみ」をテーマに，新潟出身の作曲家を巡る歴史的視点，楽器 を用いた新しい手術方法を開発し，高度先進医療の申請を行った。また，文

の魅力と音楽作品の魅力，音色を科学的に追求するなど８つの視点からの内 部科学省新医療技術推進経費「GM-CSF吸入による特発性肺胞蛋白症の治療研
容で，地元放送局と協力して実施した。受講生の集いには多数の受講者が参 究」について，本院が主任となり，全国９施設で多施設共同研究を実施した。
加し，主任講師等との交流を図った。 このほか，大学病院臨床試験アライアンスの一施設として国際共同試験を開
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始した。 ④地域連携強化に向けた取組
新潟県魚沼地域における県の基幹病院設置計画に対し，県と連携し，地域

(2)質の高い医療提供のための取組 医療に係る人材養成，医師の供給等の地域医療支援を行うことを目的として，
①７対１看護の実施に向けた取組 平成19年３月に覚書を締結した。

平成18年４月の診療報酬の改訂により，看護職員の配置基準が従来の10対
１看護等に加え，新たに７対１看護が追加された。これに伴い，平成18年度
に看護師の募集活動を行い，平成19年度から７対１看護に移行することとし
た。この取組によって，高度医療の提供，医療安全への対応，患者サービス
の向上に加え，副次的に収益増加が期待できる。

②医療事故防止の取組
リスクマネジャーの増員，インシデントレポートの電子化により，迅速な

報告体制等を整備するとともに，院内PHSの配備数を増やし，緊急連絡体制を
迅速にした。また，医歯学総合病院における高度のリスクマネジメントを統
括するため，危機管理室に教授１人を配置することを決定した。

③患者サービスの改善・充実
院内全職員を対象とした接遇研修のほか，事務職員に特化した接遇研修（参

加者75人）を実施した。また，患者満足度調査（回答数，入院患者535人，外
来患者1,856人）を９月に実施し，接遇の向上策を検討した。さらに，電話マ
ナーの評価調査を実施し，その結果を職員に周知することで電話マナーの向
上を図った。

④地域の医療保健活動への支援
「中越地震に学ぶ赤ひげチーム医療人の育成」（平成17年度GP採択）にお

いて，「地域支援テレビ会議システム」を11地域医療機関（平成17年度:８機
関）に導入し，196件の遠隔研修を行った。地域医療機関の医師，臨床研修医
等が，診断や治療方針の決定に際し，大学病院各診療科の医師の意見を聞き
ながら決定することが可能となり，臨床の知識や技術の深化に役立っている。

(3) 経営改善の取組
①管理運営体制の強化

病院長補佐体制を強化するために，副病院長及び病院長補佐の職務分担の
再検討を行った。また，経営戦略委員会等を毎月開催し，病床稼働率の向上
・診療科の成果主義の継続実施など病院経営面での改善策を検討した。

②病床稼働率の向上等（全国国立大学法人病院で第１位）
病院収入の増収を図るため，増収分の一定割合を当該診療科に還元する「イ

ンセンティブ宣言」制度を平成16年度から導入しており，平成18年度には，
インセンティブ宣言率の改定，診療利益額に病床稼働率を加味した評価方法
の導入を実施した。このほか診療科別病床数の見直し等を行い，その結果，
年間平均病床稼働率が全国42の国立大学法人病院で第１位となり，診療利益
額も前年比5.1％増加した。

③医療材料費の効率化
新潟市内の２つの病院と医療材料費効率化における連携協力のための協定

を締結した。３病院が連携し，共同価格交渉や共同購入を目指し，医療材料
費の削減を図った。また，医療材料委員会において，新規採用等の申請手順
を見直し，全国の標準的な価格・値引率を判断基準として，採用品目数の削
減を図る方式を採用した。これらの取組によって，年間約3,400万円の医療材
料費を削減した。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○ 短期借入金の限度額 ○ 短期借入金の限度額 ○ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 実績なし
44億円 44億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れ により緊急に必要となる対策費として借り入れ
することも想定される。 することも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○ 重要な財産を譲渡し,又は担保に供する計画 ○ 重要な財産を譲渡し,又は担保に供する計画 ○ 重要な財産を譲渡し,又は担保に供する計画

１ 重要な財産の譲渡 １ 重要な財産の譲渡 １ 重要な財産の譲渡
(1) 歯学部・医歯学総合病院（歯科）の土地 な し な し

の一部（新潟県新潟市学校町通二番町5274番,1,
742.20㎡）を譲渡する。

(2) ボート艇庫の土地の一部（新潟県新潟市
上所一丁目1134番,281.42㎡）を譲渡する。

２ 担保に供する計画 ２ 担保に供する計画 ２ 担保に供する計画
医歯学総合病院の施設・設備の整備に必要と 医歯学総合病院の施設・設備の整備に必要と 医歯学総合病院中央診療棟及び医歯学総合病院基幹・環境整

なる経費の長期借り入れに伴い,本学病院の敷 なる経費の長期借り入れに伴い,本学病院の敷 備の施設整備のため894百万円を借り入れ,本学病院の敷地（45,
地及び建物について担保に供する。 地及び建物について担保に供する。 271㎡）を担保に供した。
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Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○ 決算において剰余金が発生した場合 ○ 決算において剰余金が発生した場合 ○ 決算において剰余金が発生した場合

教育,研究,診療その他の事業の質の向上及び 教育,研究,診療その他の事業の質の向上及び 取崩額 440百万円
組織運営の改善に充てる。 組織運営の改善に充てる。 教育,研究,診療その他の事業の質の向上及び組織運営の改善

に充てた。
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 施設・設備に関する計画 １ 施設・設備に関する計画 １ 施設・設備に関する計画

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源（百万円） 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 （百万円） 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源（百万円）

・医歯学総合病院 総額 8,255 施設整備費補助金 ・医歯学総合病院 総額 2,450 施設整備費補助金 ・医歯学総合病院 総額 2,327 施設整備費補助金

病棟 （1,557） 中央診療棟 （1,366） 中央診療棟 （1,354)

・医歯学総合病院 長期借入金 ・医歯学総合病院 長期借入金 ・医歯学総合病院 長期借入金

基幹・環境整備 （6,698） 基幹・環境整備 （1,005） 基幹・環境整備 （894）

・小規模改修 ・小規模改修 国立大学財務・経営セン ・小規模改修 国立大学財務・経営セン

・血管Ｘ線撮影シ ・アスベスト対策 ター施設費交付金 ・アスベスト対策 ター施設費交付金

ステム 事業 （79） 事業 （79）

・災害復旧工事 ・屋内運動場改修 ・屋内運動場改修

（注１）金額については見込みであり,中期目標を達成するために （注１）金額については見込みであり,上記のほか,業務の実施状況

必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老 等を勘案した施設・設備の整備や,老朽度合等を勘案した施

朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されること 設・設備の改修等が追加されることもあり得る。

もある。

（注２）小規模改修について17年度以降は16年度同額として試算

している。

なお,各事業年度の施設整備費補助金,船舶建造費補助金,

国立大学財務・経営センター施設費交付金,長期借入金につ

いては,事業の進展等により所要額の変動が予想されるた

め,具体的な額については,各事業年度の予算編成過程等に

おいて決定される。

○ 計画の実施状況等

・ 医歯学総合病院中央診療棟については，平成18年度事業として軸Ⅰ工事（平
成18年度，平成19年度事業）として実施し，平成19年度末完了予定である。

軸Ⅰ工事は，計画額709,877千円に対し，契約額実績585,977千円となり，123,
900千円の執行残は，入札による執行額の差異である。

・ 医歯学総合病院基幹・環境整備については，計画どおり475,266千円を契約額
として整備を行った。

・ 小規模改修は，計画どおり79,000千円を契約額として整備を行った。

・ アスベスト対策事業については，平成17年度から956,078千円の予算繰り越し
がなされ，予算措置どおり整備を行った。

・ 屋内運動場改修については，平成17年度から230,166千円の予算繰り越しがな
され，予算措置どおり整備を行った。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

２ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画

○ 業務態様に応じた業績評価を反映させた人事評 ○ 業務態様に応じた業績評価を反映させた人事評価 『「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標を
価システムを構築し,教育・研究・社会貢献の諸観 システムを構築し,教育・研究・社会貢献の諸観点 達成するための措置」Ｐ15,16,17参照』」
点からの将来計画に沿った効果的な人材配置を行 からの将来計画に沿った効果的な人材配置を行い,
い,本学の諸活動の推進に資する。 本学の諸活動の推進に資する。

○ 教員の任期制の導入の拡大を図り,教員の多様性 ○ 教員の任期制の導入の拡大を図り,教員の多様性
・流動性を高めるとともに,教育・研究・社会貢献 ・流動性を高めるとともに,教育・研究・社会貢献
の諸活動の活性化に資する。 の諸活動の活性化に資する。

○ 専門知識・能力を必要とする事務職種への人材 ○ 専門知識・能力を必要とする事務職種への人材確
確保のため,公募制を前提とした柔軟な制度を構築 保のため,公募制を前提とした柔軟な制度を構築す
する。 る。

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み （参考１） 平成18年度の常勤職員数 2,069人
141,729百万円(退職手当は除く） また,任期付職員数の見込みを393人

とする。

（参考２） 平成18年度の人件費総額見込み
23,135百万円(退職手当は除く）

Ⅶ そ の 他 ３ 災害復旧に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

３ 災害復旧に関する計画 ３ 災害復旧に関する計画 ３ 災害復旧に関する計画

平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震等 平成16・17年度に実施済みのため,平成18年度は
により被災した施設・設備の復旧整備をすみやか 年度計画なし
に行う。
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○ 別表 （学部の学科、研究科の専攻等）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 歯学部 360 359 99.7
歯学科 290 289 99.7

(a) (b) (b)/(a)×100 口腔生命福祉学科 70 70 100.0
(人) (人） （％）

人文学部 940 1,068 113.6 工学部 1,960 2,244 114.5
行動科学課程 300 342 114.0 機械システム工学科 352 399 113.4
地域文化課程 400 494 123.5 電気電子工学科 292 375 128.4
情報文化課程 200 232 116.0 情報工学科 256 296 115.6
第３年次編入学学部共通（外数） 40 福祉人間工学科 200 239 119.5

化学システム工学科 312 360 115.4
教育人間科学部 1,520 1,702 112.0 建設学科 312 357 114.4

学校教育課程 720 819 113.8 機能材料工学科 196 218 111.2
学習社会ネットワーク課程 280 295 105.4 第３年次編入学学部共通（外数） 40
生活環境科学課程 160 176 110.0
健康スポーツ科学課程 120 137 114.2 農学部 640 716 111.9
芸術環境創造課程 240 275 114.6 農業生産科学科 220 248 112.7

応用生物化学科 200 235 117.5
法学部 810 944 116.5 生産環境科学科 200 233 116.5

法学科 545 579 106.2 第３年次編入学学部共通（外数） 20
法学科（昼間コース）(改組前の学科） 140 187 133.6
法学科(夜間主コース)(改組前の学科) 10 17 170.0 学士課程 計 9,530 10,628 111.5

法政コミュニケーション学科 105 150 142.9

（昼間コース）(改組前の学科) 教育学研究科 74 83 112.2

法政コミュニケーション学科 10 11 110.0 学校教育専攻（修士課程） 20 25 125.0
（夜間主コース）(改組前の学科) 教科教育専攻（修士課程） 54 58 107.4

経済学部 1,250 1,419 113.5 保健学研究科 40 66 165.0
経済学科（昼間コース） 660 741 112.3 保健学専攻（修士課程） 40 66 165.0
経済学科（夜間主コース） 100 125 125.0
経営学科（昼間コース） 430 476 110.7 現代社会文化研究科 130 180 138.5
経営学科（夜間主コース） 60 77 128.3 現代文化論専攻（修士課程） 30 36 120.0

共生社会論専攻（修士課程） 40 59 147.5
理学部 780 881 112.9 社会文化論専攻（修士課程） 30 46 153.3

数学科 140 161 115.0 現代マネジメント専攻（修士課程） 30 39 130.0
物理学科 180 218 121.1
化学科 140 155 110.7 自然科学研究科 984 1,023 104.0
生物学科 80 97 121.3 自然構造科学専攻（修士課程） 127 132 103.9
地質科学科 100 107 107.0 材料生産システム専攻（修士課程） 270 314 116.3
自然環境科学科 120 143 119.2 生命・食料科学専攻（修士課程） 148 135 91.2
第３年次編入学学部共通（外数） 20 環境共生科学専攻（修士課程） 158 134 84.8

数理・情報電子工学専攻（修士課程） 218 228 104.6
医学部 1,270 1,295 102.0 人間支援科学専攻（修士課程） 63 75 119.0

医学科 590 614 104.1 （従前の専攻）
保健学科 680 681 100.1 物質基礎科学専攻（修士課程） 0 1 -

生産システム専攻（修士課程） 0 1 -
地球環境科学専攻（修士課程） 0 3 -
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100 (a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） （％） (人) (人) （％）

医歯学総合研究科 40 58 145.0 （従前の研究科）
医科学専攻（修士課程） 40 58 145.0 医学研究科 0 9 -

内科系専攻（博士課程） 0 7 -
（従前の研究科） 外科系専攻（博士課程） 0 2 -
人文科学研究科 0 2

行動科学専攻（修士課程） 0 1 - 博士課程 計 815 875 107.4
情報文化専攻（修士課程） 0 1 -

技術経営研究科 20 22 110.0
法学研究科 0 2 技術経営専攻（専門職学位課程） 20 22 110.0

法学専攻（修士課程） 0 1 -
法政コミュニケーション専攻（修 0 1 - 実務法学研究科 180 162 90.0
士課程） 実務法学専攻（専門職学位課程） 180 162 90.0

経済学研究科 0 13 専門職学位課程 計 200 184 92.0
経営学専攻（修士課程） 0 13 -

養護教諭特別別科 50 40 80.0
修士課程 計 1,268 1,427 112.5

教育人間科学部
現代社会文化研究科 60 115 191.7 附属新潟小学校 学級数 15 528 510 96.6

人間形成文化論専攻（博士課程） 12 28 233.3 （うち複式学級3）
地域社会形成論専攻（博士課程） 24 20 83.3 附属長岡小学校 学級数 12 480 418 87.1
国際社会形成論専攻（博士課程） 24 23 95.8 附属新潟中学校 学級数 9 360 359 99.7

（従前の専攻） 附属長岡中学校 学級数 9 360 362 100.6
日本社会文化論専攻（博士課程） 0 25 - 附属養護学校 学級数 9 60 62 103.3
国際社会文化論専攻（博士課程） 0 19 - うち

小学部18人学級数（複式学級）3
自然科学研究科 267 275 103.0 中学部18人学級数 3

自然構造科学専攻（博士課程) 51 33 64.7 高等部24人学級数 3
材料生産システム専攻（博士課程） 57 51 89.5 附属幼稚園 学級数 3 90 71 78.9
生命・食料科学専攻（博士課程） 51 39 76.5
環境共生科学専攻（博士課程） 45 31 68.9
情報理工学専攻（博士課程） 63 49 77.8 ○ 計画の実施状況等

（従前の専攻） 本学の課程毎の収容定員の充足状況は，学士課程111.5％，修士課程112.5％，
エネルギー基礎科学専攻（博士課程) 0 6 - 博士課程107.4％，専門職学位課程92.0％であり，全体として収容定員を適切に充
材料生産開発科学専攻（博士課程) 0 12 - 足した教育活動を行っている。
生物圏科学専攻（博士課程) 0 14 - 学士課程については，法学部において充足率が116.5％となっているが，入学辞
環境管理科学専攻（博士課程) 0 25 - 退者を見込んだ入学定員確保の措置や，学費納入困難，進路再考等を理由とする
情報理工学専攻（博士課程) 0 15 - 休学者が含まれていることによる。平成16年度からは前期・後期日程を併せて定

員確保を行う方式に改めるとともに，事前に受験生の動向を予測し，超過する人
医歯学総合研究科 488 476 97.5 数を少なくするよう講じ，平成18，19年度の入学定員充足率は適切な範囲となっ

分子細胞医学専攻（博士課程） 100 87 87.0 た。また，休学者については，きめ細かな個別指導等の対応を講じている。
生体機能調節医学専攻（博士課程） 164 196 119.5 大学院については，保健学研究科（修士課程），現代社会文化研究科（修士・
地域疾病制御医学専攻（博士課程） 64 55 85.9 博士課程），医歯学総合研究科（修士課程）において，入学辞退者を見込んだ入
口腔生命科学専攻（博士課程） 160 138 86.3 学定員確保の措置や，一定基準以上の能力を有する学生・社会人を受け入れたこ

と，長期履修制度の活用等により収容定員を超えている。なお，各研究科におい
ては，収容定員を上回った場合においても，研究指導の体制を整備するなど，学
生の履修に支障が生じないよう万全を期している。




